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午前９時５８分開会 

○吉岡茂委員長 皆さんおはようございます。ただ

いまより総務委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○吉岡茂委員長 初めに、記録委員２名を指名させ

ていただきます。 

  鹿浜委員、中島委員、お願いいたします。 

 

           ◇            

 

○吉岡茂委員長 次に、早速でございますが、議案

の審査に入ります。 

  （１）から（４）、以上４議案を一括議題といた

します。 

  執行機関の説明を求めます。 

○政策経営部長 おはようございます。 

  それでは、補正予算の概要について御説明をさ

せていただきます。 

  資料の１ページを御覧ください。 

  令和６年度各会計別補正予算（案）概要でござ

います。 

  一般会計は、第６号補正で１７億５，８００万

円余の減額となっております。国民健康保険特別

会計は、第４号補正で１３億６００万円余の減額。

介護保険特別会計が第３号補正で１億５，１００

万円の減額。後期高齢者医療特別会計が第３号補

正で１億４００万円余の増額でございます。 

  ２ページを御覧ください。 

  歳入の予算款別表でございます。 

  主なものを御説明いたします。 

  １番、特別区税で１０億８，６００万円余の増

額。１２番、特別交付金で３４億９，４００万円

の増額。１９番、繰入金で８１億５００万円余の

減額となっております。 

  ５ページからが歳出の概要となっております。 

  主なものを御説明いたします。 

  ５ページ、総務費です。５１億６，１００万円

の増額です。これは、１番の公共施設建設資金積

立基金積立金における基金への新規８０億円の積

立てが主な増額要因となっております。 

  ９ページです。 

  民生費１５億７，９００万円余の増額です。こ

れは、１番の私立保育園の運営費助成事業におい

て、国の公定価格のうち人件費部分が増額改定さ

れたことによる運営費の増額が主な増要因となっ

ております。 

  １７ページです。 

  土木費１７億５，４００万円の減額です。これ

は、１番の密集市街地整備事業において、各地域

の事業進捗に合わせて事業費を精査したことによ

る減額が主な減原因となっております。 

  ２０ページです。 

  教育費です。３４億３００万円余の減額です。

２番の学校ＩＣＴ推進事業における契約差金や実

績見積りの減額等による減額が主な減要因となっ

ております。 

  続きまして、２４ページ、２５ページ、２６ペ

ージは、各特別会計の補正予算概要となっており

ます。 

  ２７ページが、一般会計補正予算分の繰越明許

費補正の追加分６件。 

  ２８ページが、一般会計補正予算分の債務負担

行為補正の追加分４件、変更分３件でございます。 

  ２９ページは、特定目的基金の積立て状況でご

ざいます。 

  ⑬番が今回６号補正取崩し後の基金残高となっ

ております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○吉岡茂委員長 御苦労さまでした。 

  それでは、ただいまの説明、何か質疑ございま

すでしょうか。 

○長井まさのり委員 私の方から質問させていただ
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きます。 

  まず、特別区税は増額となっておりますけれど

も、納税義務者の増も要因かと思います。ほかに

軽自動車税、たばこ税も含めて、内訳をちょっと

伺います。 

○課税課長 特別区民税の方は、東京都の完全失業

率の改善、最低賃金の引上げ等を背景に、約１２

億円の増額となっております。軽自動車税は台数

が増えたというところで、１，４００万円の増額。

たばこ税の方が本数が減少したということで、１

億５，０００万円の減額となっております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  納税義務者も増加していると聞いていますけれ

ども、どのぐらい増加していますでしょうか。 

○課税課長 約５，６００人ほどでございます。 

○長井まさのり委員 ５，６００人余ということで、

この要因はどのように分析されているでしょうか。 

○課税課長 やはり賃上げ等を背景に、雇用環境の

改善で納税者が増えたということであると思いま

す。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、特別区交付金は約３５億円の増となりま

して、法人税が好調に推移して、都税収入が見込

みより多かったと思いますけれども、令和７年度

についての見込みについてはいかがでしょうか。 

○財政課長 長井委員おっしゃるとおり、直近の見

込みが、都から示されたものが非常に好調という

ことで、収入が多くなってございます。 

  令和７年度につきましても同様の見込みと伺っ

ておりますので、令和７度当初、令和６年度と比

較しまして５０億円増ということで予算の方は組

ませていただいております。 

○長井まさのり委員 ５０億円増ということで分か

りました。 

  また、総務費で、公共施設建設資金積立基金で、

新規積立てで８０億円となっています。昨今の物

価上昇に伴う資材、材料費や人件費等の高騰もあ

って、ギャラクシティの大規模改修工事で８０億

円積立てで、この８０億円で大丈夫なのかどうか。

令和６年、令和７年、令和８年で設計かと思いま

すけれども、総工事費は、以前の答弁で、たしか

１００億円ぐらい掛かるというのを聞いていたか

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

○施設営繕部長 やはり長井委員御発言のとおり、

ちょっと建設費の方が非常に高くなっております

ので、当時から１年以上経過して、ちょっと若干

足りないかな、今、一生懸命積算しているとこで

ありますので、ただ、８０億円積立てて、それで

足りるかと言われると、やはりちょっと足りない

のかなというところはございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  足りない部分はどこから、基金からですか。 

○施設営繕部長 今までも公共施設積立基金ござい

ますので、余裕のあるときに積立てて、それで、

やはり今後ある大規模改修ですとか、そういった

ものに備えていこうというところでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  確認ですけれども、設計を踏まえ発注予定、工

事期間は延期となりましたけれども、いつになる

のか伺います。 

○施設営繕部長 予定でいきますと、設計が来年の

６月の末まででございます。そうしますと、来年

の４定か、令和９年の１定に発注をできればなと

いうところでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  現在のギャラクシティには様々課題があるかと

思います。設備の老朽化も含めて、その最大の課

題にトイレがあるのかなと思います。たしか平成

６年の開館ですかね、ホームページ見ると。３１

年前当時はバリアフリーの視点、またその考えと

いうのがどこまで浸透していたのかと思いますけ

れども、それについてはいかがですか。 

○施設営繕部長 御発言のとおり、なかなかその当

時は、やはり御案内のとおり、トイレもちょっと
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下がったところにございます。そうした区民の声

ですとか議会からの御意見もいただいております

ので、今やっている実施設計の中で検討できれば

なというところで、是非、何かやりたいとは思っ

て、今現状では一つしかバリアフリートイレがご

ざいませんので、ちょっと御迷惑をおかけしてい

るところは我々も感じているところでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  今おっしゃったとおりに、現在はフロアから地

下に、階段で下りるつくりになっています。男女

の位置もこの反対側で離れておりまして、高齢者、

障がい者には大変使いづらい状況となっています。

西新井文化ホールの利用者からも多くの声が寄せ

られています。このたびの大規模改修は、多額の

費用を掛けてきます。先ほど８０億円積んで、足

らない部分もあるだろうということで、このたび

の大規模改修は、安全性を考慮するトイレとして

改修すべきと強く要望しますが、再度いかがでし

ょうか。 

○施設営繕部長 しっかり御要望にお答えできれば

なと、一生懸命やりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、そのほか出演者から楽屋口にエレベータ

ー設置の要望もあったり、あと、天井や舞台、椅

子等についての大規模改修で行う、その工事の内

容については、分かる範囲でいかがでしょうか。 

○地域のちから推進部長 今、長井委員御発言の楽

屋口に通じるエレベーターですとか、椅子ですと

か、天井ですとか、様々、利用者の方から御意見

は私どももいただいております。 

  先ほど、物価高騰、工事費の高騰等のお話もあ

りますが、いただいている御意見真摯に向き合っ

て、様々検討はさせていただきたいと思っており

ます。 

○長井まさのり委員 是非、検討を進めていってい

ただきたいと思います。 

  また、先月、非常用発電設備が正常に作動しな

い不具合がありました。急遽臨時休館となりまし

たけれども、スプリンクラーや避難、誘導等にも

影響があり、人命に関わる事態が想定をされます。

点検マニュアルなどの再発防止に努めるとともに、

手順書を確立するなど、区民の安全とともに、迷

惑を掛けることがないように、設備と体制を整備

していただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○地域のちから推進部長 １月の臨時休館につきま

しては、御利用の皆様、区民の皆様に御迷惑をお

掛けして大変申し訳なく思っております。二度と

こういうことがないように、指定管理者ときちん

と手順書、具体的に何をやっていくのかというと

ころについては、私ども確認させていただいて、

二度とこういうことが起きないように取り組んで

いきたいと思っております。 

○長井まさのり委員 分かりました。区民にとって、

安全で使いやすい施設となるように、どうかよろ

しくお願いいたします。 

  次に、民生費で私立保育園の運営費助成事業で

伺います。 

  国の公定価格のうち人件費部分の改定で、令和

６年４月に遡って適用とあります。私立保育園で

ありますけれども、人件費の増額のチェックなど

についてはいかがでしょうか。 

○市立保育園課長 人件費の部分については各法人

内で給与の支払い等行われているところでござい

ますが、そうした中で、区としてチェックできる

部分としましては、例えば東京都のホームページ

等でモデル賃金等を公表しておりますので、その

中で人件費等、賃金がどのぐらい上がったかとい

う確認は取れているという状況でございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、認証保育所で、この保育士キャリアアッ

プでマイナス１９人となっていますけれども、こ

れはどうなのか。また、安心・安全確保で西施設
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が減額となっていますけれども、これは閉鎖した

ということなのかどうか、伺います。 

○子ども政策課長 保育士のキャリアアップ補助金

につきましては、実際、キャリアアップに伴う給

与の見直し等が行われた場合に補助をしておると

ころでございます。見込みで立てていた額と実績

に差が出たために、今回１９名の減額という形を

させていただいております。 

  あと、安心・安全確保の補助金につきましては、

こちら施設が閉園になったというわけではなくて、

この補助を利用しなかった園が二つあったという

ことで減額という形になっております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、一時預かり保育で予算の１，５００人と

比較して、補正ではマイナス７３０人となってい

ます。これ見込みとしてどうだったのかなと思い

ますけれども、いかがですか。 

○子ども政策課長 こちらは予算編成する際に、そ

の年度の実績ベースで計上しておるところでござ

いますが、令和５年度につきましては、実績で１，

２８０件程度の実績がございましたので、それを

見越して１，５００円という形で予算の計上しま

したが、実際は７７０件という形でしたので、今

回減額をさせていただいているというものでござ

います。 

○長井まさのり委員 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

  また、そのほか公定価格の改定で、ほかにも家

庭的保育事業であったりとか地域型保育事業など

もあるかと思いますけれども、こういったところ

を説明資料に記載しない何か理由はあるんでしょ

うか。 

○財政課長 保育関係のものが事業数で言いますと

８事業ございます。紙面上の少し都合もございま

すので、金額の大きいものを主にピックアップさ

せていただいております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

 あと、環境衛生費でＨＰＶワクチンのキャッチア

ップ接種終了により、駆け込み需要でワクチンが

昨年１０月より限定出荷となりましたが、その後

の状況はいかがでしょうか。 

○保健予防課長 ワクチンメーカーからの話により

ますと、２月には限定解除が解除されておりまし

て、現在は通常月の２月は３倍ぐらいの供給がで

きるように話を聞いております。 

○長井まさのり委員 この予算の接種率４２％と記

載がありますけれども、その根拠は何か。また、

決算見込みで接種率１３％とありますが、区の認

識についてはどうか、伺います。 

○保健予防課長 接種率４２％の当区ですけれども、

今年度については特殊な事情がございまして、キ

ャッチアップ接種、過去に積極的な勧奨がされな

かった、ワクチンの接種機会を逃した方に対する

キャッチアップ接種が３年間は今年度で終わる予

定でした。国がＣＭなどをつくって、かなりテレ

ビなどで報道していましたので、それによって通

常の定期接種の方もワクチン接種に対する認識が

高まるということで、少し多めの４２％にいたし

ました。実際のところ決算の見込みですけれども、

１３％と書いてありますけれども、実際には３回

接種するのは半年間掛かりますので、８月９月頃

にワクチン接種をしたいという方が集中しまして、

ワクチンが限定出荷になったという影響を受けた

ものでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  ちなみに、区内で副反応の症状の届出というの

はあるんでしょうか。 

○保健予防課長 このＨＰＶワクチンについては、

特にそのような話は聞いておりません。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  来年度小学校６年生から予診票を送るとしてい

ます。接種期間が４年間と長いため、高校１年生

相当の女子への個別通知を令和７年度も引き続き

実施すべきと代表質問でも要望させていただきま
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したけれども、確認ですけれどもいかがでしょう

か。 

○保健予防課長 今までは中学１年生の方に予診票

を送っていましたけれども、来年度については、

小学校６年生と中１の方、それから高校１年生の

方は１年間で終わりますので、その方にもお知ら

せをしたいと思っております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  厚労省は３月までに１回接種を終えるという条

件付で期限を来年度１年間延長する方針を決めま

した。対象者には丁寧に速やかにしっかりと周知

に努めていただきたいと思いますけれども、最後

いかがでしょうか。 

○保健予防課長 確かに３月までに１回接種した方

は来年度１年間を定期接種で受けられるという特

例ができましたので、２月１７日の日に該当者に

ははがきを送ったとこでございます。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいですか。 

○ぬかが和子委員 今回、最終補正予算ということ

で、いろいろな差金などを合わせて、そして基金

などにも繰入れたりという点では、決算に一番近

い補正予算だと思うんですが、どうでしょうか。 

○財政課長 この後、決算に向けて年度間の収支な

どというものもございますが、今回の補正が、ぬ

かが委員御指摘のとおり、一番近いものになると

思います。 

○ぬかが和子委員 そういった点では、やはり当初

予算というのはこういうふうにお金を使いたいと

いう考え方の表れだと。決算というのは使い方の

結果だと、それに近いものというのが今回の最終

補正だという目で見て、当初予算との比較も含め

て質問させていただきます。 

  まず歳入ですけれども、先ほどの答弁でも特別

区税全体では１０億円余プラスというところの要

因は、賃上げを背景として雇用環境の向上という

ことが要因だというお答えでしたけれども、特別

区の交付金、これが当初、改正前までもそうです

けれども、１，１１９億円から１，１５３億円と

いうことで、３５億円弱増額になったという要因

については、どうお考えでしょうか。 

○財政課長 先ほども御答弁させていただきました

が、都から、都税ですね、調整税にあたる都税の

収入の見通しというものをいただいて逐次確認し

ております。１２月１月時点、それぞれ見通しを

いただいておりますが、それは収入としてはかな

り増額になるということでいただいております。

これは来年度の予算査定に向けても同様の考えで

ございましたので、その結果を踏まえまして、大

幅な増額等という補正とさせていただいておりま

す。 

○ぬかが和子委員 特別交付金の原資というのが調

整３税ですよね。つまり大企業などの収入が好調

だったということで増額になっているんじゃない

かと思うんですが、どうでしょうか。 

○財政課長 ぬかが委員御発言のとおりかと思いま

す。 

○ぬかが和子委員 それと歳入では、今回はこの国

庫支出金はプラス４億円ですけれども、また、都

支出金はマイナス１億６，６００万円余ですけれ

ども、これは、当初の比較ではどんなふうになっ

ているか、また主な要因なども教えてください。 

○財政課長 国庫支出金につきましては、最終補正

予算額と比較しますと、当初予算と比べまして約

３１億円増額で、都支出金につきましては、当初

予算と比較で申しますと９億８，０００万円ほど

増額となっております。 

  それぞれ国庫支出金につきましては、国の児童

手当の制度改正ですとか保育施設の給付費、公定

価格の改定などというものが大きく当初予算との

差額として増額で出ております。また、都支出金

としましては、物価高騰対応の重点支援の地方創

生臨時交付金、これの給付金の関係が２回ほど入

っておりまして、これが７０億円余増額というこ

とで大きな要因となっております。 
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○ぬかが和子委員 今お答えいただいた都支出金の

方の物価対応の地方創生臨時交付金、半分ぐらい

はいわゆる非課税世帯への３万円の給付金ですけ

れども、それ以外の部分というのは、いわゆる自

治体の裁量権がある部分の給付金だと思うんです

が、どうでしょうか。 

○財政課長 自治体の裁量の推奨メニューの部分も

当然含まれておりますが、金額の大きいところは、

先ほどぬかが委員おっしゃっていただいた臨時給

付金プラスで、定額減税の一体給付の給付金も含

んでという部分が非常に多くなっている状況でご

ざいます。 

○ぬかが和子委員 やっぱり物価の高騰の中で、国

も都も含めて、本当に大変な状況を何とかしなけ

ればいけないという中で、こういったお金が下り

てきているということだと思うんですね。 

  当初予算との比較ということで、私、当初予算

のあらましを改めて振り返ってみたんですね。そ

うしましたら、特に、この区内の経済状況という

のについて、こう書いてあるんですよね。多くの

業種に原材料等の高騰が大きな負担となっている

状況が見えてきました。事業者の状況を適宜把握

しながら、適切なタイミングで的確な支援策を講

じていきますというふうに書かれてはいるんです

ね。 

  歳出の方でちょっと質問させていただきますが、

歳出では、この最終補正の中での増減で見ますと、

この差金などを吐き出すということで、減の款項

目というのはたくさんあるわけです。七つぐらい

あると思うんですけれども、当初予算との比較で

減になっている款、それと金額等を教えてくださ

い。 

○財政課長 当初予算と比較させていただきますと、

産業経済費が差としては９億約３，０００万円ほ

どの減額。また、土木費につきまして１７億６，

０００万余の減額となってございます。 

○ぬかが和子委員 土木費についても、実は減額の

ところを、今回の主に減額になっているんですけ

れども、減額のところを見てきますと、実は私た

ち予算修正案を出したときに、必要ではあっても

今年度に必ずしも執行が保障されていない、そう

いうものまで当初に組む必要ないじゃないかとい

うことで、減額の修正を出させていただいたもの

が幾つも物の見事に皆減ということで今回減額に

なっているんですね。そういう点では、やはりそ

ういったこともしっかり土木部でも考えていって

いただきたいと、また、財政の方でも考えていっ

ていただきたいというふうに思っているんですけ

れども。 

  それともう一つ、今言われた産業経済費なんで

すよね。これ、先ほどのものでいくと、適切なタ

イミングで適切な支援額をこれから講じていくん

だと当初のあらましで言っていながら、当初より

も減というのは一体どういうことなんでしょうか。

所管の方にお伺いします。 

○産業経済部長 予算の説明書の方にもありますけ

れども、融資の関係で、当初の見込みより８億円

ほど減っていったというふうなところ。それから、

ものづくり支援の関係で、小規模事業者経営改善

補助金の方が３億円ほど、これも補正で増額させ

ていただきましたけれども、その増額の見込みが

ちょっと余計だったというふうなところで、減額

の幅が大きかったということでございます。 

○ぬかが和子委員 それ聞いたことへの答弁にあま

りなっていないと。つまり、ここで減ったものが

融資とか、それから経営改善助成ですよというこ

とは説明書を読めば分かるわけですよ。 

  当初の予算が組まれているけれども、これから

も適切なタイミングで的確な支援策を講じていき

ますと言っているのに、当初よりも減額になって

いるということは、適切なタイミングで適切な支

援策が講じられていなかったことの表れじゃあり

ませんか。 

○財政課長 今の産業経済部長からお話あった部分



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ７  

 

については、当初の見込みと比較しまして減額と

なっておりますが、令和６年度につきましては補

正予算を組ませていただいて、事業者向けの物価

高騰対策支援というものも適宜対応させていただ

いておりますので、そういった部分では、時期を

捉え状況を捉えて、適切に対応させていただいて

いると思っております。 

○ぬかが和子委員 でも結果減額ですし。しかも、

物価高騰の事業者対策というのは令和６年度のこ

の予算の中では、せいぜい衛生部のお風呂屋さん

とか、福祉部とかのいわゆる福祉施設、介護施設

等々の支援策などなんですよ。運輸すらやってい

ないんですよ、産業経済部は。そうじゃありませ

んか。 

○産業経済部長 結果として令和６年度、運輸事業

者に対する燃料の補助というのは実行はしており

ません。ただ、この間もガソリンの小売価格の上

昇の推移はしっかり見守りまして、補正予算を検

討する都度都度、その必要性について財政課等々

と協議して進めてまいりました。結果といたしま

して、タイミングとしては今年になるんですけれ

ども、せんだっての本会議の答弁でもありました

とおり、同時補正というふうな形で提案の方をさ

せていただく予定でございます。 

○ぬかが和子委員 年度末の年度末で、しかも新年

度の同時補正で出すのを、出すことはいいことだ

と思うけれども、要は、これ最終補正予算でどう

だったのということを検証したときに、結果的に

は全然プラスになってないよね。しかも当初予算

のときに、適切なタイミングで適切な支援策だっ

て言っていたけれども、産業経済部の部分は、そ

ういったものが非常に十分じゃなかったんじゃな

いかと。そこに私は痛みをちゃんと感じてほしい

んですよ。区内の事業者がどういう状況かという

ことをしっかりと見て。先ほど融資の方が思った

よりも伸びなかったということが理由だというこ

とを言っていたんですけれども、事前に聞いたら、

もともと多めに見ていたのが思ったよりも伸びな

かったんですというお話もあったんですけれども、

伸びなかったことというのは申請数が少なかった

んでしょうか。それとも申請したことで申請した

方が認められなかったのか。それとも、例えば借

換えの減なのか新規なのか、何が要因というふう

にこの融資の減を考えていますか。 

○企業経営支援課長 この見込みの差についてです

けれども、令和６年度予算の積算に当たりまして

は、令和５年度中の融資のあっせん状況をもとに

算定をしておりました。令和５年度についてです

けれども、８月から緊急経営資金の特別借換えが

始まりまして、開始直後だったということありま

して、申請件数が非常に多い状況でした。その実

績を参考にして令和６年度予算を算定したという

ところで、件数が多くなり、実際の令和６年度、

件数が比較的落ちついてきたというところで差分

が広がってしまったというところに要因があると

捉えております。 

○ぬかが和子委員 前年度の実績見込みで予算を立

てるというのは行政の中でよくあるやり方だけれ

ども、私、中小企業の支援策というのは生き物だ

というふうに思っているんですよ。つまり実態を

よく見て、よく私たち言うんだけれども、融資だ

って、返せる見通しがあるような右肩上がりじゃ

ないと、なかなか借りたくたって借りられないよ

ということは経営者の方からも聞くわけですよ。

そういう実態の中で、どうなのかということをし

っかり見極めると、融資の増が一番適切な策だっ

たのかということもしっかり見ていかなきゃいけ

ないんじゃないかと。融資をやることもいいし、

あっせん融資で利子補給をやることも悪いとは言

わないですよ。だけれども、やっぱり物価高騰で、

先ほどのあらましの分析であるように、物価高騰

で何にでも使えるような物価高騰支援が一番求め

られていたと。だけれども、それは融資ではやっ

ぱり返せないから、なかなかそっちに手が伸びな



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ８  

 

いとか、借換えの場合だと、借換えは有効な策だ

とは思いますけれども。そういうこともしっかり

と分析もしながら、次の対策を立ててっていただ

きたいというふうに思っています。 

  それから総務費なんですけれども、今回、総務

委員会の報告事項にもありますけれども、今回、

システムの標準化の関係で減額になっていますけ

れども、もう一度主な要因を教えてください。 

○情報システム課長 要因の大きなところは、シス

テム標準化の関係で、今年度やろうと思っていた

ことが事業者の都合でちょっと後ろにずれて、令

和７年度に経費が必要になったということで、落

とさせていただいているというのがメインになり

ます。 

○ぬかが和子委員 なぜ事業者の都合でそうやって

延びてしまうのか、どういう事業者がどういう状

況なのか、どう認識していますか。 

○情報システム課長 今現在、遅延が起きているも

のが総務委員会でも報告させていただいているん

ですけれども、主に富士通Ｊａｐａｎという会社

で、住民記録のシステムですとか、子ども子育て

のシステムですとか、そういったところを手がけ

ているところになります。 

  遅延の原因なんですけれども、やはりＳＥのリ

ソースが足りないということを聞いておりますが、

その原因が何かというと、やはり国の方で仕様が

なかなか固まらなかったり、いろいろな調整を自

治体と事業者でやりなさいというような方針がな

かなか変わったりというのがあって、やはりパワ

ーが足りなくなってしまったというのが原因と捉

えています。 

○ぬかが和子委員 私もこのシステム標準化ガバメ

ントクラウドについての専門家の御意見などをい

ろいろと見聞きしてきたんですね。なるほどと思

うことがありました。それは、デジタル庁の当初

の説明では、行政の業務の無駄が減ると、ＩＴコ

ストも削減されると、データの利活用も進むとい

うことで説明していったわけですよね。ところが

蓋をあけてみたら、自治体にすると、簡単にぽん

とあれして入れ込めば、使えるようなものが下り

てこなかった。これをある専門家はこう表現して

いるんですよ。カレーライスを食べようと思って

料理店入ったら、出てきたのはカレーライスでは

なくてジャガイモとニンジンが出てきたと。つま

りどういうことかというと、各自治体がベンダー

と一緒になって、ＳＥと一緒になって、結局は標

準化クラウドに合わせて構築をしなきゃいけない

というようなことで、そういう中で、ＳＥ不足と

か、全体として大変な苦慮しているという状況が

あるんじゃないかというふうに思うんですが、そ

の辺どうお考えですか。 

○情報システム課長 おっしゃるとおりで、すごく

今、分かりやすいというか、我々も感じているよ

うな、正に材料を渡されて、あとよろしくという

のがやはり見られますので、そこはやはり苦労し

ているところでございます。 

○ぬかが和子委員 本当にこれは区の責任ではない

部分だとは思いますけれども、本当にひどいなと

いう。この後、報告事項でもありますけれども、

掛かる経費も２倍になると、人員も掛かるという

中で、何のためのシステム標準化だったのかとい

うことも問われるなというふうに非常に思ってい

ます。 

  次に、基金についてもお伺いしたいと思います。 

  基金については、令和５年度末は基金総額が約

１，８５８億円だったものが令和６年度当初は３

４０億円取崩したということで、１，５２８億円

というふうになりました。今回の最終補正で１，

７６１億円に総額としてなったということですが、

ここには、これから生まれる決算剰余金等は見込

まれていないので、更に増えていくということで

よろしいんでしょうか。 

○財政課長 ぬかが委員おっしゃるとおりでござい

ます。 
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○ぬかが和子委員 あわせて財調基金ですけれども、

財調基金も当初は１１９億円取崩して３６６億円

ぐらいになると、４８５億あったものがというこ

とだったんですけれども。今回のところで年度末

で、これは今回、財調基金そのものの補正ではあ

りませんけれども、４４８億円になったと。これ

４４８億円ということでいきますと、大体、決算

剰余金が歳入されると、今の足立区の条例からい

くと、今年度末もほぼ昨年度末と同じぐらいの財

調基金になるんじゃないかと思うんですが、どう

でしょうか。 

○財政課長 見込みですので確定的なことは申し上

げられませんが、およそそのぐらいになるのでは

ないかと考えております。 

○ぬかが和子委員 やはり基金も、別に私たち一度

も駄目と言ったことはないんです。ただ、いつも

申し上げているのは、全国で１，７００ある自治

体の中で、４番目に多い基金総額ということ、そ

れから財調基金を、これ全国で比較すると、財調

基金は少し順位下がるんですけれども、７位なん

ですよ、調べてみたら、並べかえてみたら。そう

いう点では、１，７００自治体中の７位というこ

とでは、本当に区民の願いに応えるような財源と

いうのは十分にあったということだと思います。 

  本当に今後も、先ほど産業経済のことで質問さ

せていただきましたけれども、本当に今苦しんで

いる区内の事業者に、的確な事業展開すると申請

が殺到するから、増額になって使い切りましたと

いうことは、ほかの事業でもよくありますよね。

産業経済で是非そうなるように、もちろんなって

いる部分もあるかもしれませんけれども、今後も

しっかりやっていただきたいと申し上げて、質疑

を終わります。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいでしょうか。 

○水野あゆみ委員 私からも何点か質問させていた

だきます。 

  今、ぬかが委員からもございましたけども、１

２ページの小規模事業者経営改善補助金、やっぱ

り減額大きいなというふうに思ったんですが、利

用が少なかった要因について、今一度お伺いいた

します。 

○産業振興課長 ９月補正で、一度６７６社という

ことで見込みを立ててございました。これが事業

開始の当初の相談件数が昨年度に比べまして１．

８倍ということで、そこで大きく見込んだという

ところが一つ想定より申請が少なかった大きな要

因となってございます。 

  実績としては今年度末４１８件を見込んでござ

いますが、そのあたりでは見込みが大き過ぎたと

いうことが要因と考えております。 

○水野あゆみ委員 何で想定とそんなに離れてしま

ったのかなというところもお聞きしたかったんで

すが、その辺はどうでしょうか。 

○産業振興課長 当初６月始めた頃に、４月５月に

申請を待ちかねていたお客様が多かったというと

ころで伸びが多かった。そこでのギャップが大き

かったかと考えてございます。 

  補助金につきましては、周知、補正後も約７，

０００社にこちらの方から送っております。また、

まちの中でもマッチングクリエーターさんや信用

金庫さんなどからも声を掛けて周知を図ってござ

いましたが、なかなかそこが伸びなかったという

ふうに考えてございます。 

○水野あゆみ委員 本当にすばらしい補助金だと思

っていて、御案内すると本当に助かったというこ

とで、ちょうど買い替えのタイミングで３００万

円するものを２００万円まで補助を出してもらえ

たということで、本当に喜ばれているんですね。

もっと本当に周知にお力を入れていただく必要も

あるのかなと思います。 

  また、使いたくてももうちょっと対象要件に当

てはまらなくて使えないというところも実際あり

ますので、そういったところ対象要件も、今一度、

御検討いただくなど、是非していっていただきた
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いなと思います。 

  また、レシートｄｅ商品券事業も１３ページの

方に載っております。今回、対象店舗を増やした

にもかかわらず申請件数が減ったということ、こ

ちらの方もどういうふうに要因をつかんでおりま

すでしょうか。 

○産業振興課長 レシートｄｅ商品券事業の件でよ

ろしいでしょうか。申請者が１０万件を見込んで

ございましたが、８万１，０００件程度となりま

した。昨年が５万件というところでしたので、そ

れよりはかなり多くなってはいると思います。 

○水野あゆみ委員 分かりました。５万件から８万

件増えたけれども、想定には及ばなかったという

ことでございます。 

  昨日の本会議でも費用がたくさん掛かっている

というお話がございましたが、私の周りでは、や

っぱりＰａｙＰａｙ使わない高齢者の方もまだま

だいらっしゃって、本当にこのレシートキャンペ

ーンが始まると、買物いくぞという感じで、ふだ

ん行かないお寿司屋さんに行ってみたり、本当に

楽しみにしてレシートをためている方もいらっし

ゃるので、費用は掛かっても、やっぱりここを切

り捨てるというのはまだ早いのかなという部分も

あるんですね。そういった部分では、郵送代、郵

便代も物すごく上がったんですよね。はがきも封

筒代ぐらい上がって、それ以上に上がってしまっ

たんですけれども、簡易書留なんていうのはどれ

ぐらい上がってしまったんでしょうか。 

○産業振興課長 商品券を発送している書留を利用

させていただいておりますが、昨年の１０月まで

は１通４４４円でしたが、昨年の１０月以降４６

０円に上がってございます。 

○水野あゆみ委員 例えば１世帯で、家族分送って

いいことになっているので、例えば５人家族でい

れば５通送ることもできるわけですよね。ただ、

やっぱりばらばらばらばら送られて、うちも何人

かいるので、ばらばらばらばら来るんですよね、

レシートの商品券が送られてくるので。例えば１

世帯で何人かいらっしゃったら、まとめて送って

もいいんじゃないかなと。もらう方も、一々簡易

書留で来てもらって、不在になっていたらまた持

って帰ってというのが、とてもちょっと煩わしい

なと思うこともあるので、そこは送り返す側とし

てもうちょっと工夫があってもいいのかなと。ミ

スがないようにということは前提ですけれども、

そういったことも必要じゃないかなと思いますが、

いかがでしょうか。 

○産業振興課長 様々な工夫が必要なことを御意見

いただきありがとうございます。ただ、世帯ごと

にまとめというのも非常にまた複雑な事務が入る

というところで、また作業が複雑になると。昨年

ミスが多かったということで、なるべくミスがな

いように簡易化をさせていただいております。た

だ、いただいた御意見も大切にしながら、ミスが

ないよう、しかも簡素化できるようには努めてま

いりたいと思います。 

  それで書留を利用している理由でございますが、

追跡サービスですとか保証があるというところで、

我々この方法を採用させていただいております。 

○水野あゆみ委員 書留は現金というかそういう商

品券なので、致し方ない部分もあるのかなと思い

ますが、例えば、送る側にしても、１世帯でばら

ばら送るんじゃなくて、是非、経費の節減という

ことで、まとめて送ってくださいというようなア

ナウンスも書き添えてもいいのかなと思いますの

で、そこの辺も御検討お願いします。 

  また、この経済波及効果というのはどのぐらい

あったのか、またお聞かせください。 

○産業振興課長 皆様がレシートで集めていただい

た、レシートで使っていた金額と、それから、こ

ちらから発送した商品券合わせますと１６億９，

２００万円程度となります。こちらを原資としま

して総務省の簡易ツールで計算してみますと、２

４億５，９００万円と見込んでございます。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １１  

 

○水野あゆみ委員 費用は掛かっているということ

ですけれども、やっぱり２４億円の経済効果もあ

るということなので、是非これからも切捨てずに、

アナログの方たちも楽しみにしているのもありま

すので、工夫しながら継続していただきたいなと

いうふうに思います。 

  また、キャッシュレス決済のポイント還元額、

これも４，０００万円減額となっております。や

っぱり残ってしまうというのはもったいないなと

思うんですけれども、東京都の方は予算に達した

ら終了するというやり方を取っているんですが、

足立区はそういった手法は取れないんでしょうか。 

○産業振興課長 東京都の方はかなり大規模にやっ

てらっしゃって、予算に達するというところの見

極めがかなり短期間にできると聞いてございます。 

  足立区の場合、予算の見込みが終了するまで約

１週間程度掛かるということで、予算がショート

する、そのタイミングをどう見極めるかが非常に

厳しい状況になってございます。 

○水野あゆみ委員 分かりました。そういうことで

あるならば、やっぱり使い切れなくて期限が終わ

ってしまったという方もいらっしゃるので、もう

少し期限を延ばしていただいて、その上で予算が

なくなってしまったんならしょうがないなとは思

うんですけれども、そういったところも是非検討

していただきたいと思います。 

  また、プレミアム商品券事業についても１点、

私のところに御要望があるのは、やっぱり使える

ところが本当に少なかったということで、使うの

に苦慮してしまった、せっかくデジタルでやった

のに使えるところが少なくて大変だったというお

話がございました。やっぱりデジタル進めていく

上では使えるところを増やしていかないと、買っ

たのに使えないというのではしょうがないなと思

うので、その辺も拡充していっていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○産業振興課長 こちら商連さんの方にお願いして

やっている事業でございますが、商連の方でもデ

ジタル扱う店舗が少ないことは課題というふうに

考えていただいております。令和７年度の実施に

当たっては、昨年度よりより増やすようにお願い

してございます。今後も増やしていけるように努

力してまいりたいと思います。 

○水野あゆみ委員 是非よろしくお願いいたします。 

  次に、１８ページの密集市街地整備事業のとこ

ろでございます。 

  これも減額が２億４，８００万円余出ておりま

すけれども、これ達成目標に対して現在の達成状

況はどの程度でしょうか。 

○建築防災課長 達成目標は数字を押さえていませ

んので、後ほど御報告させていただきたいと思い

ます。 

○水野あゆみ委員 分かりました。様々予算を付け

ている中で、なかなか伸び悩んでいるというとこ

ろが現状なのかなというふうに思います。 

  １７ページの方でも専門家の派遣も行っている

けれども減額になっているというところで、是非、

プッシュ型でもやっていただいているということ

なんですが、もうこれ以上使うところがないとい

うのだと、また予算取っても減額になってしまう

のかなというふうに思うんですが、この辺はどう

いうふうに対策を立てていかれるのでしょうか。 

○建築防災課長 やっぱり地道に努力してＰＲして

くことが重要だと考えております。計画道路、沿

道のところがやっぱり多いものですから、そこに

重点的に今、ＰＲを行っているところですが、建

築費の増額に伴って、なかなか建て替えをちゅう

ちょされているところは増えているかなというふ

うには肌で感じているとこでございます。 

○建築室長 達成目標でございますが、不燃領域率

が７０％になる、そこに目掛けまして取り組んで

いるところでございますが、実際に前年度とかに

窓口の方で建て替えの御相談等いただいた件数を

もとに想定を立ててやっているところでございま
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すが、今、建築防災課長答弁いたしましたとおり、

工事費の高騰等もございまして、なかなか思うよ

うにいかないというところもあるのかなというよ

うなことを実感しているとこでございます。 

○水野あゆみ委員 工事費の高騰ということで、費

用が補助されても全然自分の予算の中ではできな

いよということであれば、どれぐらい費用があれ

ばやる気になるのかというのは、近隣の方にアン

ケート調査というか、聞いて回ってもいいのかな

と、それに対してやっぱり予算も付けていく必要

があるのかなと思いますが、その辺いかがでしょ

うか。 

○建築防災課長 令和５年度から令和７年度に向か

って建築費の助成額増額させていただいていると

ころでございますが、それでもなかなか対応して

いただけないという感じでございますので、令和

７年度の助成額の今後の見極めをして、助成額の

対応については考えていきたいなと思っておりま

す。 

○水野あゆみ委員 分かりました。お願いいたしま

す。 

  また、２１ページの小学校施設保全事業であり

ますが、アスベストの調査委託不用見込みという

ことで、当初は２０件予算で盛り込んでいたけれ

ども、結局２校の実績だったということですが、

この緊急工事の発生時というのはどういう状況な

のか、お伺いします。 

○中部地区建設課長 計画的に補修につきましては

行っているところなんですけれども、学校等で、

いきなり外壁が落ちてきたり、玄関が開かなくな

ったりとか、そういった事案がありますので、そ

ういったところの改修するのが緊急工事という形

になります。 

○水野あゆみ委員 そういった工事が当初は２０件

ほどあるのかなと予想していたのはちょっと怖い

なというふうに思うんですけれども、分かりまし

た。 

  また、２１ページの小・中学校の保全事業も入

札不調になって、本当に多くの件数が減額になっ

ております。減額した上で、今後どのような対策

を立てていくのか、お伺いします。 

○施設営繕部長 やはり早期に発注を掛ける、ある

いはいろいろとやはり業者の方からも御意見など

を聞いて、単価ですとかそういったいろいろなあ

らゆる手段ですね、物価高騰に対応する手段です

とか、あとは発注する★★、それから、やはり早

めに出して確保するというところが、今一番我々

が目指しているところでございます。 

○水野あゆみ委員 もう頑張ってくださいとしか言

いようがないんですけれども、様々検討いただい

てお願いをいたします。 

  最後に、２２ページの介護保険特別会計繰出金

のところでございます。 

  こちらもフレイル教室だとか、あと、元気応援

ポイント事業の活動交付金申請件数の減というこ

とですけれども、やっぱり今、お元気な高齢者も

一定程度いらっしゃる、もう本当に多くいらっし

ゃる中で、そもそもの見込みが１，３００件でい

いのかなというのも思うんですけども、ここより

も更に実績見込みは少ないわけですけれども、こ

の目標というのはどのように立てた数字なんでし

ょうか。 

○介護保険課長 こちら、やはり第９期の介護保険

事業計画では介護予防事業、非常に力を入れると

いうようなところもございました。この元気応援

ポイント事業、令和元年度、コロナ前ですと１，

０００件以上の方からの申込みを受けているとい

うことで、やはりそこに極力近づけるというか、

そこを上回るようなものを目指すというところで

今回１，３００件というような目標の方を令和６

年は立てさせていただいておりました。 

○水野あゆみ委員 コロナ禍の影響で減ってしまっ

たということなのかなとは思いますけれども、や

はりコロナ後なので、しっかりとまた伸びていか
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なければおかしいので、周知は大事なのかなと思

いますが、その上で、私の母の話で恐縮ですけれ

ども、仕事を辞めて後期高齢者なんですけれども、

元気で走り回っているんですが、この元気応援ポ

イント事業もやっているんですが、やっぱり行く

先が少ないというか、なかなか行ってポイントも

らえるとこが少ない。ギャラクシティに行ってみ

たりいろいろあれなんですけれども、日程が合わ

ないとそれで終わってしまうということで、やっ

ぱりもう少しやってもらうには、やりがいのある

ような環境の整備というふうにブラッシュアップ

していく必要もあると思いますが、いかがでしょ

うか。 

○介護保険課長 現在、この元気応援ポイント事業

の受入れ施設、数だけでいえば区内全部で４００

か所近くあるんですけれども、やはり確かにやっ

ているボランティアの内容であったり、やってい

る時間というところを考えますと、もう少し多く

して、いろいろな時間、本当に短い時間でも皆さ

んの希望する時間にいろいろなメニューがやれる

ような場所をつくるというのは非常に重要と考え

ておりますので、そのあたりたくさんのボランテ

ィア団体の方がこちらの制度に利用できるような

形で申し込んでいただくよう、周知の方はしっか

り進めていきたいと考えております。 

○水野あゆみ委員 本当にこうやって生きがい作り

ませんかということで、最大１万ポイントもらえ

るって、すごいぐっとくるなと思うんですけれど

も、どういったところでできるのかなというのが

なかなか載ってなくて、ＱＲコードは載っている

んですけれども、そこを開いてもなかなか分かり

にくい部分がありますので、本当にこれ１枚もら

ったら分かりやすい、やりたいなと思えるような

事業展開していっていただきたいと思いますので、

要望して終わります。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいですか。 

○富田けんたろう委員 私からも何点か質問いたし

ます。 

  先ほども質疑ありましたけれども、１２ページ、

産業経済費ものづくり支援事業ということで、こ

の支援事業の減額補正のほとんどが小規模事業者

経営改善補助金だということでした。 

  その中で、相談申請の辞退というものも５１件

あるというふうに伺っていますけれども、この理

由について、改めてお伺いします。 

○産業振興課長 そもそも申請したい内容が対象期

間外であったというものが１点ございます。例え

ば、昨年の６月以降、申請だったんですけれども、

その前の１月から３月までのものに対しては、年

度が違いますので対象外というところがございま

す。また、今年に入ってぎりぎりのところで申請

された方については、機械設備等の納品が間に合

わないというようなことがございました。また、

もう一つは、そもそも交付要件が違う、区内に本

店がないとか、あと、事業規模を多少広げたので

すけれども、従業者数の数が多い、そういったこ

とが要因となってございました。 

○富田けんたろう委員 対象経費の購入が、正に期

間外だったという話なのかなと思いますけれども、

やっぱり減額をするのであれば、こういった皆さ

んにもしっかり補助していただきたいなというふ

うにやっぱり思ってしまうのが、どうしてもちょ

っと数字を見ると思うところでして。どうすれば

こういった方々にリーチができたのかなというと

ころを考えると、やっぱり周知の部分かなと思う

んですけれども、そのあたり周知のところはいか

がだったんでしょうか。 

○産業振興課長 先ほども申し上げましたが、周知

に関しましては、まず年度当初に補助金５，００

０ということで、チラシを事業者向けに発送して

ございます。今年度に関しては、補正を行ったと

きにもまた同じようにチラシを配りました。ただ、

やはり紙だけでは、届いていても届いているとい

うところが、気が付かれていない方がいらっしゃ
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るということも事業をやっている中で分かってま

いりました。やはり口コミが一番分かりやすいと

ころがございまして、どうやったら分かっていた

だけるかというところも今検討課題だと思ってご

ざいます。 

  また、経営改善の計画を立てていただくという

ところが、窓口でうちの職員が寄り添ってやるん

ですけれども、それが申請できないというふうに

思い込んでいる方もいらっしゃるということが分

かってまいりましたので、こちらで全部伴走して

できるということも含めてお知らせしていきたい

と思ってございます。 

○富田けんたろう委員 是非その点よろしくお願い

いたします。 

  その中で、比較的自由な用途で、これも使える

非常にいい補助金だというふうに私も認識をして

いるんですけれども、これは従前より申し上げて

いるとおり、本当に経営改善にやっぱりつながっ

ているのかという視点は、やはり大事だなという

ふうに思っています。 

  その中で、マッチングクリエーターさんの役割

というところは、こちらについてもいろいろな委

員会で指摘をしてきました。改めてですけれども、

補助金の交付後、半年後にマッチングクリエータ

ーが実際に現場に伺って確認をするというプロセ

スになっていますけれども、最新のマッチングデ

ータからの報告というのは、どんな報告が上がっ

ているんでしょうか。 

○産業振興課長 マッチングクリエーターのみなら

ず、産業振興課の方で採用してございます中小企

業相談員、その双方で力を合わせて、部を合わせ

て全体でやっていただいております。昨年上半期

において、その前年度に交付した物件を全部回っ

て確認していただいたりですとか、逐次、お互い

に情報交換しながら実績を確認している状況にな

ってございます。 

○富田けんたろう委員 相談員さんとマッチングク

リエーターさんということですけれども、やっぱ

り当初始めたときよりも、もうかなり件数という

のが増えてきているということだと思います。本

当に３００件４００件と増えてきている中で、マ

ッチングクリエーターに関して言えば、例えば環

境部の省エネ対策の設備更新の補助金もそうです

し、庁内横断的に、マッチングクリエーターが活

躍していただく、そういった事業だったり必要性

というのがかなり増えてきているという中で、私

が前回お伺いしたときは、会計年度で今５人採用

しているという話でしたけれども、正直マッチン

グクリエーターの負担感というのもどんどん増え

てきているんじゃないかなと思うんですが、その

あたりいかがですか。 

○企業経営支援課長 富田委員おっしゃるとおり、

マッチングクリエーターは産業経済部のみならず、

環境部等も含めて庁内横断的に事業の方、事業と

各区内企業をつなぐ橋渡し役として活躍をいただ

いております。そのため負担感というところで言

いますと、様々な事業も増えてきているところで

すので、その業務量とその人数というところは、

随時見極めながら依頼をしているところでござい

ます。 

○富田けんたろう委員 そういう意味では、マッチ

ングクリエーターの採用方針というか、今後増や

す予定があるのかとか、そのあたりはどのように

考えてらっしゃるんでしょうか。 

○企業経営支援課長 現在５名で対応しております。

その５名で全体の業務量、割り振っている中で、

今現在としては、増やさなくても対応できる件数

をこなしているというふうに考えております。 

○富田けんたろう委員 活躍されていると思います

ので、そういった皆さんの活躍度のチェックだっ

たり、あるいはより優秀なマッチングクリエータ

ーさんを雇っていく、そういった方法なども是非

探っていただきたいなと思いますけれども、改め

ていかがでしょうか。 
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○企業経営支援課長 今後のマッチングクリエータ

ーの採用方針についてですけれども、やはりその

時々で、我々の事業の内容というところも変わっ

てきますので、その重きというところ、しっかり

把握しながら、それにしっかり合致したマッチン

グクリエーター採用できるような方針の方を考え

ていきたいと思います。 

○富田けんたろう委員 よろしくお願いします。 

  続いて、１３ページ、次のページですね、商店

街活動支援事業のところですけれども、減額にな

っています各商店街イベント等に対する補助金の

実績見込みというところですけれども、減額した

理由はここに書かれているとおりかなというふう

には思うんですが、そもそも決算見込額で、商店

街通常イベント３９件ということでしたが、商店

街の皆さんの定例イベントと新規のイベント、い

ろいろあるかと思うんですが、この割合というか、

どうだったんでしょうか。 

○産業振興課長 すみません、割合まで今手元にな

いんですが、新規的なイベントとしましては四、

五件あったというふうに記憶してございます。 

○富田けんたろう委員 何でこんな話を聞いたかと

いうと、やっぱり商店街の皆さんが新たなイベン

トを起こすということがいかに大変かというのを、

つい先日、私も商店街の皆さんと話す中で実感を

いたしました。２月２２日のねこの日に、千住旭

町でぼんぼんマルシェというのが初めて開催され

まして、私も地元の商店街ということで、企画の

段階から商店街の皆さんと一緒に関わらせていた

だきました。その中で、そもそもこのイベント自

体は、ちょうど私と本当に同い年ぐらいの若手の

皆さんがボトムアップで商店街を動かして、町

会・自治会を動かして進めてきた企画ですけれど

も、やっぱりその過程で、商店街の皆さんが新し

いことにチャレンジするのがいかに本当に労力が

掛かることかというのをそばで、私もすごく感じ

たところだったんですね。 

  特にやっぱり金銭面がすごく大変で、そうなっ

てくると、やっぱり補助金がどうしても必要にな

ってくるという中で、やっぱり話していて思った

のが、足立区の商店街の補助金はいっぱいあるけ

れども、どれを使っていいか分からないというこ

とだったんですね。実際ホームページを見ても、

申請期間などもそうですけれども、詳細はいずれ

もお問合せくださいというふうに書いてあるだけ

で、若干ちょっと表示に関しては分かりづらいの

かなと思っているんですが、このあたりの認識は

まずいかがでしょうか。 

○産業振興課長 ホームページの方がちょっと分か

りにくかったことは申し訳なかったと思います。 

  各商店街向けの補助金ですけれども、毎年必ず

１回商店街向けに説明会を行っておりまして、各

地区担当の職員が１人ずつ配置しております。各

商店街がそれぞれの職員に個別に相談を毎回掛け

ていただいておりますので、そこで一旦、一定程

度熟知はされているというふうに認識してござい

ます。 

  ただ、富田委員おっしゃるとおり、新しく何か

起こしたいということがあった場合、どこに相談

したらいいかというところも含めて分かりづらか

ったのかなとは考えてございます。ホームページ

で分かっていただくには限界がございますので、

やはり一旦御相談いただけるように、相談窓口を

より分かりやすくするとか、更に工夫を重ねてい

きたいと思います。 

○富田けんたろう委員 正に今回の旭町のイベント

というのは、区民のやってみたいというものが今

回形になったものだというふうに感じています。

そういう意味では、やっぱり何かやってみたいん

だと思っている方々が、ふだん商店街のそういっ

た理事に関わってなくても、やっぱり思っている

方たくさんいらっしゃるということが今回よく分

かったので、そういった方々がまずどこを見に行

くかというと、当然やっぱりホームページだと思
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います。なので、そこはしっかり、今、産業振興

課長おっしゃっていただきましたけれども、整備

をまずしていただきたいというふうに要望をしま

す。 

  最後に、教育費のところで、学校ＩＣＴ推進事

業ですね。１点ちょっと減額になっているところ

について質疑なんですけれども、文科省のＤＸ戦

略アドバイザーの活用による研修講師費と報償費

が減額になっています。これは、単純に講習の数

が減ったのか、減って減額になったのか、そのあ

たりまず教えていただければと思います。 

○教育指導部長 文部科学省のＤＸのモデル校にな

っている関係で、本来であればお金が掛かるとこ

ろを無償で講師の方に来ていただいたりと、そう

いったことで必要なくなったものでございます。 

○富田けんたろう委員 なるほど分かりました。 

  先日、西新井小学校で行われたリーディングＤ

Ｘ事業の授業公開に私もお邪魔をさせていただい

たんですけれども、本当に驚きました。子どもた

ちが紙とペン一切持たずに、それこそパソコン１

台で授業をやって、当たり前のようにショートカ

ットキーとか使いながら、スプレッドシートに授

業の感想を打ち込んでいって、その姿を見て、い

かにこの事業が足立区の子どもたちを支えている

んだなというふうに感じましたので、是非、来年

度も、予算はあれですけれども、このリーディン

グＤＸ事業については、しっかり文科省の講師が

いらっしゃるわけなので、しっかりタッグ組んで

やっていただきたいなということを要望しますけ

れども、改めていかがでしょうか。 

○教育指導部長 来年度は更にモデル推進校に、手

を挙げている学校も増えてまいりましたので、こ

ういった文部科学省とも連携、御指導いただきな

がら、多くの学校に広めていきたいというふうに

考えております。 

○中島こういちろう委員 私からも産業経済費に掛

かるところを２点だけ質問をさせていただきます。 

  先ほどからも、るる経済費議論がありました。

今回減額の補正ということで、最終的には約６３

億円で全体の約１．８％になっていると。ただ、

過去、私もこの決算か予算か何か中で、全体の中

でのこの比率を見た際に、今後増やしていくべき

ではないかという話をさせていただいたんですけ

れども、令和４年度で見ると、３６億円で１．１

６％だったというところを踏まえると、足立区と

しても積極的にそこに支援をしていただいている

のではないかなというふうに思っています。 

  ただ、その中で、今物価高の問題だったり人材

難、あとは価格転嫁の問題など、日本経済全体と

して中小企業が今非常に厳しい状況になっている

というふうに認識をしています。 

  会社の四大経営資源として、人・物・お金・情

報というふうによく言われている中で、足立区に

おいては、人のところは人材採用支援金で、お金

のところは小規模事業者改善補助金など、テーマ

に区切っていろいろ支援をしていただいているの

かなというふうに思うんですけれども、この中で、

先ほど産業振興課長からも御答弁いただいていま

したけれども、やはり伝えていくということがや

っぱり難しい部分があるのかなと。チラシを先ほ

ど配られたというふうにお話いただいていました

けれども、なかなかチラシを配るだけでは、困っ

ている方々が自分たちから一歩動いてみようとか、

アクションしているのが難しいという側面もある

のではないかなというふうに思うんですけれども、

そこの部分を改めて、今後、今考えていただいて

いるというところの話ではあったと思うんですけ

れども。更にもう一歩、今回もいろいろ予算を使

い切らないものもありましたけれども、一歩手を

出してみよう、やってみようというところを広げ

ていただくための支援、何かお考えのとこ改めて

ありますでしょうか。 

○産業振興課長 先ほども申し上げましたが、チラ

シが目の前に届いていても、それが今それに使え
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るお金なのかどうかというところが分かっていな

いというお話も聞いてございます。ですので、ど

んなものに使えるのかという事例みたいなもので

すとか、そういったものも加えたチラシを検討し

ていくですとか、あと、先ほどこれ以上多忙にし

てはいけないんですけれども、マッチングクリエ

ーターの力を借りたりですとか、あと、地域の信

金さん、こちらの方にも地域密着型でお仕事をし

ていただいていますので、区の補助金を紹介して、

一緒に広めていただけるようにお願いできたらと

思ってございます。 

○中島こういちろう委員 是非お願いいたします。

やはりポイントとしては、事業を、その助成金な

どを知っているかというところと、知っていると

ころから自分が応募できるのかというところを整

理するだったり、何かそこの部分で結構引っかか

ってしまっている小規模事業者さんも多いかなと

思いますので、今のお話、是非積極的に進めてい

ただければなというふうに思います。 

  次、１３ページ目、先ほどから水野委員からも

御質問がありましたけれども、レシートｄｅ商品

券事業に関してです。 

  昨日の本会議の答弁を見ていた方の中で、私の

方にも御連絡いただいて、少し御心配なようなお

声もあったので、改めてここで少し触れて確認を

させていただくんですけれども、このレシートｄ

ｅ商品券事業は、区民の方がいろいろなお店で買

って、もらったレシートを足立区に送ると、商品

券をプレゼントするという事業なんですけれども、

その認識でまずお間違いないでしょうか。 

○産業振興課長 中島委員おっしゃるとおりでござ

います。 

○中島こういちろう委員 昨日の問題としてちょっ

とテーマが挙がっていたのは、そのレシートが本

人が使用したもの、買ってもらった物のレシート

じゃない場合、どうチェックするんですかという

話だったと思うんですけれども。これ、足立区と

しては、まず利用者の方にはどのようにアナウン

スをしているんでしょうか。 

○産業振興課長 皆さんにお配りしている募集要項

の方に、必ず御本人が買物で手に入れたレシート

や領収書をお使いくださいということで注意喚起

をしてございます。また、今後レシートの申込書

になるんですけれども、台紙の方に御自身がお買

物で手に入れたレシートですかというようなこと

をチェック項目を付けて、そこを見ていけるよう

な手法にしていきたいと思ってございます。 

○中島こういちろう委員 基本的にはそちらを信用

してというか、チェックをしていただいたものを

ということで審査をすると。審査をするときに、

それが本人が買ったものじゃないかというのが分

からないんじゃないかというところでのテーマだ

ったというふうに思うんですけれども。 

  ただ、ほかのいろいろ調べてみたりすると、例

えば、確定申告とかで領収書やレシートを保存し

て、何かあったときは出してくださいねという話

だったりとか、あとは、ほかの補助金だったりと

か、そういったものも一定数、レシートを活用し

てやっている事業があるというふうに認識してい

るんですけれども、いかがでしょうか。 

○産業振興課長 御認識のとおりだと思います。 

○中島こういちろう委員 そうですよね。それでい

くと、例えば、私たちの政務活動費とかも、駐車

券とかタクシーとかも名前も書いてないですし、

レシートだったり領収書を頂いたものを添付して

お出ししているというような、そういう状況にな

っていると。 

  なので、このレシートｄｅ商品券事業だけが、

とりわけこのスキームとしておかしいという、そ

ういうわけではないという認識で間違いないでし

ょうか。 

○産業振興課長 中島委員おっしゃるとおりだと思

います。 

○中島こういちろう委員 そうなると、この事業に
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関して、もちろん事務費をなるべく減らして区民

の方に還元していただいてというところは、それ

は是非そうしていただくべき必要があると思うん

ですけれども、先ほど水野委員からもお話ありま

したけれども、やはり区民の方が非常に反響があ

る事業だと思いますので、是非、買回りでいろい

ろなところでお買物したよみたいな声も届いてお

りますので、是非、この事業を積極的に進めてい

ただきたいなというふうに思っていますが、最後

に意気込みいかがでしょうか。 

○産業経済部長 ただいまの質疑の中で、レシート

なども★★資料として使われているという話あり

ました。 

  一方で、本人が支払ったものなのかどうなのか

というふうなことについては、しっかり事業を周

知する際に、そういったものを添付してください

というアナウンスをしたりですとか、虚偽の申請

はいけませんですとか、それからチェック項目、

そういったものを審査のときにしっかりと確認す

るですとか、そういったことをして事業の方をし

っかりと進めていきたいというふうに思っており

ます。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいですか。 

○鹿浜昭委員 私の方から、１２ページの産業経済

費についてちょっとお聞きします。 

  先ほど信用保証料が予定より令和５年、緊急経

営資金があったので伸びなかったというようなお

話だったんですけれども、令和５年はどのぐらい

の数字だったんですか。 

○企業経営支援課長 令和５年度の緊急経営資金の

あっせん件数ですけれども、３，０９５件になっ

ております。 

○鹿浜昭委員 ３，０９５件で、何で今年４，５５

０件を予算現額として数字挙げたの。基づいてと

言ったよね、令和５年の。全然違うじゃん。 

○企業経営支援課長 この信用保証料についてです

けれども、この緊急経営資金と、あと特別借換え

ですとか、融資事業の中のトータルがこちらの１

２ページの表に落とし込んでいる数字ですので、

融資事業の中での緊急経営資金が先ほど申し上げ

た件数になっていると。 

○鹿浜昭委員 ちょっとよく分からないんだけれど

も。基本的にその件数はあれかなと思ったんだけ

れども、金額の方がもう約半額ぐらいに、決算見

込み額で、数字がなっちゃって、大分、今、若干

金利高になりつつあって、利子補給の件でもやっ

ぱり下がっているということで、正直なとこ、や

っぱり小規模企業者さんにとっては、信用保証料

というのは、やっぱり結構借りるときに大きな金

額だし、すごく期待するところがやっぱり大きく

あるかと思うんですよね。 

  今、こういう状況下において、何ていうのかな、

条件等というのは今までどおりなんですか、利子

補給を受けられる条件というのは。 

○企業経営支援課長 条件は、ここ数年ずっと同じ

条件で実施しております。 

○鹿浜昭委員 大分、小規模企業さん、やっぱり借

入れというのはなかなか返せる予定がないと借り

られないというのもあるかと思うんだけれども、

やっぱり今、金額が、件数の割には、１件の件数

が減っているように思うんですよね。さっきちょ

っと簡単に割ってみたら、数割、今、減額の方は

減っているということで、やっぱり枠がいっぱい

になっちゃっているというような企業体が多いん

ですか。 

○企業経営支援課長 緊急経営資金で言いますと、

上限２，０００万円となっておりまして、一度に

２，０００万円借りる企業様もいらっしゃれば、

小分けにして、トータル２，０００万円の中で自

分が返済できるペースで融資を受けている企業様

の方もいらっしゃいます。 

○鹿浜昭委員 だから、枠がもういっぱいになっち

ゃっているという企業さんが増えているんですか

と聞いたんだけれども。 
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○企業経営支援課長 枠がいっぱいになっているか

どうかというところなんですけれども、すみませ

ん、今手元に数字がないので、後ほど改めて御報

告をいたします。 

○鹿浜昭委員 というところを、私ちょっとこれ見

てそう思ったので、是非そういうときには相談乗

っていただいて、枠がいっぱいになっちゃったん

だけれどもというようなところも多いような気が

したので、そうしたら、やっぱりこういう緊急ま

た融資、区でのあっせんというのも一つ考えてい

っていただきたいなと思ったもので質問しました

ので、是非、検討いただければというふうに思い

ます。 

  それと、２０ページの教育費なんですけれども、

学校ＩＣＴの方で、１番の無線アクセスポイント

教員用Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ等の購入契約の契約

差金による減ということで、３億６，５００万円

ぐらいなんですけれども、これは、アクセスポイ

ントがやっぱり必要になっているというか、今、

区内で増やしたのかな。 

○教育指導部長 デジタル教科書が後々入ってまい

りますので、そのために、今までは各教室に１台

アクセスポイントを設けていたんですが、２台目

を設置したというものでございます。その契約差

金となっております。 

○鹿浜昭委員 今の倍になるというような感じでい

いんですね。 

  教員用のＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋの購入契約とい

うのも先生たちも増やすんですか。 

○教育指導部長 当初、Ｗｉｎｄｏｗｓ機を教員用

は使っていたんですが、その入替えがございまし

て、今回はＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋに統一した、そ

の契約差金でございます。増やすということでは

ございません。 

○鹿浜昭委員 それで金額も減ったということなの、

これ。 

○教育指導部長 入札をしたところ、当初、二つと

も１５万円ぐらいの予定をしていたんですが、５

万円もしくは６万円ぐらいに、がくっと金額が下

がったということでの差金でございます。 

○鹿浜昭委員 そこで、この教員用のＣｈｒｏｍｅ

ｂｏｏｋなんだけれども、養護教諭さんが持って

ないような話を聞いたんですけれども、いかがで

すか。 

○教育指導部長 講師の先生方にも御用意をしたん

ですが、養護教諭については、私もちょっと確認

ができておりませんので、確認させていただきま

す。 

○鹿浜昭委員 多分入ってないと思うので、養護教

諭も必要になるので、是非置いてください。要望

でお願いします。 

  それと、先ほど水野委員からもあったんだけれ

ども、小学校、中学校の保全事業で１１億６，８

００万円ぐらい、これ合計で。全国的な技術者不

足ということで、水野議員からもどんな対策を打

っていくのかということで、先ほど施設営繕部長

からもありましたけれども、やっぱり私も代表質

問でやらせてもらって、体育館の床のささくれが

刺さったというような事件も起きたり、子どもた

ちの安全面を考えた上で、やっぱり相当厳しくな

るのかなといって、その辺の安全面の保障という

か、そういうものを含めて１番の６７校分の１２

条点検というのは、これは、もう国が定めて、３

年に１回やらなければならないということかなと

いうふうに思うんですけれども。 

  やっぱりただ単に、技術者不足だけで解決して

いいものじゃないと思うんですよ。すごいこれを

見て不安になっちゃったんですよね。その辺を、

ただそういう形で解決するというのはいかがなも

のかなと思うんですけれども。 

○施設営繕部長 もう本当に★★の件は申し訳ない

と思っています。 

  鹿浜委員御発言の１２条点検だけではやはり満

足いきません。これは入札などで差金ということ
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でございます。 

  体育館の床に関しては、また別途、教育委員会

の方でお金を取っていただいて、専門家に、３年

に１回じゃとても間に合わないので、早めにやら

せていただいて対応すると。それから、やはり地

域のちから推進部の方でも、★★団体の方でもや

はり確認をしていただくとか、そういったことを

やっぱり丁寧に、こういうことがありました、今

後ないようにするには、やはり、みんなで利用す

る人の目でできればお願いして、早急に対応する

というところで取り組ませていただいて、金額、

結果としてこういうことになりましたけれども、

我々やはり安全な施設を維持していくというとこ

ろには一生懸命やらせていただきますので、是非

よろしくお願い申し上げます。 

○鹿浜昭委員 詳しくはちょっと予特の方でさせて

もらおうかなと思っているので、ちょっとこれだ

けのあれだとやっぱり不安に思ったものですから、

簡単に質問させていただきました。 

  以上です。 

○土屋のりこ委員 １０ページで、認証保育所の一

時預かりの、先ほども質問されていましたが、こ

れが１，５００人のところ半分ほどの利用にとど

まったということで、令和５年度は１，２００件

の実績があったということなんですけれども、こ

の理由ですね、どう見たらいいでしょうか。 

○子ども政策課長 認証保育所の一時保育について

は、一時保育の専用室があるわけではなくて、定

員に空きがある場合、そこで一時保育の受入れを

行っております。なので、認証保育所の通常の園

児の受入れの状況に差が出ると、一時保育の件数

もそのまま影響が出るという形になっております

ので、その辺で、認証の受入れのところで、結構

今回は人数が多かったのかなというふうに認識を

しております。 

○土屋のりこ委員 そうなんですよね。専門室があ

るわけではないので、年度当初、定期利用の空き

があれば、そこに一時利用を受け入れるというこ

とだったところが、これだけ、令和５年度１，２

００件からしても、かなり激減しているというこ

とは、年度当初から、想定より早い時間から定期

利用で埋まったということで、一時利用を必要と

していた人たちが減ったわけではなくて、本当は

一時利用をしたいんだけれどもできなかった人た

ちがいたということなんじゃないかと思うんです

けれども、いかがでしょうか。 

○子ども政策課長 土屋委員おっしゃることもある

というふうに認識しております。一時保育につき

ましては、認証保育所だけではなくて、認可の区

立園、私立園でもやっておりますので、全体で引

き続き需要等は把握をして、しっかりサービスが

受けられるように整備をしていきたいというふう

に考えております。 

○土屋のりこ委員 これ補正で、子ども委員会では

ないのであまり突っ込みませんが、そういった一

時預かりを希望する人たちは減ったわけではない

わけで、それが待機児がちょっと増加というか、

認可保育園がいっぱいになって、認証もいっぱい

になって、小規模もいっぱいになってというとこ

ろのあおりを受けてしまっているということはし

っかり認識いただいて、これ以外でも預かり送迎

とかベビーシッターとか様々な一時保育、一時の

ニーズを満たす施策はありますので、そういった

ところ利用時間を増やすとかいうことを含めて、

そのニーズを満たせるように検討をお願いしたい

ということを要望いたします。 

  １３ページのところで、様々な方から出ていま

すが、レシートｄｅ商品券事業、私も一言触れて

おきたいと思うんですけれども、これ、１０万件

のところが実績８万件だったということで、昨年

の５万件からすると増えたと、利用件数としては

増えたということなんですが、やっぱり私も周り

の方から聞いていて、特に高齢者の方、喜ばれて

いるということなんですが、そういった本来であ
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ればもうちょっと届く見込みがあったところが、

利用が見込みには届かなかったというところ、も

ったいないと思うんですけれども、また今度やる

に当たって、宣伝というか周知というか、そうい

ったところの工夫はどのようにお考えでしょうか。 

○産業振興課長 宣伝ですね。まず、登録店が前回

行っていただいたところが１，６００店程度ござ

いますので、そのお店でチラシを張っていただく

ところからまず地域に密着でやっていきたいと思

ってございます。そのほかには、広報ですとか、

ときめき、あとホームページですね、高齢者の方

ですとやはり紙が一番媒体としてはいいかと思い

ますので、そういった紙媒体のチラシを区内のポ

イントにおいて、手に取っていただけるようにし

ていきたいと思ってございます。 

○土屋のりこ委員 そうですね。デジタルで宣伝し

たら簡単ですけれども、それが苦手だから、こう

いうアナログがいいという方たちに、どうやって

届けるかというのは難しいところかと思いますが、

やっぱり経済施策もデジタルに傾きがちですけれ

ども、アナログなこういった施策も大事だし必須

だと、なくしてはいけないものだと思います。こ

の点、今後の区の方針、アナログ的なものをしっ

かりやっていくというあたりに関しての区の方針

はいかがでしょうか。 

○副区長 この事業に関しては、費用対効果という

御指摘もいただいています。ただ、デジタルを使

えない方にとっては非常に有効な対策ということ

もありますので、その辺改めて精査させていただ

いて、今すぐやめるというようなことの今の考え

はございません。 

○土屋のりこ委員 レシートに限らないかとは思い

ますが、そういったアナログな施策、高齢者の方

にも届く、デジタルが苦手だというような方にも

届く施策、経済対策もしっかり行っていただきた

いと思います。 

  最後に、５ページのところのギャラクシティの

大規模改修ということで、先ほどもバリアフリー

化ということが言われていましたが、この大規模

改修の内容についてお伺いします。 

○施設営繕部長 ほぼ古いのを全部新しく代えると、

重立ったところは、やはりエアコンの機能が非常

に、もう３０年以上経過していますので、こちら

何とかしないといけないというところ、ここが非

常に費用が掛かる。それに付随して、西新井文化

ホールのいわゆる天井ですとか、椅子あるいはホ

ワイエあたりの内装ですとか、それから、しっか

りやってほしいと言われたトイレ関係の水回りで

すね、こういったところが大規模改修の内容とな

ります。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いいたします。 

○鹿浜昭委員 賛成。 

○吉岡茂委員長 全部賛成でよろしいですか。 

○水野あゆみ委員 ４議案とも可決でお願いします。 

○ぬかが和子委員 一般会計第６号補正については、

やはりもっと産業経済ややるべきことができたは

ずだということが、不十分だったということの表

れでもありますので、賛成はできかねるというこ

とで反対いたします。 

  国保、介護、後期高齢医療については賛成しま

す。 

○富田けんたろう委員 ４議案とも賛成です。 

○中島こういちろう委員 全て賛成でお願いします。 

○土屋のりこ委員 最初から、この議会費のところ

から議員報酬増というところからして賛成いたし

かねるということなんですけれども、一般会計で

すね。それと併せてギャラクシティについての大

規模改修８０億円というのが上がっていますが、

その一方で、小・中学校など子どもの学び舎を改

築・改修することに関しては、寿命を延伸すると

いうふうなことも打ち出されている中で、優先順
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位、違和感を感じるところもありますので、少し

手放しでは賛成いたしかねるなということもあっ

て、一般会計は反対です。 

  それ以外は賛成します。 

○吉岡茂委員長 それでは、これより採決をいたし

ます。 

  ２回に分けて採決を行わせていただきます。 

  （１）のまず最初、第１号議案につきまして、

本案は原案のとおり可決すべきものとすることに

賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉岡茂委員長 挙手多数であります。よって議案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、（２）から（４）について採決を行います。 

  本案は原案のとおり可決すべきものとすること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉岡茂委員長 御異議ないと認め、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

○吉岡茂委員長 それから、中身が大変本日濃い状

況になってございますので、委員並びに執行機関

の答弁、なるべく簡略にお願いしたいと思います。 

  それでは、次に、（５）第９号議案を単独議題

といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○総務部長 総務委員会の議案説明資料総務部の分

をお開きください。 

  ３ページとなります。 

  第９号議案でございます。刑法等の法律改正に

なることを伴いまして、関係条例を整理するもの

でございます。 

  この改正により拘禁刑が創設されますけれども、

社会への更生や再犯防止を図るために、より受刑

者の特性に応じた★★を想定した対応というのを

行っていくということを目的にしているものでご

ざいます。高齢者については認知機能低下のため

に作業ができなかったり、あるいは、若年者につ

いては教科指導を行うなど、柔軟な処遇が必要に

なってくるということでございます。 

  また、禁固刑と懲役刑とでは刑務作業の差があ

ったことから、実態としてその差がなくなってき

ており、この禁固刑と懲役刑を分けることの必要

性が乏しいというようなことが起こってきたこと

が背景にあるということでございます。 

  区では、中ほどにあります、２の（１）のアか

らエまでの条例につきまして、「禁錮の刑または

懲役」とあるものを「拘禁刑」に改めるものでご

ざいます。 

  施行年月日は令和７年の６月１日からでござい

ます。 

  私から説明は以上でございます。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございます。 

  ただいまの説明について何か質疑ございますか。 

○ぬかが和子委員 １点だけ質問いたします。 

  先ほど拘禁刑という制定にというふうに変える

ということで、社会復帰、更生の方に重きを置く

というか、そういう御説明あったんですけれども、

要は懲役がなくなったということは、やはり懲ら

しめのために罰として刑務作業の義務を課すとい

う側面ではなく、より更生の方に力点を置くとい

うことでよろしいんでしょうか。 

○総務部長 そのような趣旨と理解しております。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から意見をお願いいたします。 

○鹿浜昭委員 可決でお願いします。 

○水野あゆみ委員 可決でお願いします。 

○ぬかが和子委員 この拘禁刑に関するこの刑法改

正については、日弁連なども含めて、やはり世界

的に見ても批判が強かった、懲役という考え方が。
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ということも聞いておりましたので、今回、拘禁

刑に改められるという点で、それに併せて区の条

例も改めるということですので、賛成いたします。 

○富田けんたろう委員 賛成です。 

○中島こういちろう委員 賛成でお願いします。 

○土屋のりこ委員 賛成です。 

○吉岡茂委員長 それでは、これより採決をいたし

ます。 

  本案は原案のとおり可決すべきものとすること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉岡茂委員長 御異議ないと認め、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、（６）第１０号議案、（７）第１１号議

案を、以上２議案を一括議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○政策経営部長 政策経営部の議案説明資料の２ペ

ージを御覧ください。 

  第１０号議案 足立区組織条例の一部を改正す

る条例でございます。 

  組織改正に伴いまして、組織条例の一部を改正

するものでございます。 

  改正点大きく２点ございます。 

  項番１の改正内容ですが、（１）の部の設置を

求める部の設置というところで、今般、資産の維

持管理、活用組織横断的一体的に推進する体制の

強化を図るために、３活用部を設置するものでご

ざいます。 

  （２）の第２条の分掌事務につきましては、政

策経営部を含め、記載の部に関しまして、現状の

事務に合わせて文言の整理をしたものでございま

す。 

  ４ページに、新設・変更のあった組織の見取図

を付けておりますので御参照ください。また、５

ページ以降に新旧の対照表を付けておりますので

御参照ください。 

  続きまして、８ページになります。 

  第１１号議案 足立区職員定数条例の一部を改

正する条例でございます。 

  職員定数の変更に伴いまして、足立区職員定数

条例を改正するものでございます。 

  定数につきましては、３，４５５名前年度比プ

ラス５９名というところで、足立区★★を入れま

した総数ですと、３，４９５名プラス６３名とな

っております。今回、保留定数ということで、事

務職の拡大をいたしました。理由としましては、

男性の育児休暇の取得の増加や長期化が進んでい

るということと、当初、想定されなかった行政需

要の対応ということで、保留定数を事務所の方に

拡大をいたしました。 

  配置運営に関しましては、法令上、常勤職員の

配置を必要とするところに職員の欠員が生じた場

合や新たな行政需要、また長期欠員が発生してい

るところに配置をしてまいります。 

  今後の方針ですが、複数年掛けて保留定数の必

要数を慎重に見極めていきたいと考えております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明につきまして何か質疑ございま

すか。 

○ぬかが和子委員 定数条例の一部改正条例につい

てお伺いします。 

  今御説明いただいたように、全体としてやっぱ

り実態に見合って、また新たな行政需要に合わせ

て増やすということも基本的に歓迎しております

し、この保留定数を保育の方ではもともと産休と

か育休とか多いので、保留定数が当たり前にあっ

たものが、一方で、事務分野の方はなかったとい

うことで、これ私もかつて質問したこともありま

すし、やはり、それで職員が、例えば具合悪くな

って長期抜ければ、そこの部署が大変なものにな

ってしまうということでは、保留定数を今回新た

に設けるということも歓迎しているんですけれど

も、これ定数上の問題ですけれども、この定数を
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満たせる見通しはどうなんでしょうか。 

○政策経営課長 定数を満たせるというのは、保留

定数１０名が人として採用できるかという観点と

いうことですか。今回この定数１０というところ

が、人事課の方の採用に当たって、プラス１０名

採用していっても、十分、区の職員として採用に

見合うだけの能力を持った方の採用ができるだろ

うということで１０名とさせていただいておりま

すので、その点大丈夫かと思います。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいでしょうか。 

○土屋のりこ委員 私も第１１号議案の同じ保留定

数に関してなんですけれども、なかなか雇うとい

うか雇い入れることが難しいということもあるの

かと思うんですけれども、今回の事務の１０名を

定数化するというだけでは、欠員状態が生じる部

署への配置で使い切ってしまうということでは、

本来の目的にまで達していないというところでは、

もうちょっと１５名とか増やせなかったのかとい

うところはいかがなんでしょうか。 

○人事課長 昨今採用が厳しいということもありま

して、今回１０名というのもかなり無理はした数

字でございまして、何とか先ほど答弁ありました

ように取れましたので、今後増やしていくという

ことについては、年度ごとに増減させていきたい

と考えております。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 それでは、質疑なしと認めます。 

  次に、各会派からの意見を求めます。 

○鹿浜昭委員 可決でお願いします。 

○水野あゆみ委員 可決でお願いします。 

○ぬかが和子委員 組織条例の一部改正条例につい

てなんですけれども、今回の組織条例の中で、例

えば教育委員会の中に適正配置担当課を設けると、

これ事実上、今まで適正、本当の意味で私たちか

ら言って適正配置ではなくて、学校統廃合のガイ

ドラインをつくる、そのための課だと、それで適

正配置担当課が設けられて、ガイドラインつくっ

て、学校統廃合をしていくという流れ以外の流れ

というのは見たことがないので、やはり問題だと

いうふうに考えています。 

  ただ、今回の議案については、この課の部分じ

ゃなくて、部の部分の事務分掌ということなので、

賛成いたします。 

  第１１号議案、定数条例も賛成です。 

○富田けんたろう委員 ２議案とも賛成です。 

○中島こういちろう委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 先ほども言ったように、保留定

数を事務職にも入れていくということは組合さん

の方からも要望されていることですし、大事なこ

とだと思います。今、コミュニティビルダーとい

う民間の方もいらっしゃいますが、やっぱりまち

のことに関して、ハード面でもソフト面でもプロ

フェッショナルなのは行政の職員の皆さんだと思

いますので、そういった専門性を培っていくには

時間も掛かるでしょうし、数をしっかり増やして、

専門性を持った職員の方を育成していただきたい

ということも併せて要望して、両議案賛成です。 

○吉岡茂委員長 それでは、これより採決をいたし

ます。 

  本案は原案のとおり可決すべきものとすること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉岡茂委員長 御異議ないと認め、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、第１２号議案を単独議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○総務部長 １２月に行われました足立区特別職議

員報酬等審議会の答申に基づきまして、議員の報

酬等を改定するものでございます。 

  改定の結果というところを御覧ください。 

  月額４，０００円の引上げでございます。 

  令和６年の４月からの適用となりますので遡り

となります。 
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  報酬額は表のとおりでございます。 

  期末手当の改定もございまして、支給月を３．

８月から４．０月に引上げとなってございます。 

  私から説明は以上でございます。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございます。 

  ただいまの説明について質疑ございますか。 

○ぬかが和子委員 報酬等審議会の答申に基づいて

報酬を上げるという今御説明だったんですけれど

も、その報酬等審議会の中で、遡及実施について

は、たしか事前のときに、全てではありませんけ

れども、幾つもの会派から遡及実施については意

見が出ていたということだったと思うんですよ。

その辺については審議会でどうだったのか。また、

遡及実施を、つまり去年の４月から遡って引上げ

を行うということについて、ほかの自治体の状況

はどうなのか。どういうふうにその辺を答申を受

けて区として判断したのか、お伺いします。 

○総務課長 まず遡及実施についてでございますが、

特別区人事院勧告の方も職員の方も遡及実施とい

うことも踏まえまして、事務局として遡及実施の

案で取りまとめいたしまして、審議会の方に諮り

まして、特に遡及実施のところについては、そこ

が不適当であるとかそういったようなところの意

見はなく、まとまっているものでございます。 

○ぬかが和子委員 ほかの区の実態というのも何も

考えなかったということですか。 

  確かに人事院勧告に基づいてというのは、もと

もと分かっているんですよ。だけど、特別職の区

議会議員の議員報酬だから報酬審議会掛けるわけ

でしょ。人勧に基づいてだけだったら、別にこん

な報酬審議会に掛ける必要ないわけですよ。掛け

ていただいたら積極的な議論をしていただいて、

どうだったのかということをきちんと議論してい

ただかなきゃいけないんじゃないかという思いで

言っているんですね。 

  ほかの自治体でも、今回についてはちょっと私

も認識していないんですが、前回の報酬引上げの

ときは、足立区のように遡及実施をしている区と

いうのは、本当にごくごく僅かだったというのが

あるんですよ。ですから今回はどうなんですかと

いうことを聞いているんですが、どうでしょうか。 

○事務局次長 遡及実施につきましては、令和６年

の４月に遡ってというところが６区です。そのほ

かは１１月とか１２月に適用しているところが９

区ということになっております。 

○ぬかが和子委員 議会事務局次長が答えてくれた

というのは、いいんですけれども、議会側の提案

じゃないわけですよ、これ。総務部としてという

か区側の報酬審議会に基づいての提案なんですよ。

だったら責任持って議論もしてほしいし、検討も

して、答申をいただいたものをどう受けていくの

かということを考えなきゃいけないんじゃないか

と思うんですが、その辺、総務部長どうですか。 

○総務部長 今回審議の中では遡及については特に

議論はされておりませんで、逆に上げることにつ

いて、委員の中からは、議員としてはどういう仕

事ぶりなのかというような具体的なことを聞くよ

うな御質問がございました。例えば国会議員の中

では、委員会等に出ないで、かなり出席率が悪い

ような状況なども聞いたことがあるけれども、足

立区の区議会議員については、皆さん議会にはど

のように、出席しているのか、出席状況どうかと

いうような御質問が、例えばそういったことが挙

げられて、議員の皆様の活動ぶりというのを委員

の皆様方が知りたい、実情はどうなのかというよ

うなところが中心のお話になりましたので、遡及

については論点とはなっておりませんが、先ほど

の御質問に立ち返ってみると、やはり遡及実施ど

うなのかというところも一つの議論される争点か

と思いますので、今回はそのようなことにはなっ

ておりませんが、今後またそういった審議の機会

があると思われますので、執行機関側からはいろ

いろと材料を御提示することが大切で、いろいろ

なところを観点に御議論いただくということが重
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要なことかと思いますので、そうした点にも気を

付けながら、資料を提供し、また御説明できるよ

うにしていきたいと考えます。 

○吉岡茂委員長 他に。 

○土屋のりこ委員 このテーマ、私も、公約という

か区民の平均所得程度にすべきじゃないかという

持論を持っているところなので、一つお聞きした

いんですけれども、生活保護に関しては受給額等

の変化、この間、物価等の上昇に合わせて変化が

あるのかどうかというあたりはいかがでしょうか。 

○足立福祉事務所長 まだ国から正式な通知はない

んですけれども、国の令和７年度の予算案、また

マスコミ等で、令和７年度から令和８年度の２年

間、これまで特例措置で１，０００円加算されて

いた部分があるんですけれども、それに５００円

上乗せをして、１人当たり月１，５００円生活扶

助を加算するというような状況となります。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から意見をお願いいたします。 

○鹿浜昭委員 可決でお願いします。 

○水野あゆみ委員 可決でお願いします。 

○ぬかが和子委員 人事院勧告に基づいてという点

では、それは理解もできますし、議員報酬の在り

方はもっともっと考えていかなきゃいけないとい

うふうにも思っております。可処分所得から見る

と、決して多くないという声も一部にはあります

ので。というふうには思っていますが、ただ、今

の経済状況の中で、本当に区民の生活実態を考え

たときに、やはり引上げはすべきではないと。ま

してや、圧倒的多数の区は、遡及実施、わざわざ

去年の４月から遡っての実施はしていないという

点でも上げるべきではないというふうに考えてお

りますし、また、議員報酬の審議会の在り方につ

いても、やはり区長が任命した諮問機関として、

十分その役割を本当に区民の目線に立って果たす

ように改善もしていただきたいと。なかなかそう

いう部分が、前よりは少し議論がされるようにな

ったというのは聞いているんですけれども、なか

なか議論が十分にされていないというふうに思い

ますので、今回の一部改正条例については反対い

たします。 

○富田けんたろう委員 我が会派も結論は反対です。

理由としては、昨年から裏金報道という裏金問題

が大きく報道されている中で、政治への不信感と

いうのも頂点に達しているというふうに感じてい

ます。その中で政治家自らが自らの給料を上げて

いくということは、到底受けられるものではない

だろうというふうにまず考えていますし、同じこ

の特別職である区長も今回昇給を見送られたとい

うふうに聞いていますので、議員だけを上げる合

理的な理由もないだろうというふうに考えていま

す。 

  それから、もう１点付言にはなりますけれども、

報酬等審議会ですね、私今回１２月、傍聴をさせ

ていただきました。確かにたくさん意見が出てき

て、委員の皆さんからいろいろな議論がされてい

たなというふうに感じていますけれども、今回そ

の審議会の中でも議案という形で今回出てきたん

ですけれども、最後、いろいろな意見が出たがゆ

えに、最後可決というか、会としての意思決定を

せずに終わってしまった、閉会、散会してしまっ

たというふうに、そういうような状況でした。な

ので、報酬審議会から上げるべきといった答申が

あったという、この記載そのものに若干違和感を

感じているというところですので、今、ぬかが委

員からもありましたけれども、審議会の役割、十

分この役割をしっかり意識していただいて、改善

を求めて、このあたりについては、もう総務部長

にはお話をしていますけれども、改善をお願いし

たいというふうに思います。 

  以上です。 

○吉岡茂委員長 つまりこれは反対ということでよ
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ろしいですね。分かりました。 

○中島こういちろう委員 可決でお願いします。 

○土屋のりこ委員 事前に聞いて、厚生年金の方は

もう４，０００円も上がっているということで、

様々区民生活に関する部分についても、物価の上

昇に合わせて引上げはされているかと思いますが、

やっぱり議員の仕事というのは個人の裁量に委ね

られる部分もありますし、一律的にするというの

はいかがなものかということを思います。職員の

方についてはもちろん引き上げるということは大

事なことだと思いますが、議員報酬に関してこの

ような、しかも遡及してというふうな在り方はや

はりおかしいだろうというふうに考えますので、

反対いたします。 

○吉岡茂委員長 それでは、これより採決をいたし

ます。 

  本案は原案のとおり可決すべきものとすること

に、賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉岡茂委員長 挙手多数であります。よって原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  それでは次に、（９）から（１２）、以上４議

案を一括議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○総務部長 総務部の資料の１４ページをお開きく

ださい。 

  第１３号議案でございます。職員の退職手当の

条例でございます。 

  雇用保険法の一部を改正する法律と、先ほどの

刑法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例改

正するものでございます。 

  内容でございますが、雇用保険法の中に促進手

当というのがございまして、その中に就業手当と

いうのがございますが、こちらが廃止されるため、

条例上でも廃止するものでございます。 

  足立区においても１０年間支給実績はございま

せん。 

  もう一つは、先ほどの刑法改正に当たる部分で

ございまして、「禁錮の刑以上の刑」を「拘禁刑

以上の刑」に改めるものでございます。 

  就業手当に関するものは令和７年４月１日。禁

固刑に代わるものは同年６月１日施行でございま

す。 

  ２１ページをお開きください。 

  第３９号議案でございます。足立区の職員の任

期付職員の採用に関する条例でございます。 

  こちらは一般任期付に加え、新たに特定任期付

の職員採用を行うよう規定を整備するものでござ

います。この特定任期付につきましては、高度な

専門知識、経験またはすぐれた識見を有する者を

採用して、その知識や経験を活用していくもので

ございます。 

  具体的には表の方におまとめをしておりますが、

採用例としましては、次の２１ページの方に記載

がございます。また、一般任期付との比較、給料

表もお付けしているところでございますので、御

覧いただければと思います。 

  次に、２８ページでございます。 

  第４０号議案でございます。職員の勤務時間等

の条例でございますが、記載しております人事院

が仕事・生活の両立支援の充実を進める対応に合

わせて、区としても対応していくものでございま

す。 

  主な改正内容でございますが、職員の超過勤務

免除の対象を職員から請求があった場合に、職務

に支障がある場合を除いて、職員の子の範囲を３

歳に満たない子から就学始期に達するまでの子ど

もとすること、それから、この看護休暇の範囲を

入園式や卒園式などにも範囲を広げるというもの

でございます。 

  続きまして、３２ページをお開きください。 

  第４１号議案でございます。職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例でございます。 

  先ほどの刑法の改正に伴うものが一つ改正のポ
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イントとなっておりますが、もう一つ、支給要件

を満たす再任用の職員に対して住居手当を支給す

るというものでございます。 

  私から以上でございます。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございます。 

  ただいまの説明について何か質疑ございますか。 

○ぬかが和子委員 任期付職員の採用に関する条例

の一部改正条例についてなんですが、これ見ます

と、高度の専門的な知識経験、すぐれた執権を有

する者というのを誰がどう判断するのかというの

が非常に疑問なんですね。その辺はどうでしょう

か。 

○人事課長 ある程度、区の方でもこういう方が必

要だということをまず確認します。それに合わせ

て、その方の職歴、経験年数等も確認をさせてい

ただいて、この程度の方が必要だということをま

ず募集させていただきます。最終的には、人事委

員会に諮りまして、そこで、この程度に該当する

と、給料表についてもここに該当するということ

を認識していただくという手続になっております。 

○ぬかが和子委員 かつて私たちすごく批判してき

た、当時は会計年度ではなくて非常勤職員ですけ

れども、３日勤務して月額４０万円という、しか

も別にＩＴとかそういうんじゃないですよね。区

内のところだったかな、勤めていて仕事やってい

て退職された方に、そういう報酬というのはいか

がなものかと、問題じゃないかと指摘したことが

あるわけですよ。 

  今回の条例についても、給与月額見ると、かな

り一般の会計年度任用職員よりは多いわけですよ

ね。その辺で一番の懸念は、何か天下り先的な、

そういうものになってしまうのではないかと、そ

の懸念があるのですが、その辺はどう対処しよう

としているのか、お伺いします。 

○人事課長 おっしゃるとおりで、今回これが２３

区一体で可決される形になります。やはり各区と

のばらつきとか、今、ぬかが委員がおっしゃられ

たような不適切な支給額、そういうものを防ぐた

めに共通の基準をつくったということでございま

す。 

  ですので、私どもも、逆に言うと公正に、これ

はこういう決定過程を経て採用するということに

なりますので、この条例をつくる意味というのは

そういうところにあるということで御理解いただ

ければと思います。 

○ぬかが和子委員 是非、今答弁いただきましたけ

れども、本当に不適切なと、私たちから見たら思

うような、何なのって聞いたときに説明できない

ような、そういう採用というのは、本当に、これ

をもとにしてということですけれども、ないよう

にしていただきたいと強く要望して、質疑は終わ

ります。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいですか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いいたします。 

○鹿浜昭委員 ４議案とも可決でお願いします。 

○水野あゆみ委員 可決でお願いします。 

○ぬかが和子委員 先ほど指摘したことを、任期付

職員の採用に関する条例についてはしっかりと守

っていただきたいと。それ以外のところは、区職

員の、本当に働きながら子育てしやすい環境づく

りだったり、会計年度任用職員の対応を一般の区

の職員の対応に近づけるという点では大歓迎です

ので、全て賛成をいたします。 

○富田けんたろう委員 ４議案とも賛成です。 

○中島こういちろう委員 ４議案とも賛成でお願い

します。 

○土屋のりこ委員 ４件とも賛成です。 

○吉岡茂委員長 それでは、これより採決をいたし

ます。 

  本案は原案のとおり可決すべきものとすること

に御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○吉岡茂委員長 御異議ないと認め、原案のとおり

可決すべきものと決定をいたしました。 

  次に、（１３）第１４号議案を単独議題といた

します。 

  執行機関の説明を求めます。 

○政策経営部長 政策経営部の議案説明資料の１１

ページを御覧ください。 

  第１４号議案 足立区基本計画審議会条例を廃

止する条例でございます。 

  廃止の理由としましては、審議会条例１条に規

定をしております基本計画の策定という設置目的

が達成できましたので、この条例を廃止するもの

でございます。併せて★★等も廃止をしていきた

いと考えております。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございます。 

  質疑ございますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 それでは、質疑なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いいたします。 

○鹿浜昭委員 賛成です。 

○水野あゆみ委員 賛成でお願いします。 

○ぬかが和子委員 賛成です。 

○富田けんたろう委員 賛成です。 

○中島こういちろう委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 賛成です。 

○吉岡茂委員長 それでは、これより採決をいたし

ます。 

  本案は原案のとおり可決すべきものとすること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉岡茂委員長 御異議なしと認め、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、（１４）第３８号議案を単独議題といた

します。 

  執行機関の説明を求めます。 

○危機管理部長 危機管理部議案説明資料の２ペー

ジをお開きください。 

  足立区地下鉄サリン事件風化防止啓発推進条例

でございます。 

  こちらの２番、制定内容、（１）目的になりま

す。地下鉄サリン事件の風化防止を積極的に啓発

することにより、事件に関する区民の認識を深め

ることを目的に、今回上程いたしました。 

  （２）、（３）、区の役割、国等へ働き掛けに

ついては記載のとおりでございます。 

  ３、条例案、４、施行年月日、５、今後の方針

には記載のとおりでございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。以上

です。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございます。 

  質疑ありますか。 

○長井まさのり委員 端的に伺わせていただきます。 

  全国初の推進条例ということで、様々報道や取

材もあったかと思いますけれども、この風化防止

に特化した理由を、確認ですが伺います。 

○危機管理課長 徐々に事件を知らない世代が増え

る中で、やはり区としても、事件の風化に強い危

機感を抱いているところでございます。地下鉄サ

リン事件から３０年という節目で、二度とあのよ

うな凄惨なテロ事件が起きることのないよう一層

の啓発を努めていきたいという思いでありました。 

  当初は、やはり協議会支援ですとか被害者支援

のことも含めようとしたんですけれども、顧問弁

護士に相談したところ、今回は風化に特化したと

ころにとどめるほうがいいということで、そうさ

せていただきました。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また現在、アレフの勧誘活動でＳＮＳであった

りとかウェブ会議、また、非対面型の勧誘手法も

聞きますけれども、現状はどうなのか。また、新

たな信者獲得の状況についても伺います。 

○危機管理課長 現在は公安審査委員会の方で、再

発防止処分の方がかなり効いていて、アレフも思
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うような勧誘活動が進められていないというふう

には聞いております。ただ、やはり全く行われて

ないということでありませんので、引き続き注視

してまいりたいというふうに考えております。 

○危機管理部長 今の質問であったＳＮＳでの勧誘

でのとか、その辺の状況についてという御質問の

部分をお答えさせていただきます。 

  やはり今、ヨガだとか昔はそういったことで会

員を獲得していたんですが、今若い世代を、やっ

ぱりＳＮＳを使ったネットの世界での勧誘が多い

と聞いております。ここ四、五年はその傾向が続

いているというふうに公安調査庁から伺っており

ます。 

○長井まさのり委員 分かりました。平成２２年か

ら１５年間、これまで地元の協議会の皆様の御尽

力には本当に感謝申し上げる次第でございます。 

  また、地下鉄サリン事件、平成７年、３０年前

の事件ということで、若い方々への啓発は大変重

要でございます。これまでの取組とともに、また

今後、どのように若い方々に啓発を強化していく

のか伺います。 

○危機管理課長 まずは、あだち広報３月１０日号

で地下鉄サリン事件の特集記事を掲載したいとい

うふうに考えております。また、来月３月１８日

から２７日の間で区役所のアトリウムでパネル展

をしたいと思います。 

  あと、今、長井委員おっしゃったように、特に

若い世代への啓発なんですけれども、令和７年４

月以降、特に事件を知らない大学生に周知を広め

るため、区内大学に協力を求めて、巡回方式でパ

ネル展等を実施してまいりたいというふうに考え

ております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  この風化防止に関する積極的な働き掛けを行っ

ていくと。これが大学、今あったということなん

でしょうか。 

○危機管理課長 おっしゃるとおりでございます。 

○長井まさのり委員 大学はどちらになるんですか。 

○危機管理課長 区内の大学全てに声を掛けて調整

を進めているとこでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。しっかり連携

取りながら進めていっていただきたいと思います。 

  また、３月２２日にはデモ行進もございますけ

れども、協議会の皆様を、区として更に支援して、

区民の認識を深めるためにも今後ともよろしくお

願いします。 

○富田けんたろう委員 まずこの条例制定によって、

具体的にどう変わるのか。このあたりちょっと単

刀直入にお伺いしたいんですけれども。 

○危機管理課長 まず区の姿勢を明確に示すという

ことであります。 

  あと、区長が本会議答弁でも申し上げたとおり、

やはり平成２２年に当時、国内最大拠点であるア

レフの施設が誕生したことで、そのときにできた

住民協議会、今も本当に頑張っているところで、

その協議会を孤立させないというふうな強い思い

もございます。 

○危機管理部長 明確に変わるのかといったところ

についてお答えしますと、やはり地下鉄サリン事

件での国への働き掛け、毎年、法務大臣の方に要

請もしていますし、市区町連絡会の中でもいろい

ろな情報交換をしております。その中で、やはり

地下鉄サリン事件というのは一つのキーワードで、

訴えるというのがまず一つあります。 

  あと、危機管理課長が答弁申し上げましたとお

り、やっぱり若い世代へ働き掛けるというところ

は、アクセル踏んでこれから進める必要があると

思います。これは災害・オウムの委員会の中でも

各委員の皆様から御意見いただいているとこです

ので、執行機関もその辺は明確に、これからもし

っかりやっていきたいというふうには考えており

ます。 

○富田けんたろう委員 正に区長の答弁も先日あり

ました、最前線で戦っている協議会の皆さんの活
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動を応援していくと。それから足立区民全体がこ

の問題に向き合っているわけではないというお話、

正に私もそのとおりだなと思います。若年層の皆

さんへの啓発、これも私も災害・オウム委員会の

委員として訴えてまいりました。この点に関して

はしっかり令和７年度からやっていくということ

だと思います。 

  そういった中で、ちょっと気になったのが、ア

リオ西新井でこのイベント、今回３０年というこ

とでイベントを予定だったと。ただ、これ断られ

ちゃったという件があったと思いますけれども、

まず改めて何で断られたのか、教えていただけれ

ば。 

○危機管理課長 今回、人の集まるところでという

ところで、アリオ西新井さんに協力を求めて、パ

ネル展等を開催しようと計画をしたところで、当

初は向こうの担当者にも快諾をいただきまして、

担当者ともかなり綿密に準備を進めていたところ

ではあるんですけれども、先日、急に支配人の方

から連絡がありまして、やはり公共施設はともか

く商業施設では適さないということでお断りの連

絡がございました。ちょっと詳しい事情は分から

ないんですけれども、恐らく、その一、二日前に、

委員会からも要望が出て、アリオ亀有の方にもア

リオ西新井を通じて打診したところ、会うことも

できずにあっさりと断られてしまったんです。そ

こで、やはりアリオ亀有の方から本部の方に、ア

リオ西新井でそんなことをやるのかというところ

で連絡がいってお断りが入ったのではないかと、

あくまでも臆測ですけれども、そういうふうに認

識をしております。 

○富田けんたろう委員 そういう意味では、アリオ

西新井の支配人の方からそういう話が区の方にあ

ったということだと思いますけれども、このアリ

オの、要は本社の方には区から確認をされたんで

しょうか。 

○危機管理課長 あくまでも今回はアリオ西新井を

通して進めていたことですので、そこら辺の関係

性もありまして、やはり本社に直接ではなくアリ

オ西新井を通して確認をさせていただきました。 

○危機管理部長 ちょっと補足しますと、今回アリ

オでこういったお話ありましたけれども、今、大

学、私も回ってお願いで伺っているとこです。や

はり正直言って、それほど好意的ではないのが正

直なところです。それを、何ていうんですかね、

パネル展示して、戦うぞというところまではやら

ないでくれと。要はこういうことがあったんだと

いう周知ぐらいにとどめてほしいという御意見も

いただいていたり、必ずしももろ手を挙げて皆さ

ん賛成ではないというのが正直言って厳しいとこ

でございます。 

  ただ、そういった中でも、そうも言ってられま

せんので、我々としても少しでも協力していただ

けるところは探して進めていきたいというふうに

は考えております。 

○富田けんたろう委員 正に危機管理部長のおっし

ゃるとおりだと思います。ですから今回この条例

をつくって、改めてそういったアリオ西新井の皆

さんと関係性をつくっていくと。これをある意味、

我々議会が可決することで、住民の意思ですから、

これをしっかり旗に掲げて、関係性をもう１回つ

くっていただきたいと思いますけれども、改めて

いかがですか。 

○危機管理部長 ちょっと一つだけ事例をお話しさ

せていただくと、竹の塚警察と東京メトロの方で、

今度３月にテロ対策訓練をやります。実はメトロ

の方は、マスコミへのリリースするのを非常に後

ろ向きで、あまり前向きでなかったんですが、私

の方からメトロに電話したら、足立区さん今回条

例作るということで、すごく力を入れてやってい

ることですので、今回御協力させていただきます

というお話もいただきました。ですので、こうい

った条例をつくることで、一つでも啓発につなが

るような取組を我々としても進めていきたいとい
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うふうに考えております。 

○鹿浜昭委員 この条例に関しては全然反対という

意味でお話しするわけじゃないんですけれども、

条例を今回提案させていただくにあたって、私た

ちも当然、今、特別委員会でも災害・オウム組ま

せてもらったり、本当に一緒に区も行政も住民協

議会も一緒に戦ってきたという意識を常に持って

いたわけですよね。 

  それに当たって、この条例制定するに当たって、

相談なり何なりという、やっぱりそういうものと

いうのを考えられたのか。されたのかどうかとい

うのも含めて教えてください。 

○危機管理部長 まずちょっと御相談が遅くなった、

タイミングを逸したという点についてはおわび申

し上げます。 

  こちらの方、我々執行機関としては１２月の中

旬から下旬になって、条例つくって進めるべきじ

ゃないかと議論になって、そこから作業取りかか

りました。それから我々の案でつくって、中で少

しいろいろ問題視する中で、弁護士確認を行って、

結局協議会の支援入れると訴訟リスクが高まると

か、いろいろなやり取りがあって、結局出すのも

ぎりぎりになってしまいました。本来であれば、

こうした１定に出すのであれば、その前に１回災

害・オウム委員会の方で御相談すべきところだっ

たんですが、今回そのタイミングを失した点につ

いては、私の運営の方がしっかりできてなかった

ことだと思っております。今後はそういったこと

がないように十分留意していきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 私も実は今の鹿浜委員と同じよ

うなことを質問しようと思っていたんですが、や

はり通常こういう理念条例じゃないですか。やっ

ぱり理念条例というのは、本当に議論したり、み

んなに浸透したり、例えば区民にアンケートで声

を聞いた上で条例立案するとか、そういうことを

しながら手だてを踏んで、みんなの条例というふ

うにしていってスタートすべきだったというふう

に思うんですよ。 

  今回、だからって今出したから反対しますとい

うことではないんだけれども、そういったことが

本当できなかったのか。そして、だからこそそう

いったことを、この条例ができること、マスコミ

でも取上げられてはいますけれども、本当に区民

みんなの条例というふうになるような取組を強め

ていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。 

○危機管理部長 このオウム対策については、本当

に執行機関がやってきたというよりも、この１５

年間議会と一体となってやってきたというふうに

思っております。そこの経緯を踏まえれば、もっ

と早い段階から議会に相談したり、いろいろな審

議をした上で今日を迎えるべきだったと思ってお

ります。そこは十分反省しております。 

  今後このような機会がありましたら、先ほど鹿

浜議員に答弁したとおり、十分留意して進めてま

いりたいと思います。大変申し訳ありませんでし

た。 

○区長 私からもおわびを申し上げます。実際に、

今回、提案が遅くなったということで、次の機会

に提出という考え方もあったのかも分かりません

けれども、正直ここのところ、地域、入谷があり

まして、例えば、その周辺の町会・自治会に広げ

て、これから更に住民協議会を支援していただく

ようなお願いに担当が歩いているわけなんですけ

れども、高齢化だとかというようなことを理由に

御賛同がなかなかいただけない厳しい状況が実際

にありました。というようなことですとか、あと

は風評被害ですよね。学校にアレフの信者の子ど

もが行っているんじゃないかというようなことで、

ＰＴＡの方が苦慮されていたりというようなこと

もあって、今担当が非常に住民協議会を孤立させ

ないようにするに当たって、厳しい局面を今、そ

れぞれの地域で町会・自治会・連合会の方々を中

心にお願いに上がっている状況でございます。そ

れほど皆さんが一緒になって戦っていこうという
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ような雰囲気があの地域にもあるかというと、今

それがだんだん薄れてきている中で、協議会の高

齢化ということもあり、今まで年に何回やってい

た活動も縮小せざるを得ないような状況なんだと

いう御相談も入っているわけなんですね。 

  ですからなかなか、地域の皆様方、足立区民を

全体に醸成することを待っている時間がないとい

う危機感が担当者にも非常に強かったということ

ですので、今回は逆に条例をつくったことによっ

て、これを一つの御旗にして、地域はじめ、広く

住民協議会を支える組織体を、これからもう一度

再構築していかなきゃならないという考えの中で、

今回あえてこのタイミングでお出しさせていただ

きました。 

  本来でしたら、例えば議会との共同提案ですと

か、そういったことも想定するべきだったと思い

ます。思いが至らなくて大変申し訳なく、その点

はおわびをいたしますけれども、是非、御賛同い

ただいて、これをきっかけに、足立区全体に共同

で戦っていただくという認識を掘り起こしていか

なければならないという危機感がそれだけ大きか

ったということは御理解いただきたいと思います。 

  併せて、今回の不手際、私からもおわびをさせ

ていただきます。大変失礼いたしました。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から意見をお願いいたします。 

○鹿浜昭委員 可決でお願いします。 

○水野あゆみ委員 オウムの事件から３０年という

ことで、本当に風化をさせないということと、ま

た、オウムの残党がいまだにいるという地域にお

いては、本当に住民の皆さんが日々不安を抱いて

いるのかなという、また、風評被害もあるという

中で、しっかり地域を応援していかなければいけ

ない。また、共同で戦っていかなければいけない

ということで、その旗印となる条例、賛成をした

いと思います。 

○ぬかが和子委員 賛成です。 

○富田けんたろう委員 賛成です。 

○中島こういちろう委員 賛成です。 

○土屋のりこ委員 賛成です。 

○吉岡茂委員長 それでは、これより採決をいたし

ます。 

  本案は原案のとおり可決すべきものとすること

に御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉岡茂委員長 御異議ないと認め、原案のとおり

可決すべきものと決定をいたしました。 

  この際、議事の都合により暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時２０分といたします。 

  なお、午後の委員会審査に関係のない執行機関

におかれましては、出席されなくても構いません

ので、よろしくお願いをいたします。 

午後零時１７分休憩 

午後１時２０分再開 

○吉岡茂委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開

いたします。 

  議案の審査の（１５）から（１９）、以上５議

案を一括議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○総務部長 総務部の説明資料の３７ページをお開

きください。 

  東渕江小学校の改築電気設備工事請負契約でご

ざいます。 

  契約の相手方は栗駒電気工事株式会社、契約金

額が６億７，１００万円でございます。 

  工事の内容でございますが、中ほどに記載のあ

るとおり、電灯の設備等、記載のとおりでござい

ます。 

  続きまして、３９ページをお開きください。 

  同じく、東渕江小学校改築給排水衛生設備工事

請負契約でございます。 

  契約の相手方は水工房・拓進建設共同企業体で
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ございます。 

  契約金額が５億６，６５０万円でございます。 

  工事の内容、記載のとおりですが、衛生器具設

備工事ほかでございます。 

  次に、４０ページをお開きください。 

 東渕江小学校改築空調設備工事請負契約でござい

ます。 

  契約の相手方がヤンマー東京セントラル建設共

同企業体でございます。 

  契約金額は４億７，０５８万円でございます。 

  工事内容は、空気調和設備工事ほかでございま

す。 

  次に、４１ページをお開きください。 

  六月中学校全体保全計画にかかる内装改修その

他工事（二期）の請負契約でございます。 

  契約の相手は竹内工務店。 

  金額が２億５，１９０万円でございます。 

  工事内容は、校舎内装改修工事南側ほかでござ

います。 

  次、４３ページをお開きください。 

  （仮称）第三上沼田保育園新築工事請負契約で

ございます。 

  契約の相手方、小倉建設株式会社。 

  契約金額は８億２，３７９万円でございます。 

  工事内容は園舎新築工事ほかでございます。 

  私から以上でございます。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明について何か質疑ご

ざいますか。 

○長井まさのり委員 東渕江小学校の電気設備工事

について伺います。 

  これは、応札は何社で、また、低入札調査基準

価格未満２社のうち、この１社に決まったという

ことなんでしょうか。 

○契約課長 この電気工事の応札ですけれども、こ

ちら入札は４社ございました。そのうち１社は基

準価格未満であったため失格となっている状況で

ございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  予定価格が７億９，０００万円余で、契約金額

が６億７，０００万円余と、１億２，０００万円

の開きがあるんですけれども、建築資材等が高騰

していく中で、工事内容でどういったところが安

くできたのか伺います。 

○東部地区建設課長 やはり工事費の中で、電気工

事というのは機械類を占める工事が多くて、例え

ばキュービクルと言いまして、受変電設備ですと

か分電盤の数が多いので、そういうものが安く仕

入れられるということで、かなり低価格で入札が

できたというふうにヒアリングをしているところ

でございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  機器の仕入価格ですか、安く仕入れることがで

きた。これ、この給排水とか空調にも同じような

ことが言えるんですか。 

○東部地区建設課長 やはり設備工事は機器類を取

り付けるというような、購入して取り付けるとい

うような工事が多うございますので、その中では、

やはり機材がこれまでのお付き合いの中で安く購

入できるということが強みで、今回、応札をして

いるということだと思います。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  人件費についても、労働環境もしっかり大切で

ございますので、よろしくお願いいたします。 

  また、もう１点は、第三上沼田保育園の新築工

事で、これは独立の建物なのか、昇降機設備工事

とありますけれども、何階建ての建物なのか伺い

ます。 

○西部地区建設課長 第三上沼田保育園につきまし

ては現在都住の下に入っておりますけれども、創

出用地に単独で建て替える内容になります。 

  建物としましては３階建て、昇降機の方が設置

されるという状況でございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 
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  契約金額で８億２，０００万円余、かなりの高

額でありますけれども、これまでの園の規模と比

較するとどのぐらい大きくなるのか、定員なんか

も増える感じなんですか。 

○西部地区建設課長 これまでの園から病後児保育

等新たな定員増も踏まえまして、既存の建物より

も大きくなるような形で検討させていただいてお

ります。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  保育園単独の建築というのは久方ぶりなのかな

と思いますけれども、大体このぐらいの規模だと、

これまでというのはどのぐらいの費用で建てられ

たんですか。 

○施設営繕部長 今回、単純に金額で言うと、もう

数年前ですね、御案内のところでは、綾瀬の公園

に建てた保育園がございました。それが約１，０

００平米でございまして、それが大体４億３，０

００万円ぐらいですから、それに比べれば倍ぐら

いというところでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  大変高騰している状況が分かりますけれども、

この保育園は、我が党の代表質問の答弁で、西部

地域の病児・病後児保育室増設の施設として検討

していただくという答弁がございました。 

  保護者が病気の子どもさんを連れてくる際は車

で来られるケースもあるかと思います。駐車場の

整備なんかはいかがでしょうか。 

○保育・入園課長 駐車場でございますけれども、

保護者用に１台と給食等の搬入用に１台を現在予

定してございますので、保護者用の方で病児につ

いては対応ができると考えてございます。 

○長井まさのり委員 是非よろしくお願いいたしま

す。 

  また、こちらも予定価格と契約金額に約９，２

００万円の開きがありますけれども、これについ

てはいかがでしょうか。 

○西部地区建設課長 こちらの方も事業者、落札者

の方にヒアリングを行わせていただきました。工

事の内訳で大きな乖離はなかったんですけれども、

事業者の方からは、区内や区内近郊の職人さんを

確保できますよということや駐車場を敷地内で確

保できるというようないろいろな条件を考慮して

積み上げており、施工できるというような形で回

答いただいたところでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。また、労働環

境などにも注意をしながら、無事故で進めていた

だきたいと思います。終わります。 

○ぬかが和子委員 私は、まず第三上沼田保育園新

築工事のところで、病児・病後児保育室について

なんですけれども、どのぐらいの規模で、それか

ら動線とか、入り口等々は通常の保育園児とはど

うすみ分けしているような計画になっているんで

しょうか。 

○保育・入園課長 詳細のところは、これから具体

的なところは詰めていくところでございますけれ

ども、現在想定では大体４名程度の受入れができ

るようにしていきたいというところで考えてござ

います。 

  また、動線等につきましても、他の園児と交わ

らないような形で設計をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○ぬかが和子委員 本当に病児・病後児保育、大切

だと思っていて、この間やっぱり言われるのは、

保育園に預けることができても、特にシングルの

方から言われるんですけれども、いざうちの子が

具合悪いというときに、結局仕事は続けられなく

なる。だから、本当にそういうところを充実しな

きゃいけないと思っているんですけれども。ただ、

一般の園児とは、動線は本当に明確に、病児は特

にいろいろな病気の可能性ありますので、その辺

はしっかり工夫していただきたいというふうに思

います。 

  それから、六月中学校の全体保全計画に係る内

装改修その他工事についてですけれども、これ落
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札率が９８．５％と事後公表にもかかわらず、ほ

ぼ１００％に近いような落札率になっているんで

すが、この入札の状況はどうだったのか、改めて

お伺いします。 

○契約課長 こちらの契約入札の際では、まず１回

目の入札では５社の手上げがございましたが、実

際には２社入札がございまして、いずれも予定価

格を超過していたものでございます。そのため、

２度目の入札を引き続いてやって再入札を行った

ところ、１社のみ筆入れがございまして、こちら

については予定価格内で収まりましたので、落札

という経過でございます。 

○ぬかが和子委員 そうすると、１度は５社、手上

がったけれども、最初の段階から辞退者が３社で

すよね。ですから、競争が働いたと言ってもぎり

ぎりの競争だったと。入札不調になって、それか

らというのはもう競争働いてないですよね。１社

ですよね。９８．５％というのは、この間の例で

言っても、事後公表であるにもかかわらず、こう

いうぎりぎりの金額になるということが非常に疑

念を持たざるを得ないような結果になっていると

思うんですけれども、この辺についてはどうお考

えですか。 

○契約課長 この工事の積算については、所管課の

方で、例えば東京都の設計労務単価、設計単価を

もとに積み上げているものでございまして、また、

過去の入札の結果なども事業者さんは結構調べて、

大体どれくらいで落ちているかというのを調査を

して、そういったどれくらいでこの案件は落とせ

るかというのを調べた上での入札をしているとい

うふうに聞いてございますので。また、事後公表

であっても、予定の価格帯というものは公表して

おりますので、その中で、ある程度、事業者さん

もこのくらいの金額ではないかということで、調

べた上で入札をしているというものでございまし

て。今回のように、１度目は全て予定価格を超え

ておりますので、そこからまた下げていってとい

うことで収まるかどうかということでやっており

ますので、結果的に率としては九十数％というふ

うになったものでございます。 

○ぬかが和子委員 今の答弁で、いわゆる東京都の

積算単価、確かに数字入れていけば出るようにな

っているものもありますよね。それから、そうい

うものを事業者さんも詳細に調べて入札している

ということであると。だったら何で 1回目、そう

いう不調になってしまうのと思ってしまうんです

けれども。だって、ちゃんと積み上げて、事業者

調べて入札しているから予定価格に、９９％ぐら

いになっちゃったんですという答弁でしょ。一生

懸命やっていてって。だったら何で最初で不調に

なるのと。２回目でこうなるから、１回目で入札

やって、こういう積算したと。そういう中で、何

社も参加する中で、オーバーするとこもあるし、

そうじゃないところもあるけれども、結果として

９９％だったというんだったらまだ分かるわけで

すよ。不調になって、１社だけが事実上参加して、

９９％、ほぼねっていうのは、やっぱり契約課と

か区側にしてみると、そういう疑念はないんだよ

と言いたいのかもしれないけれども、はたから見

たらどうなんだろうと思われると思いませんか。

総務部長どうですか。 

○総務部長 一度不調になって、またその後、最終

的には１社しか入札しないという、そのような状

況というのは決していい状況ではないというふう

に思っています。 

  ただ、私たちも最初の回の入札のときから２回

目を経るところで、なぜなのかというのが分かる

場合と分からない場合があって、できるだけ業者

の実態といいますか、状況がちょっと変わってき

た、ほかの契約を取ったので今回は辞退している

とか、そういうのをつかめる場合もあるのですが、

なかなかつかめない場合もあるというのが実態で

ございます。 

  いずれにしましても競争が起こって、できる限
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り競争するというような状況をつくり出していき

たいというところは、私ども役所として、公正な

入札、公平性のある決め方というところを目指し

ているところですので、そこのところはやはり事

業者のきちんと入札する数がどの時期であれば確

保できるのか、平準化していくですとか、いろい

ろなところでやっぱり工夫をしていくしかないと。

残念ながらその理由については明確に全てを把握

できるという状況にはないのですが、引き続き、

状況というのは見ていきたいと思っております。 

○ぬかが和子委員 本当に、１社ですからね。だか

ら結局、かつてのいろいろ今回入札のことを考え

ましょうとか、議員との関係考えましょうという

きっかけになった事件だって、１回目入札不調だ

ったから、不調になって工事できなくなることを

恐れて、金額漏らしちゃったということで問題に

なっていたわけですよ。今回もこれも不調になっ

て、そういうことがあったんじゃないかと思った

っておかしくないというふうに思うんです。 

  それとともに、よく言われるんだけれども、積

算の正確性というのはどうなのかと。つまり、特

にこれ予定価格を超過しているわけでしょ。つま

り、今の資材価格も上がっている中で、今の実態

に見合った積算だったのかと。こういった不調に

なったものは十分そういうことも今後に向けて検

証しなきゃいけないんじゃないかと思うんですが

どうでしょうか。 

○副区長 建設団体との話合いの中でも、区が設計

をして、実際に発注するまで、特に議会案件であ

れば４か月とか５か月掛かっています。そういっ

た意味で、既に発注のときに資材が上がっている

状況にあるので、そこを何とか改善してもらえな

いかという御意見はいただいています。私どもも

最新の単価を使っているんですが、それでもタイ

ムラグが生じますので、その際にはインフレスラ

イドですとか、そういったことで対応をしっかり

していくので協議しましょうというようなことで

す。 

  それと、一定のものについては区内事業者を優

先に発注をしているわけですけれども、特に建築

工事については、非常に資材の高騰が反映されて、

全部落札率高い状況になっているのが実態です。

そこはちょっと業界の方とも協議しながら、どう

いった形ができるのかというのは相談していきた

いと思います。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは各会派からの意見をお願いいたします。 

○鹿浜昭委員 ５議案とも賛成です。 

○水野あゆみ委員 ５議案とも可決でお願いします。 

○ぬかが和子委員 先ほど指摘したことをしっかり

とやっていただきたいというふうに要望します。

５議案とも賛成です。 

○富田けんたろう委員 ５議案とも賛成です。 

○中島こういちろう委員 ５議案とも賛成です。 

○土屋のりこ委員 ５議案賛成です。 

○吉岡茂委員長 それでは、これより採決を行いま

す。 

  本案は原案のとおり可決すべきものとすること

に御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉岡茂委員長 御異議ないと認め、原案のとおり

可決すべきものと決定をいたしました。 

  次に、（２０）から（２２）、以上３議案を一

括議題といたします。 

  執行機関の説明を求めます。 

○総務部長 同じ資料の４５ページをお開きくださ

い。 

  第４７号議案 指導書の購入についてでござい

ます。 

  契約の相手方は、東京都東部教科書供給株式会

社でございます。 

  契約金額は９，６１４万３，８５０円、こちら
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は特命随契の契約となっております。 

  契約の内容でございますが、中学校の教師用の

指導書を購入するということで、記載のとおりの

様々な教科の指導書となってございます。 

  次に、４８ページをお開きください。 

  第４８号議案 熱中症対策用テント一式の購入

についてでございます。 

  こちら契約の相手方は、有限会社太陽堂。 

  金額が１億２，６１６万７，９１０円でござい

ます。 

  契約内容でございますが、熱中症対策用のテン

ト一式ということで、納入場所、学校に納入する

ものとなってございます。 

  次に、４９ページをお開きください。 

  第４９号議案 災害用備蓄包括管理事業につい

てでございます。 

  こちらにつきましては、契約の相手方は災害用

備蓄包括管理事業共同企業体となってございます。

代表企業は佐川急便株式会社でございます。 

  契約金額は３億６，６８９万３，８３８円でご

ざいます。こちらについては、特命随意契約とな

ってございます。 

  契約内容ですが、備蓄物資等の購入及び立会い

からその輸送、区内の災害備蓄倉庫などの管理業

務などを一体化して行うものでございます。 

  私からは以上でございます。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明について質疑ありま

すか。 

○富田けんたろう委員 指導書の購入についてとい

う議案ですけれども、先ほど総務部長から競争を

つくり出していくということが区の責務でもある

という話がありましたけれども、改めてですけれ

ども、なぜ特命随意契約なのか、御説明の方お願

いします。 

○学校支援課長 教師用の指導書につきましては、

流通経路が一般の書籍と異なりまして、各県にお

おむね１か所、東京は６社で地区割りしてござい

ます。教科書供給会社からのみ購入できるという

仕組みでございまして、足立区を担当する会社が

この１社のみということで、それが理由でござい

ます。 

○富田けんたろう委員 そうなると、８、その他の

ところで、見積りが１月３０日に出てきたんだけ

れども、仮契約をもうその日に結んでいるという

ことだと思うんですね、これは要するに。そうす

ると、やっぱり中身について、そういう事情があ

ったとしてもちゃんと精査をしてないんじゃない

かというふうに正直受け取る方もいらっしゃるか

なと思うんですが、このあたりについてはどうで

しょうか。 

○契約課長 こちらについては特命随契でございま

すので、事前にこの業者さんと内訳等を、仕様書

など所管課の方ですり合わせをしているものでご

ざいまして、内容については、仕様の内容も含め

て、ある程度は事業者さんと話がついておる状況

でございますので、見積り手数日と仮契約日、当

日になってございますけれども、そちらについて

は、書類、即日に仮契約をしたというものでござ

います。 

○富田けんたろう委員 この件に関しては、去年の

予算の委員会ですかね、余得でも自民党のかねだ

委員の方から問題提起があったと私も記憶をして

いて、ちょっと当時の議事録ですけれども、当時、

かねだ委員は本当にこの指導書というものは果た

して必要なのかどうかということを検討してもら

いたいという質疑に対して、当時の教育長は、そ

の検討のところは甚だ不十分な部分もあるという

答弁だったわけです。つまり競争の原理がやっぱ

り働いていないという部分もそうだし、そもそも

やはりこれちゃんと全て必要なものなのかどうか、

このあたりについては、最後、教育長は、近隣区

の状況も確認しながら、また必要に応じて教育長

会等で議題に上げるなどして改善に取り組みたい
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というふうに思うという答弁をしていますけれど

も、改善に関する取組、どんな取組をこの１年間

でされてきたのか、そのあたり教えてください。 

○教育長 この案件に関しては、私もいろいろ調べ

させていただきました。教育長会でそういう話は

いたしました。あわせて、この仕組みについては、

公正取引委員会もやはり問題があるというような

ことは既に報告書としてまとまっていて、問題提

起はされていますとは言いながらも、実際にはこ

の法律に基づいて教科書が全ての児童に教育され

るということも踏まえて、現時点でもこの仕組み

自体が変わっていないので、区として最善できる

こととしては、現場で実際使う指導書をどの程度

使っているかということを改めて学校に投げかけ

て、必要な冊数に厳選して発注するということで

対応させていただいているという状況でございま

す。 

○富田けんたろう委員 正にその現場の教員の皆さ

んの御意見をしっかり伺っていくということだと

思うので、これしっかりやっていただきたいなと

いうふうに思います。 

  あと、熱中症対策用テントですけれども、これ

も落札率が非常に高くなっているということで、

ちょっと気になったのは、そもそもこれは、この

テントですよというような形で提示をして入札が

始まっているのか。でないとなかなかこういった

金額にはならないのかなと、こういった落札率に

ならないのかなと思うんですけれども、いかがで

しょうか。 

○学校支援課長 テントの内容、大きさとか規格に

つきましては、各学校の希望を聞いた上で取りま

とめていまして、その中から事前に複数社に事業

者から参考の見積りを取りまして、あとカタログ

と取引価格も検討した上で、予定価格というのを

設定しているものでございます。 

○富田けんたろう委員 とはいえ、やっぱり各学校

によって、テントの必要とする大きさとか規格、

メーカーさんもやっぱり変わってくるのかなと思

うので、なかなかそれが全て区でまとめていると

いう話でしたけれども、今の話だと、それをやっ

ぱり表に出してないと、なかなかこういったほぼ

ぴったりにはならないかなと思います。 

○学校支援課長 実際に買う、希望する規格という

のを事業者に具体的に投げかけて、それで見積り

等取っていますので、業者も入札する際は、実際

に購入する規格、大きさ等は考慮した上で入札に

臨んでいる状況でございます。 

○長井まさのり委員 私の方もそのテントについて

でありますけれども、納入場所が８８校というこ

とで、区内小・中学校１０２校でしたかね、残り

の１４校は希望がなかったということでよろしい

ですか。 

○学校支援課長 千寿小学校ほか８８校というより

８９校が希望したということですが、残り１３校

は希望しなかったということでございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  そうすると、これ１校につき何張り納入なのか、

また、その大きさとか重量とか、ワンタッチで今

組立てられるタイプもありますけれども、その辺

はいかがでしょうか。 

○学校支援課長 各学校によってそれぞれ数はまち

まちでして、２張り希望するところもあれば、一

番多いところですと、大きさは小さいやつですが

３０張り希望している学校もございます。 

  あと、長井委員おっしゃるとおり、昔のテント

はいろいろ組立てする際に重いとかいうのがあり

ましたので、今ワンタッチテントとかクイックテ

ントと言いますけれども、そういう教員の負担に

ならないようなテントを希望する学校が多かった

状況でございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  指名業者１０社とあるが、それはどういう状況

だったのか伺います。 

○契約課長 こちら区内業者指名しておりまして、
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入札５社入っている状況でございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  先ほど富田委員の方からもちょっとありました

けれども、しっかりまた公平公正な入札に努めて

いただきたいと思いますけれども。 

  これテントで６６３張り、設置用物品で３，２

０３個、納品数が非常に多いなと思うんですけれ

ども、早いところでは５月の運動会もあるかなと

思いますけれども、納品が間に合うのかどうか伺

います。 

○学校支援課長 数が多いので、契約の納期限は１

２月としておりますが、できるだけ早く納品でき

るものから納めていただくようにお願いしている

ところでございます。 

○長井まさのり委員 せっかくこの熱中症対策で購

入するわけですから、いざというときに使えなけ

れば意味がないので、どうかよろしくお願いしま

す。 

○ぬかが和子委員 私もまず指導書の購入について

質問します。 

  私は、指導書は非常に必要だと、現場の先生た

ちからは、科目によってなんですけれども、数が

足りないと、教員１人に１冊ないということでの

声も寄せられているぐらいで、ちゃんと教員１人

に１冊欲しいという声も寄せられたこともあるの

で、必要だというふうに思っているんですね。 

  ただし、この特命随契の在り方というのは非常

に問題があるというふうに思っています。これ教

科書の採択があるたびに指導書購入がこうやって

契約案件として議案で出てきて、そのたびに議論

をしているわけですよね。４年前、★★３年、ち

ょうど先ほど話あった、かねだ議員が総務委員で、

私も総務委員で、２人でこの問題を指摘している

んですよ。そのときどういう議論があって、区は

どういうふうに、何をするというふうに言ったか

覚えていますか。 

○学校支援課長 当時の教育長が教育長会等でちょ

っと議題にして投げ掛けるような発言をしており

ます。 

○ぬかが和子委員 違うんですよ。それは予算委員

会でしょ。この契約案件の議案のときには、★★

３年３月２５日総務委員会、全く同じ指導書の購

入ですよ。特命随契の、まず、かねだ委員問題だ

ということをやった後に、私の方でも問題だとい

うことでやって、こちらで提案したのは、特命随

契にしなきゃいけなくなった特命随契の経緯、理

由書というのが、ほかの自治体では一緒に添付し

ていると、特命随契案件については。千代田区な

んかはホームページで公表しているんですよ。特

命随契になった契約案件、毎月、議決案件だけじ

ゃなく。何でかと言ったら、公平性とか、やっぱ

り特命随契せざるを得なかった、区側としては、

そういう理由があるから理由書があるわけですよ。

だからそういうものも一緒に公表にしていくべき

じゃありませんかというふうに質問したんです。

そうしたら、当時の契約課長は、申し訳ございま

せんでした。今度は議案説明資料の方にきっちり

と特命随意契約にした経緯、理由を書かせていた

だきたいと存じます。申し訳ございませんでした。

もう一度いろいろ質問したわけですね。その次に、

部長がまた言っているんですよ。先ほど契約課長

が答弁しましたが、当然契約課に契約請求が上が

ってくるときには、特命随契の申出書理由が付い

ていると。そういったものを議案説明資料の中に

特命随意契約の理由については記載させていただ

きたいと考えております。書いてないじゃないで

すか。どういうことですか。 

○総務部長 記載をしておりませんで、大変申し訳

ございませんでした。このようなことがないよう

に、それはできることだと考えますので、今後改

めさせていただきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 だから、正に申し訳ありません

でしたは３年前にやっているわけよ。だから、こ

れ、しかもこの問題点指摘しているのは別に私１
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人じゃないわけですよ。何でそれが改まらないで、

普通にこういう議案で出るのかと。今回、特命随

契が２案件ありますよね。教科書だけじゃないで

すよね。全然改まってないじゃないですか。もっ

と言えば、当時も言いましたけれども、いわゆる

議会だけじゃなくて、やっぱり疑念を持たれない

ためにも、特命随契は公表すると、ネットで取れ

る自治体多いんですよ。そうなってないじゃない

ですか、足立区は。その辺どうですか。だからこ

のままじゃとても認められないなって。だって同

じこと繰り返すんですもの。どうですか。 

○契約課長 この件につきまして大変申し訳ござい

ませんでした。 

  こちらの教科書の特命随契の理由については、

こちらは先ほども申し上げておりますように、教

科書の発行会社というのがこの会社のみとなって。 

○区長 ぬかが委員おっしゃるとおりでございます

ので、もしお時間いただけましたら、休憩いただ

いて、特命随契の内容について書面でお配りした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○吉岡茂委員長 では委員の皆さんにお諮りいたし

ます。 

  ただいますぐにということでよろしいですか。 

  それでは、区長からそのような申入れがござい

ましたので、時間どのくらい用しますか。 

  現在が１３時５０分でございますので、２時５

分再開ということで、委員会を暫時休憩させてい

ただきます。 

  再開は、繰り返しますが、午後２時５分という

ことでさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

  これより総務委員会を暫時休憩いたします。 

午後１時５２分休憩 

午後２時９分再開 

○吉岡茂委員長 それでは、休憩前に引き続き総務

委員会を再開いたします。 

  まず初めに執行機関の説明を求めます。 

○契約課長 このたびは大変申し訳ございませんで

した。 

  こちらお配りした資料について御説明させてい

ただきます。 

  まず１枚目の指導書の購入でございます。こち

らについては、右側の方に、契約相手方の選定理

由としまして、こちら教科書発行会社はこの業者

のみということでございますので、この相手方と

特命１者での契約とさせていただいたものでござ

います。 

  続きまして、災害備蓄の内容についてでござい

ますけれども、そちらについては、２枚目３枚目

のものでございます。既に委員会の方でも報告さ

せていただいておる案件でございますけれども、

こちらについては、プロポーザル選定委員会を経

まして、選定された業者との１者特命随契でござ

います。 

  なお、こちらについては以上でございますが、

昨年度も、こちらの教科書の選定理由について、

この議案書の中に少しだけ理由を書かせていただ

いておりました。ただ、委員の皆様おっしゃるよ

うに、別紙のような添付というのはございません

でしたので、こちらについては改めさせていただ

きたいと考えてございます。 

  また、この特命随契の理由なんですけれども、

こちらについては、電子入札のない、電子調達サ

ービスの方で契約決定後、こちら理由についても

広く公表しておりますので、そちらについて申し

添えさせていただきます。このたびは大変申し訳

ございませんでした。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明について質疑。 

○ぬかが和子委員 去年は是正されて、２行ぐらい

書かれていて、今年なかったということで、継承

されていないという問題というのは非常に重大だ

ろうというふうに思っているのと、私ずっとこの

問題、この議案出るたびに質疑してきているんで
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すよ。特命随契そのものの在り方は問題なんです

けれども、少なくとも特命随契はきちんと、今、

公表されていると言ったけれども、あれ電子入札

の奥へ入っていかないと、恐らく見えない公表の

仕方なんですよ。そこが、ほかの自治体、千代田

区とかは、それこそ特命随契というホームページ

で検索すると、１年間の特命随契はこれですとい

うコーナーがあって報告されていて、それを一覧

で見られるんですよ。１月の特命随契、２月の特

命随契、全部はＰＤＦファイルになっていて、見

ようと思うと、ちゃんとどういう理由だと、どの

くらいあるんだというのが、もう全部が一つの画

面で見られるようになっているんですよ。 

  やっぱり説明責任を果たすという点でも、透明

性を持たせるという点でも、そういう改善を是非

していただきたいんですが、どうでしょうか。 

○副区長 特命随契の理由につきましては、今、ぬ

かが委員のおっしゃったように、足立区は区のホ

ームページに載ってないと。今、契約課長が言い

ましたように、決定後、当区の共同運営、電子調

達の方のページに入るんですけれども、そこから

到達するのもかなり何パターンか手続を踏まない

と選べないということですので、区民の皆様に分

かりやすくということでは、区のホームページに、

千代田区と同じように、特命随契の内容について

は、月ごとに掲出するようにということで、これ

から作業に入りたいと思います。 

○ぬかが和子委員 是非よろしくお願いします。 

  先ほどの答弁の中で、正に教科書の独占状態と

いうのは、私もずっと調べていったら、東京都と

いうよりも、もう国全体でそういう仕組みになっ

ているという中で、先ほど教育長が公取委も動い

ているけれども、現状のままでいるんだというこ

とだとしたら、更にもっと教育長会で一丸となっ

て声を上げてほしいと。やっぱり文科省というか、

この教育という分野で、こんな疑念を持たれるよ

うな独占的な契約、競争が働かない契約をまかり

通らせちゃいけないということで、教育長会で強

く声を上げてほしいんですけれども、どうでしょ

うか。 

○教育長 改めて私の方から教育長会でも声を上げ

させていただきます。また、ほかの方法があるか

どうかも併せて考えていきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 是非よろしくお願いします。 

  それから、先ほどもう一つの随契である災害備

蓄包括管理事業について質問したいと思います。 

  包括管理について、今回の事業者となった佐川

急便さんのホームページ見ましても、確かにこの

防災備蓄品が全国でもあちこちでぐちゃぐちゃに

なっていたり管理がうまくできてなかったりとい

うところを担いますよということは、宣伝してい

ると言いますかＰＲしていらっしゃるんですけれ

ども。私今回ちょっとどうなのかと思うのが、平

時有事問わずなんですよ。つまり平時の拠点防災

備蓄倉庫などなどをきちんと整理してもらう、管

理していく、これはあると思っているんですけれ

ども、有事もここにやってもらうんだと。備蓄倉

庫から運び出しとかということなんでしょうか。

そういう事例が全国にあるのかどうなのか、お伺

いしたいんですが。 

○災害対策課長 今回の包括管理委託につきまして

は、今、ぬかが委員御発言のとおり、平時はもち

ろん、災害時についても備蓄倉庫からどこかに運

んだりですとかというような業務を含めてやって

いただくというような計画になってございます。 

  ただ、こういった包括管理委託は非常に先進的

といいますか他にはなかなか例がないものでござ

いますので、全国的には、ほかにはないのかなと

いうふうには考えておるところです。 

○ぬかが和子委員 全国的に例がないというのは、

やっぱり有事の、しかも有事は佐川急便どういう

ふうにやっているかというと、災害協定なんです

よ。災害協定は保証がないわけですよ。違約金と

か何とかというふうにならないわけ。だから全国
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では、いわゆる平常時の備蓄倉庫の管理はやって

いただくけれども、災害時まで全部丸投げします

という事例がないんじゃないかと思うんですよ。

どうですか。 

○危機管理部長 まず佐川の事例というところから

お話ししますと、昨年起こった能登半島地震があ

ると思うんですが、１月４日、３日後から３月２

３日まで現地の支援物資輸送ということで、内閣

府の請け負っていますので、まず震災があった場

所での輸送業務の経験はあるということが言える

と思います。 

  あと、災害時、ここを使うのかどうかという意

味でいくと、今、契約の中で、災害時も対応して

ねというふうな形で契約で結ぶ予定です。我々、

仮に佐川と結ばないと、今、トラック協会を当て

にしています。区内の避難所に拠点倉庫から持っ

ていくという形になっています。佐川と結ぶこと

によって、災害時、我々は佐川急便かトラック協

会、もしくは区職員、この三つの選択肢から災害

時輸送するということを選ぶことができます。実

際に災害が起きたときに、佐川は２４時間３６５

日対応しますと言っているので、ある意味、当て

にはしていますが、実際、被災の程度によって車

が来られるのか、人が手配できるのか分かりませ

んので、我々は災害時に向けて、一つでも多くの

選択肢を持つべきだと思っていますので、今回の

契約というのは区民にとってはすごく利益が大き

いというふうに私は考えております。 

○ぬかが和子委員 今の答弁でいきますと、包括委

託はするべきじゃないんじゃないかと。つまりト

ラック協会もそうでしょう。選択肢があって、実

際にいざというときに、区が責任を持ちながらも

選択肢があって協定結んでいるところ、やってい

ただけるところに大いに参加していただくわけで

しょ。なのに、佐川急便だけ、そこも含めて包括

委託、丸ごと委託という在り方は、契約の在り方

として問題なんじゃないかというふうに思うんで

すよ。実態として佐川急便さんが、私もずっと、

ホームページですけれども、見て、こういう形で

救援活動もやってきましたとか、運びましたとか、

そういうのも見てはいるんですよ。だけれども、

包括委託ですから今回の契約は。包括委託という

のは丸ごと全部やっていただきますという契約な

んですよ。トラック協会どうやってそこ入るんで

すか。だから、そこで契約上の在り方として損は

出てしまうというふうに思うんですよ。 

○危機管理部長 そこがそごが出てしまうというふ

うには思っておりません。トラック協会とは別に

契約を結んでいるわけではなく、あくまでも協定

で、災害起こったときにできる範囲で協力してく

ださいという話です。ですので、はっきり言って

契約ではないので、そこについては裏付けがない

状態での対応を今選択肢として一つ持っていると

いうことです。 

  佐川については、２４時間３６５日連絡ができ

る体制を取る、災害時に対応するという契約書の

中でうたい込むということで、より実現性の高い

契約、手法を選んで、我々としては災害時対応し

たいというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 包括委託で佐川さんにやってい

ただくとなったら、佐川さんにやっていただくな

んですよ。包括委託はそういうものじゃありませ

んか。丸ごと委託なんですよ。だからそういう点

で、ほかの事業者さんが、実際にいざというとき

は、もう持てる力をフルに発揮してみんなでやり

ましょうなのに、佐川さんに包括委託していると

いう在り方が、非常時、いわゆる災害時の在り方

としてどうなのかというふうに思っていて、そこ

は、そういう判断、包括委託ですと、どこにどう

しますという判断も含めて、区からの指示じゃな

いんですよ。丸ごと自主的に判断して運んでもら

うんですか。 

○危機管理部長 災害時の判断はあくまでも区が判

断します。基本、それは佐川に頼める部分は佐川
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に頼みますし、それだけで数が足りなければトラ

ック協会にお願いするところになります。 

  あくまでも包括で平時も災害時もお願いします

けれども、あくまでも災害時、佐川で足りなけれ

ばトラック協会と、それは区が判断してお願いす

る形になります。 

○ぬかが和子委員 だから、区が判断していろいろ

と、こうしてくれ、ああしてくれと言ったら、そ

れはもういわゆる業務委託ではないじゃないです

か。偽装請負になるわけですよ。丸ごと委託、包

括委託というのは、その分野を丸ごと、もう判断

も含めて任せて、成果品として、区が受け取るの

は結果としての結果だけ報告を受けると。それを

チェックするという関係なんですよ。それが包括

委託なんですよ。つまり委託の在り方として、非

常に問題があると。 

  多分これ議論しても同じような答弁が返ってく

るのかなと思うけれども、それは私たちもさんざ

ん戸籍業務のときに、委託とは何ぞやと、それこ

そ、東京都の労働局に通っていろいろと勉強させ

ていただいて、そういう中で、包括委託の在り方

として、包括委託に、いわゆる非常時のものも入

れるというのは問題だと。包括委託ではなくて、

仮に別契約で非常時にやっていただくことを協定

もしくは契約で何か結ぶ、協定を結ぶというのは

ありだと思いますけれども、この丸ごと委託の一

環の中に入れていくというのは、私は問題だと思

います。 

  それで、その上でもう１点だけお伺いしたいん

ですけれども、物品の購入業務、今回この３億６，

６８９万円という金額なので、何でこんなに金額

掛かるんですかということを事前にお伺いしたと

きに、実は大半は物品購入をしていただくのでそ

れが多いんですということまでは事前に説明いた

だいたんですが、この物品購入というのはどうい

う物品を指しているのか。今まで災害備蓄品とし

て購入していたものをここに一括でやってもらお

うとしているのか、何を指しているのかが全然見

えないんですけれども、その点はどうでしょうか。 

○災害対策課長 こちらの物品購入関連、およそ２

億円ほどでございますが、これまで備蓄品として

買っていた、基本的に水であったりとか、食糧で

あったりとか、そういったものを、これまでは物

品契約でそれぞれ個々に契約をして積み上げてや

ったものを、今回、包括管理委託の中でまとめて

契約をさせていただくという形になっております

ので、これまで積み上げてきたものと何か大きく

変わるということじゃなくて、区として必要なも

のを区としてお示しをして、それを買っていただ

くと、そういうような仕組みになっています。 

○ぬかが和子委員 そうしますと、今までですと、

議決案件になる場合もありましたし、そういう中

で議会のチェックもできた。また、区内の事業者

さんで調達をしてほしいとか、そういう議論もす

ることができたんですけれども、その分野を佐川

さんに物品購入でやってもらうということになり

ませんか。 

○災害対策課長 今回非常に大きな金額になりまし

たので、議決案件という形になります。ですので、

個々の中身の部分で今回御確認をいただくという

ことにはなりませんけれども、区としてそのあた

りはしっかり当然確認をして、全てが佐川にお任

せという形じゃなくて、契約の方は進めてまいり

たいと思います。 

○危機管理部長 佐川から今回、採択したプレゼン

テーションのときには、極力区内業者を使うとい

う御提案がありました。やはりそれは選定委員に

も響いたところで、その部分についてはそれなり

の得点は取っていたかと思います。 

  あと、先ほどの災害時の包括というところの認

識の違いで少し申し上げますと、包括はあくまで

も平時の業務についての包括になります。災害時

については全部が丸ごと包括で佐川に任せるとい

う内容ではないです。そこは平時と災害時で切り
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分けています。災害時の取扱いについては契約と

は別に細かい取扱いについては協定を結ぶ必要が

あるというふうに考えております。 

○ぬかが和子委員 だってこの契約内容の説明資料

を見れば、同一業者が業務を一貫して行う体制を

整備する包括管理を行い、平時、有事問わずうん

ぬんかんぬんとなっているんですよ。つまり、こ

この中からは分けてやりますとか、つまり包括委

託は平時の部分だけですなんてどこにも書いてな

いじゃないですか。そういう中で、そうなんです

と口で言われたって、それは委託契約上の在り方

として問題だと思わざるを得ないと。 

  それから、物品購入についても、今答弁して、

審査の中でなるべく区内業者を使うということを

言っていただいたというのはいいことだと思うけ

れども、さんざん議会からこの間も、この案件じ

ゃなくて、いろいろ議論して、大手が仕事を受け

て、区内事業者なるべく使いますというけれども、

使ってもらえないというのは、建設も含めていろ

いろな分野であったわけですよ。その保証がない

んですよ。保証がないんですよ。だからそれをも

って、今までと変わらないということは全くない

し、それから、議会のチェック機能がその物品の

購入についてはできなくなるということにもなる

んじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。 

○危機管理部長 物品の購入については災害・オウ

ム委員会の方で報告させていただきます。 

○ぬかが和子委員 議会のチェックというのは議決

案件で議会チェックできるわけですよ。それを今

回購入も含めて丸ごと委託だとなっちゃったら、

議会のチェックできないですよね。議決案件なら

ないですよね。 

○危機管理部長 そういった意味で言ったら、そう

いったことでこれが議案として出ていて、今まで

のような購入するものでの議決としては、ぬかが

委員おっしゃるとおり、上がらないです。 

  ただ、どういったものを備蓄していくのか、我々

としてどう考えているのかというのは、議案には

なりませんが、その辺については議会のチェック

が行くように、各委員会の方で報告、相談はさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○ぬかが和子委員 時間もあれなのでそろそろ納め

ようとは思っていますけれども。やっぱり契約の

在り方とか、それから区内業者の点とか、つまり

私もどこの事業者であろうと、今回プロポーザル

何社も応募した中で、ノウハウがある事業者さん

が優先して事業者になったということで、そこに

平時のいわゆる防災備蓄物資を管理するというと

ころは、そこについての包括委託だったら、あん

まり異論を申し上げるつもりなかったんですよ。

有事もやりますと、それから物品購入もやります

というのは、本当にいざというときに、そんなこ

とが、一事業者が、佐川のお兄さんたちがみんな

足立に来て運んでくれるのかという思いをまず持

ちましたし。やっぱりそういう在り方というのは

どうなのかというのを、包括委託がどうなのかと

いうのはしっかりと在り方として問題じゃないか

ということを考えていただきたいと指摘して終わ

りたいと思います。 

○契約課長 こちらの業務委託の議案でございます

けれども、物品購入も３，０００万以上の内容が

含まれておりますので、議案とさせていただいて

おります。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいですか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 他に質疑なしと認めます。 

  それでは、各会派の意見をお願いいたします。 

○鹿浜昭委員 第４７号議案に対しては、教育長か

らこの取引に関してやっぱり公取委員会も問題あ

りというようなことで、独禁法に掛かってしまう

のかなというふうに思って、契約相手の選定理由

も、特約供給者が指導書を購入する、ここしか買

えないというね、こういうところからやっぱり買

わざるを得ないという、やっぱり今の日本の状況
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で、こういう購入方法しかないというのはもう間

違いなくおかしいとしか言いようがないしね。是

非その辺は、この委員会で今の問題を、教育長し

っかりと上の方に上げていただいて、早いところ

解決していただけるよう強く要望させていただき

たいと思います。それとまた、いろいろと先ほど

副区長からもお話あったようなことを、まとめて

教育委員会等で是非報告していただきたいという

ふうにも思います。 

  そのような条件をちょっと付けさせていただい

て、賛成させていただき、また、今の第４９号議

案に対しても、包括委託のとらえ方が、この文章

を読む限り、平時・有事を問わずということで書

かれておって、なかなかやっぱり理解に苦しむと

ころもありますし、その辺を明確にしていただき

たいということも併せて要望させていただき、こ

の３議案とも賛成させていただきます。 

○長井まさのり委員 第４７号議案につきましては、

昨年度、議案書の中に、特命随契の理由を記載し

ていたと。これからまた今後しっかり改善をして

いくこと。また指導書については、教育長会でも

しっかり声を上げていただくこと、また報告もし

っかり求めて賛成といたします。 

  また、第４８号議案は賛成。また、第４９号議

案につきましても、この包括委託の捉え方につき

ましても、これからまた様々しっかり明確にして

いただくということも求めて賛成といたします。 

○ぬかが和子委員 まず第４７号議案についてです

けれども、当初は今日事前には反対しようと思っ

て来ていたんです。というのは、先ほどの特命随

契の理由が全く示されていないと、同じことを繰

り返しているじゃないかという思いがあったので、

反対しようというふうに思っていました。ただ、

先ほど区長の方から休憩をということで、その後

に理由書を取りあえずは出していただいたという

ことで、教科書の指導書そのものが購入を反対し

ているわけではないので、今回は賛成をしようと

思います。ただ、本当に、今後、この特命随契の

案件については、しっかりと区民に見える化を図

っていただきたいと、先ほど副区長も答弁してい

ただきましたけれども、強く要望させていただき

ます。 

  第４８号議案の熱中症対策用テント一式の購入

については、もともと私たちも決算委員会等でも

求めておりましたし、本当にこの気候変動の中で、

運動会など安心して子どもたちができるようにと

いう点で大歓迎ですので、賛成します。 

  それから、第４９号議案、災害用の備蓄包括管

理事業についてですけれども、これが災害用の備

蓄包括管理事業であっても、平常時の部分だけの

記載であれば、そして、そこだけを想定して、い

わゆる災害時は協定で同じように、ほかの事業者

と同じようにやるというような議案であれば賛成

できたんですよ。だけれども、平常時だけじゃな

くて、この書き方でいけば、平常時・有事も含め

てということで丸ごと委託なんですよ。包括委託

でこんなふうに特定の事業者に命を預かる災害時

の備蓄品の管理を丸ごと委託するなんていうのは

聞いたことがないと。最初に質疑をしたときにも

そういう事例があるかと言ったら、先進的な事例

だからほかにありませんと言ったんですよ。だけ

れども、正にそれは戸籍の外部委託で問題になっ

たときと同じで、先進事例だからどうのこうの、

だけど、ほかに例がないというのは、やっぱりそ

れは現実にそぐわないから、ほかの自治体で例が

ないんだと思うんです。そういう点でも、この在

り方、それから物品購入を一緒にやるというのは、

区内事業者の担保うんぬんと言っても、議会のチ

ェック機能とか入札とか、そういう仕組みではな

く、今後は包括委託の仕組みの中で予算付けして、

この予算の中で購入してもらうわけですよ。だか

ら先ほど最後に契約課長が何千万以上だからうん

ぬんかんぬんと言っていましたけれども、通常の

案件と違いますから。包括委託の中で購入するも
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のは抜き出して議決案件になるわけがないわけで

す。そういう点でも議会のチェック機能が働かな

いという二重三重の理由で、この契約案件は反対

をさせていただきます。 

○富田けんたろう委員 結論としては３議案とも賛

成ですけれども、まず指導書については、冒頭、

私もなぜ特命随契なのかというところを申し上げ

たとおり、その後いろいろ議論があったとおりで

はありますけれども、しっかり競争が働くという

ことが、ひいては教員の皆さんの指導の質につな

がっていくということだと思いますので、このあ

たりはしっかりやっていただきたいということが

1点と。 

  災害用備蓄に関しては、私も災害・オウムの委

員でしたけれども、確かにこの話は平時の話だっ

たというふうに記憶をしています。一方で、７の

特筆すべき提案のところで、有事にはちゃんと連

絡支援体制を構築していくというようなことが書

かれているわけですから、このあたりしっかり有

事のところも包括委託の中でやっていくというこ

とだと思いますので、このあたりしっかりお願い

をして、今回は賛成をしたいと思います。 

○中島こういちろう委員 ３議案とも全て賛成です。 

  ただ１点だけ、第４８号議案、ちょっと時間の

関係上、質疑はしなかったんですけれども、長井

委員からもお話ありましたが、５月に運動会があ

るところもあると。もう今２月の終わりというこ

とで非常に短納期の話になってくるかと思います

ので、是非、学校によっては優先度が高いところ

とそこまで高くないところが混ざっている話だと

認識していますので、そういったところを整理し

た上で、なるべく早くに必要なとこに届くような

形で御対応求めて、３案件とも全て賛成とさせて

いただきます。 

○土屋のりこ委員 第４７号議案、問題があるとこ

ろですが、指導書、現場の教師の方たち必要とさ

れているということがあると思いますので、賛成

ということで。第４８号議案も賛成です。 

  第４９号議案が平時・有事問わずというところ

の有事の部分に関して、包括管理をした場合にど

うなるのかというところについて、やっぱり疑念

が解消できないということでありますので、先ほ

ど危機管理部長答弁されたような、指示をすると

いうことであれば偽装請負になるんじゃないかと

いうことで、そういった質疑であった以上、軽々

に賛成いたしかねるということですので、第４９

号議案は反対します。 

○吉岡茂委員長 それでは、二つに分けてこれは採

決をさせていただきます。 

  まず初めに、第４７号議案、第４８号議案につ

いて採決いたします。 

  本案は原案のとおり可決すべきものとすること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○吉岡茂委員長 御異議ないと認め、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、第４９号議案を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉岡茂委員長 挙手多数であります。よって原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○吉岡茂委員長 それでは次に、請願・陳情の審査

に移ります。 

  （１）５受理番号１８を単独議題といたします。 

  前回は継続であります。 

  執行機関何か変化ありましたでしょうか。 

○総務課長 特に変化はございません。 
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○吉岡茂委員長 分かりました。 

  それでは、本案件につきまして何か質疑ござい

ますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 質疑なしと認めます。 

  会派の意見を求めます。 

○鹿浜昭委員 核兵器禁止条例発効から４年目を迎

えて、今年３月にアメリカニューヨークで核兵器

禁止条約第３回の締約国会議が開催されますが、

日本政府はオブザーバー参加を見送る方針を表明

しています。参加すると、核兵器国と非核兵器国

の対立が鮮明になってしまうというような意見も

あり見送るということですが、この会議でどこま

で進展するかも注視していきたいと思いますので、

継続でお願いします。 

○水野あゆみ委員 我が党も３月に行われる締約国

会議に、政府がオブザーバー参加してほしいとい

うことを、我が党の代表から石破総理に申し上げ

てまいりましたが、やはり今の理由から参加が難

しいという表明がございました。我が党としては、

議員を派遣するということを表明した上で、また、

連立政権の中でしっかりとオブザーバー参加して

ほしいということを主張を続けてまいりたいとい

うところでございます。核兵器のない世界という

のは、核兵器禁止条約が出口だということで、日

本政府も位置付けておりますので、出口を早く迎

えるためにも参加すべきだということを主張して

まいりたいと思っておりますので、今回継続でお

願いいたします。 

○ぬかが和子委員 ノーベル平和賞を受賞した日本

被団協の方々が一番望んでいたのが、正にこの締

約国会議に日本政府に参加をしてほしい、せめて

オブザーバー参加してほしいということを痛切に

訴えておられたのが私は非常に印象的でした。や

はり、残念ながら今の日本政府がオブザーバー参

加すら見送るということは、どんな理由を付けて

も、批准をしないこととはまた違って、理由には

ならないというふうに思っています。 

  そういう点では、やはり議会としてしっかりと

意思表示をすると、被団協の方々の思いに沿った

意思表示をするべきだと考えておりますので、採

択を求めます。 

○富田けんたろう委員 継続でお願いします。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○土屋のりこ委員 採択でお願いします。 

○吉岡茂委員長 それでは、これより採決をいたし

ます。 

  本案は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉岡茂委員長 挙手多数であります。よって継続

審査と決定いたしました。 

  次に、（２）５受理番号２６を単独議題といた

します。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関何か変化はありましたでしょうか。 

○人事課長 特に変化はございません。 

○吉岡茂委員長 それでは、何か質疑ございますで

しょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いいたします。 

○鹿浜昭委員 ６年後ですか、★★１３年４月に定

年が６５歳を迎えるということで、まだ６年後と

いうことで、今から要望もない中で、７０歳を議

論するというのは時期早尚、前回どおり、今回も

不採択でお願いします。 

○吉岡茂委員長 不採択ですね。 

○鹿浜昭委員 はい。 

○水野あゆみ委員 区の職員からも、そういった声

がないということではございますけれども、国な

どの動向も注視しながら、今回継続とさせていた

だきます。 

○ぬかが和子委員 前回申し上げたとおり、現状と
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して、確かに組合さんのお話聞いても、そんなに

強い要望は出ていないというのも認識しておりま

すが、希望者がという点ではこれはありなんだろ

うと、議論する必要もあるだろうというふうに思

っております。 

  そういった理由で、直ちに採択をするべき案件

だとは思っていないので、前回同様、継続という

ことでお願いします。 

○富田けんたろう委員 継続でお願いします。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○土屋のりこ委員 継続でお願いします。 

○吉岡茂委員長 それでは、これより採決をいたし

ます。 

  本案は、継続審査とすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○吉岡茂委員長 挙手多数であります。よって継続

審査と決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○吉岡茂委員長 次に、所管事務の調査を議題とい

たします。 

  （１）ＤＸ推進に関する調査についてを単独議

題といたします。また、報告事項（６）、（７）、

（８）、（９）が本調査と関連しておりますので、

併せて報告をお願いいたします。 

  それでは執行機関より説明を求めます。 

○政策経営部長 それでは、政策経営部の総務委員

会報告資料の２３ページを御覧ください。 

  足立区デジタルト・ランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）推進計画の計画の延伸についてでございます。 

 令和４年に策定しました推進計画を令和６年まで

する計画期間を令和１０年までに延伸するという

ことによる報告でございます。 

  ＤＸ推進計画を区のＤＸに関する行政サービス

と業務の改善といって理念的なものを定めた計画

になりますが、今、延伸の理由としまして２点ご

ざいまして、１点目が、この後御説明します、自

治体の情報システム標準化の取組の継続というと

ころで、令和７年度末のところが、もう少し令和

８年度まで延伸するシステム出てきている中で、

今現状、今後、標準化システムがどういう形で構

築されているか、少し推移を見守る必要があると

いうところが１点です。 

  また２点目は、現計画の視点として定めており

ます区民サービスの向上と職員の人材育成という

ところは、今後も継続していく必要がありますの

で、現時点で大きく変更する要素がありませんの

で延伸するというものでございます。 

  ただ、国の方の動向いろいろありますので、そ

の動向を定めながら、令和１０年までと今お話を

しておりますが、状況必要に応じて、計画の策定

については早めていきたいというふうに考えてお

ります。 

  ２４ページに、それぞれの計画の実施期間の方

を記載をしております。御参照いただければと思

います。 

  次、２５ページです。 

  行政手続のオンライン化についてでございます。 

  令和６年の１０月１日現在ですが、区の方でオ

ンラインの通常の手続を実施しております全手続

が２，５８４手続あります。そのうち５９７の手

続を既にオンライン化しておりまして、１，９８

７が今現在まだ未実施という形です。未実施、未

着手が６３７、理由がありオンライン化できない

ものが９４３、区の裁量でできないものが４０７

という内訳になっております。まずは令和７年度

中に、この①にあります６３７の手続をオンライ

ン化していきたいと考えております。それと併せ

て、２のオンラインができない理由についても、
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改善を図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

  （３）の窓口のアンケート実施でございますが、

利用者の利用状況を確認するためにもアンケート

を実施したいというふうに考えております。 

  実施期間が２月２７日から３月１３日と記載を

しておりますが、★★の納品の遅れの関係で、３

月６日の水曜日から３月１９日の水曜日、１週間

遅らせてアンケートの方を実施したいと考えてお

ります。大変申し訳ございません。 

  続きまして、２６ページになります。 

  決定通知等のオンライン化についてでございま

すが、今般、申請届出の結果をオンラインで確認

できるように、マイナンバーを利用した電子サー

ビスの導入を検討しております。導入した場合の

期待の効果ですが、一連の手続を全てオンライン

で完結するということと、申請結果をいち早く確

認できる。また、区側のやる封入封緘ミスの防止

とか、あと、郵送経費の削減に寄与するというこ

とで現在考えておるものでございます。 

  当初予算に計上させていただいておりますので、

お認めいただいた場合には、今年の秋頃をめどに

実施をしていきたいと考えております。 

  ２７ページです。 

  見積書・請求書等の押印、署名の省略というと

ころで、先ほどのオンラインのところで、理由が

あってオンラインができてないものが９４３ある

と御報告しておりますが、その理由として、ここ

に記載のとおり、見積りや請求書について押印が

あるというところが一つの原因になっているとい

うことがありますので、そちらの押印や署名を省

略できるような取り扱いを見直していきたいとい

うふうに考えております。 

  対象の書類は記載のとおりですが、契約関係や

支出関係ということで、業者さんを含めて、部の

補助金の申請、個人に向けた内容の申請について

も、オンライン化に向けて省略化をしていきたい

というふうに考えております。 

  （２）の押印署名を省略、不可とする書類もあ

りますが、できるものを誠実にやっていきたいと

いうふうに考えております。本人確認につきまし

ては、各所属の方で名刺や本人確認書類を添付す

るということで省略をしていきたいと考えており

ます。 

  スケジュール的には本年の７月１日頃から省略

に向けた運用を開始したいというふうに考えてお

ります。 

  続きまして、２８ページになります。 

  実際の情報システムの標準化、共通化の動向で

ございます。 

  午前中の補正の審議でもございましたが、シス

テム標準化に伴う運用の経費について、概算です

が比較表を出させていただいております。標準化

前が約７億１，０００万円、標準化後が１４億９，

０００万円ということで、これはあくまでも令和

８年度以降に掛かってくる経費となっております

が、約倍近くの増額になっております。 

  （２）にあります経費の増要因としましては、

ＳＥ不足に人件費の増、あと、円安に海外ソフト

ウエアライセンスの使用料の増、こちら標準化に

かかわらず掛かってくる経費ですが、それにプラ

ス、今度標準化に伴いましてガバメントクラウド

を利用することになった形になっているんですが、

これが従量制ということで、今現在、稼働実績が

ないということで、かなり概算的にも多めに見積

もっている状況です。また、ガバメントクラウド

の利用料が米ドルで積算しているということで、

この積算時は今１５０円を切っているところです

が、１７０円で計算しているということで大幅に

増額になっております。今後、この辺の金額につ

いては、どれくらいの費用が見込まれるのか、そ

こら辺も含めて、実施に向けて精査をしていきた

いと考えております。また、その都度精査の結果

を御報告をしてまいりたいと考えております。現
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状あくまでも概算ですが、こういった金額が出て

いるということの御報告でございます。 

  私から以上になります。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございました。 

  それでは、何か質疑ございますか。 

○長井まさのり委員 私は１点だけ、自治体情報シ

ステムの標準化について伺います。 

  この標準化で期待される効果で、昨年２月の総

務委員会では、資料を見ると、設備の集約や協働

事業によるシステム経費を削減できる、そういう

報告がありましたけれども、確認ですけれどもい

かがでしょうか。 

○情報システム課長 おっしゃるように、コンセプ

ト自体は間違ってないとは思うんですけれども、

やはりそのあと、いざ実現しようとすると、報告

の資料にもあるように、様々な要因があって、ど

んどん経費がかさんでいるという現状があって、

我々もちょっと戸惑っているところではあります。

ただ、その中でも経費の削減には努めていかなく

てはいけないので、いろいろな方法を使って、少

しでも安くしていきたいなと考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  標準化することで安くなるんだろうなと思って

いましたけれども、実際はこの令和８年度以降、

７億８，０００万円の増となっています。 

  御説明にあったとおり、ガバメントクラウド利

用料は稼働実績がなくて概算の見積りとなってお

ります。この利用料は国が負担なのか、それとも

自治体が負担なのか、当初は明確になっていなか

ったと思います。この令和６年度については国が

負担となっていますけれども、まだ今稼働してな

い状況でございますけれども、先行して始まって

いる自治体は２３区でいかがですか。 

○情報システム課長 ２３区の状況ですけれども、

早期の移行検証事業というのに参加している区が

四つありまして、品川、世田谷、あと新宿と目黒

なんですが、こちらは全部の業務が標準化されて

ガバメントクラウドに行っているわけではなくて、

一部がこの１月から稼働していると聞いておりま

す。品川と世田谷については、この１月から始ま

っているという情報を聞いております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、令和８年度以降の利用料については、運

用の開始を踏まえ、経費の最適化を図っていただ

きたいと思います。また、国に対しても、ランニ

ングコストを含めた経費の負担をしっかり求めて

いただきたいと思います。 

  また、１８業務のうち１６業務が開始となって、

残り２業務の子ども・子育て支援や就学システム、

これについて、その経費が機器のリースや保守を

含めると約３億円と聞いています。これも、これ

までも今までこの委員会の中で質疑もさせていた

だきましたけれども、かねてからクラウドサービ

スを利用するとか、サーバーをつくるとか、コス

トを抑えるべきと要望してきましたけれども、現

在の進捗はいかがでしょうか。 

○情報システム課長 １月の総務委員会でそのよう

なお話させていただきました。事業者は先ほども

申し上げた富士通Ｊａｐａｎなんですけれども、

まだ何年間遅延するかという正式な回答をもらっ

ていなくて、それによって様々な取れる方策がち

ょっと変わってきますので、まだ今現状、決めか

ねているという状態であります。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  富士通Ｊａｐａｎの方針がまだはっきりしてい

ないということでありますけれども、区としても、

この富士通に対して、延期の期間を早く明確にす

るようにしっかり求めて、そしてコストの削減に

努めていただきたいと思いますけれども、最後い

かがでしょうか。 

○政策経営部長 事業者に対しまして、遅延によっ

て発生した費用の負担も一部求めていきたいと考

えておりますので、そういったところも含めて、

区としては円滑にシステムの標準化できるように
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取り組んでまいりたいと考えております。 

○吉岡茂委員長 他に何か質疑ございますか。 

○ぬかが和子委員 先ほども若干質疑をさせていた

だきましたけれども、先ほど簡単に、カレーライ

スを頼んだと思ったら、お店入ったらジャガイモ

とニンジンが出てきたと。もっと言うと、何なら、

そのジャガイモとニンジンが出てきて、調理員が

一緒についてきたと、調理教室のように料理教室

の先生がいたと。ところが、その先生が足りない

から、システム標準化が遅れているという今状況

だというふうに思うんですけれども、どうですか。 

○情報システム課長 おっしゃるとおりで、更にガ

ス料金も払えというような状況で、どんどんどん

どん費用がかさんでいるというのが今の現状です。 

○ぬかが和子委員 本当ですね。私も経費の増加要

因見たときに、実は専門家の方々が指摘している

中で、やはりアメリカの企業のクラウドサービス

だというところによるものの弊害というのを指摘

していて、正にこの金額が上がってしまう一端は

そこにもあるのかなというに思うんですが、どう

ですか。 

○情報システム課長 それはおっしゃるとおりの部

分がありまして、これ今１７０円で計算している

んですけれども、１５０円で計算すると大体５，

０００万円ぐらい安くなりますので、この為替の

変動をすごく受けるということで、なかなか予算

も立てづらいというのが今の現状となっています。 

○ぬかが和子委員 本当に一自治体の努力というと

ころでは限界もあるというふうに思っています。 

  あわせてアメリカの企業のクラウドサービスを

活用するということは、ある意味でいうと、自治

体の情報が、アメリカの企業のクラウドサービス

が管理するという関係にもなるので、私などはプ

ライバシーの点もいろいろと心配を、情報管理と

いう点で、確かにしっかりしているという話は言

っていますけれども、大体がそういうところから

漏れるという事例はよくあることですから、心配

しています。 

  あわせて今回ちょっと質問したいと思っている

のが、システム標準化によって、いわゆる標準化

の枠から漏れる部分についてのカスタマイズが必

要になる部分。ここについて、それこそこのシス

テム標準化の話が出たときから、私は問題意識を

持って質問させていただいてきているんですよ。

それはなぜかというと、自治体の独自性がなくな

る可能性があるからですよ。結局、国に関係する

２０業務、足立でいうと１８業務、ここの事務に

ついては、国の法律によるものだからもう全部一

体だというのが標準化の基本のパッケージですよ

ね。そのパッケージから超える部分というのが、

まさに自治体が裁量を持って、例えば軽減制度だ

ったり、いろいろな制度を持っている部分、これ

をやろうとするとカスタマイズが必要になると、

カスタマイズは本当にお金と手間が掛かるという

ことで、どうするんですかということをこの間質

問してきているわけですよ。だからって標準化の

枠にはめ込むようなやり方はやめてほしいと。 

  今の自治体の独自性を持っている部分をちゃん

と守ってほしいということを指摘してきたんです

が、そこは今も変わらないでしょうか。 

○情報システム課長 何回か御質問いただいて、シ

ステムの担当する所管の方にも話を聞いておりま

すが、大きく区民サービスを損なうというような

ことはなくて、ただ、実際には標準システムの中

でやらなければいけないものもありますので、そ

こは繰り返しの答弁になってしまうのですが、デ

ータを吐き出して処理するですとか、あとは外付

けのシステムを使って処理するですとか、そうい

ったことで乗り越えていきたいなと考えておりま

す。 

○ぬかが和子委員 ところが実態としては、それと

違う事態も進行しつつあるんだということを最近

認識しているんですよ。先日、区議会の中で監査

報告の中で、国保業務等についての延滞金をがっ
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ちりと取るべきだという監査報告がされたのが、

今までの区のやり方と非常に違うので違和感を持

っていたんですね。そこについて見解をちょっと

ここで、またあれですけれども、必要な人からは

きちんと、取れる方からはいただけばいいけれど

も、もともと払えなくて自己破産しかかったり、

生活保護すれすれになったりという方々から、き

ちんと取るべきだって機械的に言っちゃいけない

ですよという思いがあったし、今までの納税の法

律でいきますと、国税徴収法でいきますと、その

概念でいくと、そういうやり方というのはしてい

ないものですから、今回の監査の報告というのは

違和感あったんです。それで私、監査の事務局に

聞きに行ったんですよ。何でああいう報告が出た

んですか。ただ、そこで言われたのは、いや、こ

れからシステム標準化されれば、国保とか、ほか

のそういう税務はシステム標準化の枠の中だから、

つまりもう近い将来、がっちりとそこはもう組み

込まれて頂くことになるから、今のうちから頂く

ようにしていく必要があるんですと言ったんです

よ。でもそれは今までの、いわゆる北風と太陽の、

太陽と言われた実態を見ながら、国税徴収法に基

づいた事務を執行、正確に行うというやり方とは

違うんですよ。こういう問題出てきているんです

けれども、どうですか。 

○情報システム課長 すみません、説明が足らずに

申し訳ありませんでした。 

  その国保、後期の延滞金につきましては、シス

テムが標準化されることによってできるようにな

るので、そちらについては、何月か、ごめんなさ

い、今失念してしまったのですが、区民委員会の

方で、その件はちょっと報告をさせていただいて

おります。★★に影響ありませんという答えをし

てしまいまして申し訳ありません。 

○ぬかが和子委員 だからそれが結局、今までやっ

ていた自治体のよさ、それこそ都政からも国政か

らも足立の徴収のやり方は、そういうふうにやる

ことで徴収率も上がって、非常にいい事例だとい

うふうに言われていた部分まで失いかねないわけ

ですよ。そして、機械的に延滞金も取らなきゃい

けませんというふうな在り方にするべきじゃない

し、個々の問題について言うと、それぞれの所管

の委員会になってしまいますが、要は、この自治

体のシステム標準化によって、そういった標準化

の枠から漏れることによって、区民に不利益が出

る、自治体のよさや個性が失われるという在り方

はやめてほしいんですけれども、その辺どうです

か。 

○政策経営部長 今のお話は、もともとシステムの

関係上、システムの作り方的にそういったものが

請求できない、計算できないという話を聞いてい

ます。 

  ２３区のほかの自治体は、既に機械を更新した

都度に導入しているという話もありましたけれど

も、最終的には、ただ、システムを入れるのはあ

くまでも区で、それをどう使うかは区の判断だと

思いますので、システムがあるから一概に何をや

るというわけではなくて、今までの処理の経緯も

含めて、そこは★★に考えていく必要があると思

いますので、すみません、細かいその判断基準は、

私も今理解しておりませんけれども、改めて所管

の方とは協議をしていきたいと考えております。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいですか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 それでは質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○吉岡茂委員長 次に、報告事項に移らせていただ

きます。 

  （１）から（１０）、そのうち（６）、（７）、

（８）、（９）につきましては、既に報告をいた

だいておりますので、それ以外の６件については

政策経営部長から、また、（１１）から（１５）
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を総務部長から、（１６）についてを公共施設マ

ネジメント担当部長から、（１７）はガバナンス

担当部長から、（１８）、（１９）については危

機管理部長から、それぞれ報告をしていただきま

す。 

  まず初めに、政策経営部長からの報告を求めま

す。 

○政策経営部長 政策経営部の報告資料の２ページ

を御覧ください。 

  足立区の子育て世帯に関するアンケート調査結

果の速報でございます。 

  １２月に実施しましたアンケートにつきまして

速報値が出ましたので報告するものでございます。

全体の回収率は６，０００人にお送りして、１，

９１８件ということですので、約３２％の回収率

でございます。 

  ３ページ以降に回答した方の属性を記載してお

りますので、御覧いただければと思います。 

  ８ページと９ページにありますように、理想と

する子どもの人数を持てない理由だとか、あと、

日本の出生率が伸び悩んでいるという原因のとこ

ろは、やはり子育てや教育にお金が掛かり過ぎる

というようなアンケート結果が出ておりますので、

これに基づき、新しく子育て支援の施策について

検討していきたいというふうに考えております。 

  今回のは速報値になりますので、３月末までに

最終的な調査結果をまとめまして、４月の総務委

員会で改めて御報告をさせていただく予定でござ

います。 

  続きまして、１２ページでございます。 

  令和６年度行政評価（令和５年度事業実施分）

の反映結果についてでございます。 

  昨年の９月に区民評価委員会より足立区の区民

評価委員会報告書ということが答申をされており

ます。それに対する区の提言意見に対するものを

まとめたものが別添資料でついておりますので御

参照いただければと思います。記載の箇所につい

ては一部抜粋をしたものでございます。 

  今後の方針のところあります、２月の下旬を目

途にホームページに公表するというのは２７日、

明日ホームページの方で公表予定でございます。 

  続きまして、１４ページです。 

  「重点プロジェクト」の選定と運用についてで

ございます。 

  今般、基本計画の策定に併せて、重点プロジェ

クトの選定ルールと運用について、以下のように

改めたので報告するものでございます。 

  変更点につきましては、今後、重点プロジェク

ト事業の事業数は原則上限２０事業として抽出を

するというところと、１５ページにあります、ま

ちの魅力、活力を創出する事業と課題を解決、克

服する事業に分けて選定をしていきたいと、それ

に基づいて優先的かつ集中的に推進してまいりた

いというふうに考えております。 

  また、この重点プロジェクト事業に選定する事

業につきましては、全て庁内評価、区民評価を行

い、多角的な視点で評価をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

  続きまして、１６ページになります。 

  「足立区基本計画」等の策定についてでござい

ます。 

  これまでも基本計画については進捗状況につい

て御報告してまいりましたが、今回、基本計画の

方が策定できましたので御報告するものでござい

ます。 

  併せて、足立区の地域ビジョン総合戦略と国土

強靱化地域計画についても策定しましたので、添

付資料の方で御確認をいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

  区のホームページに掲載するとともに、あだち

広報の方で、４月１０日号に計画作成の周知をさ

せていただく予定でございます。 

  続きまして、１９ページでございます。 

  ＳＤＧｓモデル事業等の進捗状況についてでご
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ざいます。 

  御報告としては大きく３点でございます。 

  第２期のＳＤＧｓ未来都市計画の案でございま

す。今般、令和４年度に策定をしまして、令和６

年度までの計画でありました未来都市計画の方を、

来年度から令和９年度の計画について３か年計画

として更新するものでございます。今、第２期計

画に対する内閣府の評価委員会とのやり取りが続

いておりますので、完成につきましては３月末を

予定しております。 

  （１）に評価委員会のコメント、（３）に主な

変更点の方を記載をしております。 

  ２０ページです。 

  ぐるぐる博ｉｎ竹の塚です。今現在、綾瀬エリ

アで実施をしておりましたぐるぐる博について、

竹の塚エリアでも展開をしていきたいと考えてお

ります。 

  日時つきましては、３月１６日の１０時からと、

場所は東口の駅前、東武鉄道の敷地等を使って実

施する予定でございます。 

  出店者、チラシについては、別途２１、２２ペ

ージにございますので御覧いただければと思いま

す。 

  竹の塚地区と、あと西新井、港北、★★エリア

の方々の出店を予定しております。 

  ３点目がＳＤＧｓの★★の作成ということで、

英語のバインダー形式、事前説明会でお配りいた

しましたが、今般、各地域でＳＤＧｓについてい

ろいろと説明を求められておりましたので、それ

が説明できるような資料として作成をいたしまし

たので、御利用いただければと思います。 

  最後、飛びまして、２９ページになります。 

  足立区公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍの運用開始につ

いてでございます。 

  Ｉｎｓｔａｇｒａｍについては、これまで区議

会からも実施の要望について強くいただいており

ましたので、今般４月中に開始をしたいと考えて

おります。 

  当初は、区のイベントやその他の行政情報を職

員による投稿で実施をして、今後、運用方法につ

いて再度検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

  私からは以上になります。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございます。 

  次に、総務部長からの報告を求めます。 

○総務部長 総務部の報告資料の２ページをお開き

ください。 

  まず１点目は、工事事業者の前払金の上限を拡

充するものでございます。 

  これまでは前払金について、２０億円未満の場

合には４億円を上限にするなど、一定の制限をし

ておりました。そうした制限を外して、契約金額

の４０％とするものでございます。 

  ３ページには事例でお示ししております。 

  その下、４の課題等ですが、前払金の額が増え

るので、予算措置を適切に行うこと、また、事業

者がこの制度を利用するときには、保証事業会社

と保証契約をすることを必須としておきまして、

万が一倒産等になったときには、区が補償を受け

られるようにしてまいります。 

  令和７年の４月からの開始といたしたいと思い

ます。 

  次に、別なファイルになりますが、追加の報告

資料の方を御覧ください。 

  複数年契約等がありましたときに、適切な価格

交渉、価格転嫁をしていくというものでございま

す。区としては、これまで具体的な方法を明確に

しておりませんでしたので、このたび検討を行い

まして、統一的手順を定めましたので御報告する

ものでございます。 

  中ほどの２の価格交渉、価格転嫁の手順という

ところを御覧ください。 

  ポイントは四つございます。 

  （１）受注者から要請があれば協議に応じると
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いうこと。それから、（２）定期的な協議を行う。

受注者からそういったことが求められなくても、

区から協議の場を設けるようなことも考えてござ

います。（３）受注者には公表資料に基づき説明

を求める。根拠はどんなものがあるのかというと

ころをきちんと示していただいた上で、協議に入

っていくというものでございます。（４）適切な

価格転嫁を行う。受注者と双方で協議を行いまし

て、受注者から提出された資料をもとに、妥当性

を判断して対応するというものでございます。 

  次の資料に移ります。 

  元の資料の方、お戻りください。 

  ４ページ、お開きください。 

  北鹿浜小学校跡地活用についてでございます。 

  １月に募集をいたしましたが、残念ながら応募

がなく、選定を見送ることといたしました。興味

を示した事業者はおったのですが、ほかの物件の

方が、価格、スケジュール面などで適していたと

いうことで、こちらには応募がございませんでし

た。今後は、地域の皆様にニーズや区の課題解決

に資する用途に活用する可能性をお示ししたり、

検討していくということを考えております。文部

科学省のみんなの廃校プロジェクトにも登録する

など、周知をしていきたいと考えております。 

  次に、６ページをお開きください。 

  旧千寿第五小学校跡地に係る地中障害物の対応

でございます。 

  三幸学園と確認の中で、現場で確認をしました

４立方平方メートルのコンクリートくずに対応す

るもので、撤去費用２２万２，２００円でござい

ます。当初予算の方に計上しておりますので、お

認めいただきましたら、速やかに対応したいと考

えております。なお、事業者からは７立方平方メ

ートルの請求がございましたが、地中障害物があ

った場合には、処分の立会いを原則としまして、

そこで確認された分を対応するということを事業

者と確認をしておりまして、実際には確認できた

４立方平方メートル分を区で対応するということ

で御理解をいただいているものでございます。 

  次に、土地開発公社について御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

  横判の資料になります。 

  土地開発公社につきましては、事業の概要、そ

れから収支予算について御説明をさせていただき

ます。 

  令和７年度、足立区土地開発公社事業概要収支

予算説明書の方で御説明をいたします。 

  １ページ目につきましては、公社概要等ですの

で省かせていただきます。 

  ２ページを御覧ください。 

  令和７年度の主な事業内容でございます。 

  まず１ですが、公有地の取得事業でございます

が、道路用地とその他用地ございまして、合計４

件の用地の取得を計画しております。 

  次に、２の公有地処分事業でございますが、区

の買戻しの計画はございません。 

  次に、３の公有地貸付け事業でございますが、

西新井駅の西口駅前交通広場及び関連用地、舎人

４丁目の地区計画事業用地の貸付けを予定してお

ります。 

  ４ページを御覧ください。 

  ５の収支予算でございますが、まず（１）の収

入の部でございます。左上の収益的収入につきま

しては、賃貸と収益として西新井の暫定駐車場の

貸付け、舎人４丁目の一時使用料として、収入の

４，１００万円余を計上してございます。 

  中ほどの資本的収入でございますけれども、こ

ちら短期借入金として区からの借入金としまして

２億５，２００万円を計上しております。また、

長期借入金として、協調融資借入金を７，２００

万計上し、これに伴う支払い利子や関連経費とし

て区から借入金を９００万円余を計上しておりま

す。また、令和６年度からの繰越準備金として３

億１，７００万円余を計上しております。以上に
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よりまして、収入金額は６億９，２３０万２，０

００円となってございます。 

  ５ページを御覧ください。 

  支出の部でございます。 

  こちらの収益支出でございますが、販売費及び

一般管理費といたしまして、公社運営に係る１，

９００万円余、予備費を１００万円で計上してご

ざいます。 

  次に、資本的支出でございますが、公有用地取

得原価として３億３，３１７万円余を計上してお

ります。土地取得費のほか、支払いの利子や測量

の鑑定など積算したものでございます。また、準

備金として３億３，０００万円余を計上しており

ます。以上によりまして、支出合計額は６億９，

２３２万３，０００円となります。 

  私から以上でございます。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございます。 

  次に、（１６）を公共施設マネジメント担当部

長から報告をお願いいたします。 

○公共施設マネジメント担当部長 よろしくお願い

いたします。 

  総務委員会資料の８ページにお戻りください。 

  件名につきましては、足立区公共施設等総合管

理計画改訂の取組み状況についてということでご

ざいます。 

  今回は１１月に行いました、素案のパブリック

コメントの実施結果をまず１番で御報告です。 

  （１）から（３）につきましては記載のとおり

でございまして、（４）の意見の概要と区の考え

方、区民等の意見全文につきましては、別添資料

１のほうに掲載させていただいております。（５）、

いただいた意見等、それに計画への反映内容とい

うことで、表にございますが、いただいた意見と

反映内容を表の中に示しておりまして、８ページ

目から９ページ目まで、全部で１０項目ほど主な

改正点を載せさせていただいております。 

  恐れ入ります、１０ページをお願いいたします。 

  また、パブリックコメントの６でございますが、

パブリックコメントの公表につきましては、記載

のとおりさせていただきたいと思っております。 

  二つ目でございますが、足立区公共施設等総合

管理計画（案）についてでございます。 

  今回、別添資料２の方にお付けさせていただい

ておりますので、御覧いただければと思います。 

  こちらの方の案につきましては、本日御報告さ

せていただいた後、３の今後のスケジュールにな

りますが、総合管理計画改定の決定をさせていた

だき、４月の総務委員会について改定の報告をさ

せていただきたいと考えております。 

  私からの説明は以上でございます。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございます。 

  次に、（１７）をガバナンス担当部長からの報

告を求めます。 

○ガバナンス担当部長 よろしくお願いいたします。 

  資料の１１ページでございます。 

  「足立区特定要求等の記録及び公正な職務の執

行の確保に関する規定」の改正案についてでござ

います。 

  現行の足立区への提言要望等に関する取扱規程

について改正を検討しておりますので、御報告す

るものでございます。 

  項番１、改正の目的については記載のとおりで

ございます。 

  項番２、改正の概要についてでございます。 

  （１）として、公正な職務の執行を確保する仕

組みの構築というところで、アの複数対応の明記、

イ、上司への報告方法の明確化、中止申入れ等に

よる適正対応の確保、そして、ウの区長等の責務

及び対応等の明確化というところを条項を入れさ

せていただいております。 

  １２ページにお移りください。 

  （２）として、通報または報告をした職員を保

護する仕組みというところで、通報した職員が不

利益な処分を受けることなどないように、不利益
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を受けさせてはならないという規定を入れたこと、

また、受けたと感じた職員については、公益監察

員に相談できるというような仕組みを入れており

ます。 

  （３）特定要求等への区の対応の透明性の向上

というところで、アの特定要求等の概要等の公表、

そして、イの情報公開請求への対応という条項を

入れさせていただいております。 

  項番３、東京都カスタマーハラスメント防止条

例の施行への対応というところで、本年の４月１

日から東京都のカスハラ条例が施行されます。そ

れに伴いまして、私どもが事業主として取り組ん

でいかなければいけない体制などについても今回

の規定の中に盛り込んでいるものでございます。 

  ４、改正規定の施行日でございますが、令和７

年の５月１日を予定しております。 

  続きましての１３ページから２０ページまでが

新旧の対照表となります。 

  そして、２１ページ、２２ページ、別紙２でご

ざいますけれども、こちらは提言用冒頭の規定に

載せてあります特定要求、不当要求の事例につい

ての例示、そして、２２ページの下、４について

は、特定要求に該当しない事例としてまとめたも

のを付けさせていただいております。よろしくお

願いいたします。 

  私からは以上です。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございます。 

  次に、（１８）、（１９）、２件について、危

機管理部長からの報告を求めます。 

○危機管理部長 危機管理部報告資料を御覧くださ

い。 

  ２ページになります。 

  ＡＥＤ設置に関する基本方針についてです。 

  １、新たなＡＥＤ設置基準について、これまで

ＡＥＤ設置基準は以下のとおり不特定多数運動等

を目的として、利用する公共施設としてスポーツ

施設を新たに本方針に追加いたしました。詳しく

は表の方を御覧ください。 

  ２、ＡＥＤの設置台数の拡充についてです。こ

れについても新しく項目を追加しましたので表の

方を御覧ください。 

  続きまして、３ページになります。 

  設置するＡＥＤ機器等についてということで、

ＡＥＤキャリングケースの中に、こういった内訳

で収納するようにということで明記してあります。 

  ４、今後の方針についてでございます。（１）、

（２）と記載がありますので、御覧いただければ

と思います。 

  ページ進みまして、１０ページをお開きくださ

い。 

  包括的防犯パトロール等事業委託の公募型プロ

ポーザルによる事業者の特定結果についてでござ

います。 

  １、業務名、包括的防犯パトロール事業でござ

います。 

  ２、業務目的、内容です。（１）青パト業務、

（２）客引き業務、（３）調査分析計画業務。今

回この三つを業務としてプロポーザルでお諮りし

たところでございます。 

  １１ページに移りまして、３、特定した相手方、

シンテイ警備株式会社になります。 

  ４、申込み事業者数は３事業者。うち２業者は

第３回の選定委員会前に辞退ということでござい

ました。 

  ５、提案価格。記載のとおりでございます。 

  ６、業務期間。令和７年４月１日から令和１０

年３月３１日までを予定しております。 

  ７、特筆すべき提案概要を評価した理由ポイン

トということで、（１）なんですが、青パト業務、

客引き防止業務において、２３区内で多くの実績

があるというところが特定の大きな理由だったと

いうふうに考えております。 

  ８、特定までの経緯。こちらの方については、

１１ページの下段の表を御参照いただければと思
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います。 

  続きまして、１２ページになります。 

  こちら委員の構成について記載してあります。

旧問題点、今後の方針、令和７年３月３１日まで

に契約を締結したいと考えております。 

  私からの説明は以上でございます。 

○吉岡茂委員長 ありがとうございました。 

  それでは質疑に移ります。 

○長井まさのり委員 時間も時間ですので、端的に、

私の方からも２点だけ伺わせていただきます。 

  子育て世帯に関するアンケートでございますけ

れども、調査対象で６，０００世帯となっていま

す。確認ですけれども、この６，０００世帯の根

拠は何か伺います。 

○政策経営課長 アンケートを構築するに当たって、

おおむね回答率３０％というものを想定しており

ました。その中で、３０％の回答を得るには、６，

０００世帯ほどお送りして、いただく回答であれ

ば、十分分析可能だろうというところから６，０

００世帯というふうな形にしております。 

○長井まさのり委員 子育てに関するアンケートで

は、これまで幾つかやったケースがありますけれ

ども、たしか４０％を超える回収率もあったかと

思いますけれども、その辺の認識はどうですか。 

○政策経営課長 平成３０年に実施している子ども

政策課で、子ども・子育て支援に関するニーズ調

査というものが回収率で４６％というところで、

非常に高かったです。一方で、独り親家庭アンケ

ート調査というものは回収率２２％というところ

で、過去のそういったアンケート調査から、おお

むね３０％ぐらいではないかというのが、今回自

分たちの方で考えていた過程でございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  主な調査結果の速報で、２０代がちょっと少な

いなという感じがしますけれども、その辺はどの

ように分析されますか。 

○政策経営課長 一つに、下のお子さんが１６歳か

ら２２歳の方からの回答というところがあるので、

ある程度一定数保護者の方の年齢がいっていると

いう観点もございますし、あと、そもそもお子さ

んを持つ年齢自体が上がってきているというとこ

ろで２０代が少し少ないのかな。あと、アンケー

トに御回答いただく方といったときに、少し２０

代の方が少なかったのかなと。そういったもろも

ろの要因含んでのこういった回収率なのかなとい

うふうに見ております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  このアンケートの中身を見ると、家計が大変苦

しい、もしくはやや苦しいと回答した世帯の割合

が４割を超えている。本当に大変心配なところで

もあるなという思いでいっぱいですけれども、ま

た、家計の中で、本当はお金を掛けたいが掛けら

れていない費目で習い事代が大変多かった。こう

したところの事業もしっかり拡充していかなけれ

ばいけないなと思います。 

  また、理想とする子どもの人数を持てていない

理由、要因で、子育てや教育にお金が掛かり過ぎ

るとの回答が最も多い、出生率が伸び悩んでいる

原因も同様の回答でございます。また、現在子ど

もを産み育てている中で、子どもの産みやすさや

子育てのしやすさにつながる支援で、小学校、中

学校、高校、大学、専門学校等に係る費用補助が

最も多くなっています。 

  アンケート調査結果の速報を踏まえ、執行機関

としての感想はいかがですか。 

○政策経営課長 やはり子育て・教育にお金が掛か

り過ぎるというところが非常に多かったというと

ころは、今回一番、特に着目すべき点だなという

ふうなところで感じております。 

  そういった流れもありまして、先日の第１回定

例会での区長答弁でも、小・中学生向けの費用負

担というところで、早急に検討していきたいとい

うなところでの御答弁させていただいております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 
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  我が党の代表質問でも、小・中学校の児童・生

徒を持つ保護者負担の軽減に向けて、様々要望さ

せていただきました。入学時の制服代や教材費、

また、修学旅行の費用助成を要望し、早期の実現

に向けた準備を進めていくと、そうした答弁があ

りましたけれども、今後、スケジュールも含めて

具体的にいかがでしょうか。 

○政策経営課長 具体的にいついつにとかというと

ころまで、まだちょっと煮詰まっていない状況ご

ざいますので、できるだけ速やかに御報告できる

ような形で、準備を進めていきたいというふうに

考えております。 

○政策経営部長 全て全部一式そろってというより

は、まず準備できるものから逐一、できる支援を

早急に組立てていきたいというふうに考えており

ます。 

○長井まさのり委員 分かりました。子育て世帯の

支援に向けて、また、クロス集計、分析、課題の

抽出も行いながら、早期の実現をできるところか

ら準備を進めて取り組んでいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

  もう１点は、特定要求の記録についてでござい

ますけれども、例えば議員から、ある会社の情報

提供であったりとか、また、執行機関にこういう

会社がいらっしゃるんですと紹介する場合もある

かと思いますけれども、そうしたことは特定要求

に当たらないと思いますけれども、いかがですか。 

○ガバナンス担当課長 コンプライアンス推進担当

課長を兼務しておりますので、お答えさせていた

だきます。 

  行政活動にメリットのあるすぐれた製品やサー

ビスなどに関する情報を担当課に提供すること、

または当該事業者を担当課に紹介することについ

ては、特定要求に該当するものではありません。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、職員が通報または報告をしたことにより

不利益な取扱いを受けることを防ぐ仕組みを新設

したと書いてありますけれども、これは今までな

かったのか。新設した内容についても伺います。 

○コンプライアンス推進担当課長 今まで特定要求

の報告をしたことで、その報告した職員が不利益

な取扱いを受けるというような、あまり事例とい

うのもなかったということもあるんですけれども、

やはり今回の改正で、不当要求あるいは特定要求

を受けた場合に、職員が上司等に報告を速やかに

してもらうと。そして、上司がしっかりと中止等

の要請をすると、そういう規定をしっかり運用し

ていくためには、職員が不利益な取扱いを受ける

ということがないようにするということで、今回

規定を入れたものでございます。 

○長井まさのり委員 これは、公益監察員が調査を

すると。そして、認められた場合は区長に勧告す

るとか、そういうことでよろしいですか。 

○コンプライアンス推進担当課長 長井委員御指摘

のとおりでございます。 

○長井まさのり委員 こうした取組、仕組みという

のは、ほかに全国の自治体でも同様にやっている

のでしょうか。 

○コンプライアンス推進担当課長 このような仕組

みを入れているところというのは非常に珍しくて、

私どもも今回初めて入れたものではないかという

ふうに考えているところです。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、東京都のカスタマーハラスメント防止条

例の施行への対応とありますけれども、昨年第２

回定例会、我が党の代表質問で、カスハラ被害者、

加害者にも対応できる取組として、アンガーマネ

ジメント講座を開催すべきと要望して、開催につ

いて新たに検討していくという答弁がありました

けれども、その後についてはいかがでしょうか。 

○総務部長 アンガーマネジメントそのものの研修

ではございませんが、入庁二、三年目の職員、そ

れから係長を控えた研修がございまして、そちら

の方でアンガーマネジメントの内容を組み込んだ
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研修をしております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また研修を進めていっていただきたいと思いま

すけれども。また、専門家などを交えた検討部会

を立ち上げ、カスハラ根絶に向け、条例なども視

野に入れた取組を進めるべきと要望いたしまして、

国や東京都の対応を注視しつつ、まずは庁内でカ

スハラ対策検討チームを立ち上げ、具体的な検討

を進めていくと答弁がありました。その後の進捗

はどうと、具体的にどのような検討を進めてきた

のか伺います。 

○総務部長 今日御報告をさせていただきました東

京都のカスタマーハラスメント条例の対応という

ところの記載も、その関係の大きく、総務と政策

になりますけれども、そちらの関係部署で集まっ

て確認をしてまいりました。 

  また、今後はそれぞれの役割分担がございます

ので、それをより明確にするとともに、職員に対

しての研修ですとか、あるいは認識を深めていく

対応というのを行いたいと思っております。機を

見て専門家の御助言もいただけるような考えでご

ざいます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、専門家の意見も踏まえながら進めていっ

ていただきたいと思いますけれども、都のこの新

年度予算で、このカスタマーハラスメント対策と

して、新規事業が幾つかあります。こうした予算

も活用し、互いに尊重し合い、公正で持続可能な

社会の実現を目指していっていただきたいと思い

ます。また、議会においても、議員としての規範

に関する検討会を立ち上げたところでございます。

また今後ともしっかり議論を重ねていきたいと思

います。 

  以上です。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいですか。 

○ぬかが和子委員 私からは２点ほど質問させてい

ただきます。２点ほどじゃなく、もうちょっとさ

せていただきます。 

  足立区公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍの運用開始と、

それから、行政評価の反映結果との関連でなんで

すけれども、行政評価の中でも、ＳＮＳの効果的

な発信ということが書かれていて、それで、イン

スタ運用開始、いいんですけれども、やっぱりＴ

ｉｋＴｏｋも必要じゃないかとか、それから、や

はり、何ていうのかしら、役所から来ている文章

だと思うと、もうそこで若い人が見ないという傾

向がある中で、やっぱりしっかりと食いついて見

ていただくということで考えたときに、例えばほ

かの事例で見ると、やっぱりゆるキャラが発信し

ているとか、例えば公認のゆるキャラがいて、ゆ

るキャラからの、こういう取組やるよみたいな発

信とか、そういうふうにすると食いつきがいいな

とか、そういう事例を幾つか見ているので、そう

いった工夫も必要なんじゃないかと。 

  そういうことで、実際に始めるだけでなくて、

若い人に多く、きちんと登録して、しかも登録し

て素通りするんじゃなくて、見てもらえるように

工夫していった方がいいんじゃないかと思うんで

すが、どうでしょうか。 

○報道広報課長 ぬかが委員おっしゃるとおり、発

信したものを継続して見ていただくことが大事だ

と思っております。 

  インスタこれまでもそういったものを検討して

きた中で、まずは１回職員で始めてみようという

ところで、４月から始めます。報告資料にも書か

せていただいたとおり、そういった内容をもとに、

また更なるその結果を分析をし、事業者の研修も

入れながら、若者に響くような発信についてブラ

ッシュアップをしていきたいというふうに考えて

おります。 

○ぬかが和子委員 区からの発信だと、何か柔らか

い言葉で書くのも限界があるなと思うんですよ。

でも、それがゆるキャラからの発信だと結構気軽

に出せるんだけれども、残念ながら足立区は、こ
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れ一つというゆるキャラになっていないことと、

一番有名なビュー坊については、ロイヤリティで

すかね、ライセンス契約の関係ですかね、いろい

ろ難もあるということでは、なかなか困難性も伴

うとは思うんだけれども、その辺は工夫しながら、

柔らかい言葉で、これかわいいと思ってもらいな

がら見てもらえるような工夫もしていっていただ

きたいというふうに思います。 

  それから、総務部の資料の中で、一つは公共施

設の総合管理計画改定、これ実際総務部じゃあり

ませんけれども、取組状況ということで、何点か

質問させていただきます。 

  総合管理計画と、それから、この膨大なパブリ

ックコメントを全部読ませていただきました。報

告資料に上がっているのは、このパブリックコメ

ントの中で、それを受けて変えた部分というとこ

ろだけが報告資料に上がっていると思うんですけ

れども、やっぱり、それ以外の意見も、特に多か

った意見とかもたくさんあって、私多かった意見

順番に並べてみたりしたんですけれども、今一々

披瀝しませんが、そういうものもしっかり声とし

て受け止めていただきたいんですが、どうでしょ

うか。 

○公共施設マネジメント担当部長 今回パブリック

コメントの結果ということで、いただいた意見を

反映したものをちょっと列挙させていただいたん

ですが、前回の総務委員会の方で、少しいただい

た意見をアナウンスしていって、いただいた意見

を含めて今回提示しました。 

  いずれにしましても、区民の皆様に見ていただ

く、知っていただくということが一番必要だと思

いますので、丁寧ということを心がけながら、今

後も報告資料作成させていただきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 聞いたことを答えてほしいんで

すけれども、ここに変えた、つまりこの意見を受

けて変更した分だけ掲載されているけれども、そ

うじゃなかった意見も含めて、その声をしっかり

と受け止めてほしいということなんですが。 

○公共施設マネジメント担当部長 報告資料には記

載しておりませんが、職員と一緒になって、どう

いった意見をいただいたのか、しっかり認識させ

ていただいているところでございます。この辺の

声を我々の認識だけじゃなく、外にも発信するよ

うな努力をこれから進めてまいりたいと思います。 

○ぬかが和子委員 その中で、多くはいろいろここ

で全部質疑していると切りがないんだけれども、

どうしても言いたいのが、計画そのものでいうと、

３８ページの部分なんですけれども、いわゆる１

１％減るから１１％減らしますという、何か記載

としては追記して、１０年間は減らさないし、こ

ういうふうに維持するということを目標としてい

ますということも書いてくださったのはよかった

んだけれども。あえてこちらも指摘させていただ

く中で、道路・橋梁・公園のインフラ施設は対象

外ということを明記したという部分についてなん

ですね。結局４０年後とかということをにらんだ

ときに、時代が変わるわけですよ。それで、今若

い人の車の保有率も減っているわけですよ。免許

もあまり取れなくなってきているわけですよ。そ

ういう時代の流れの中で、道路だけは別ですとい

って、４０年、５０年前の都市計画道路を進める

という、これは基本計画にも絡んでいるんですけ

れども、そういう在り方というのは、ここに明記

するべきではないんじゃないかと。明記するとい

うのは、別枠だから進めますよということは、今

そういう意思決定をするべきじゃないんじゃない

かというふうに思っているんですが。 

○公共施設マネジメント担当部長 御意見そのとお

りだと思います。 

  今回、我々の方、公共施設等総合管理計画とい

うことで、等の中に２種類、公共施設とインフラ

施設というふうに分けさせていただきました。そ

の分類の中から、今回の３８ページについては、

公共施設の部分について触れさせていただいたと
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いうことで、インフラについては、ここにはこの

ような記載をさせていただいたというところでご

ざいます。 

  しかしながら、今後、公共施設等をどういうふ

うにつくっていくか、どういうふうに管理してい

くかという話になれば、当然我々の方もインフラ

に掛かる費用をしっかり確認していく。今後どの

ようにその整備を進めていくかというのは、都市

建設部、政策経営部ともよく相談していきながら

進めていく形になると思いますので、今回３８ペ

ージにつきましては、繰り返しになりますが、２

種類のうちの１種類の公共施設の方を記載させて

いただいたので、そのような表記になってしまっ

たということでございます。申し訳ございません

でした。 

○ぬかが和子委員 そうは言っても、表題からして

公共施設等総合管理計画なわけで、その等が二つ

に分かれているんだという書き方だというのが今

の答弁で、等じゃない方だけを法人化しているん

だというのが今の答弁だけれども、そうは言った

って、等ということも含めての総合管理計画とい

うのが表題なので、そこはちょっと矛盾している

んじゃないかと。そこだけ議論していてもずっと

議論しなきゃならないので、強くそこは要望させ

ていただきたいと。 

  やはり将来を見据えて、本当に何が必要なのか

という、インフラだって、橋梁の維持管理は当然

必要だというふうに思いますけれども、維持管理

をして、しっかりとインフラをもっと持っていく

ということと、これからの先の時代を見越して、

４０年後を見越したときに、それこそ４０年後と

いうのは、いろいろな都市計画道路、都市計画決

定した１００年後ぐらいになるわけですよ。それ

を１００年前の計画のままでいいのかということ

も含めて、しっかりと是非考えていただきたいん

ですが、副区長どうでしょうか。 

○副区長 今回分けた理由の一つが、今、ぬかが委

員のおっしゃったとおり、やっぱり維持管理経費、

これはどうしても削れない状況ですので、それを

しっかり管理していくということで分けさせてい

ただきました。 

  それと、将来を考えたときに、確かにこのまま

計画しているもの全てやるのかということは、改

めて議論が必要と思います。ただ、これについて

は、東京都の都市計画決定ですとか、そういった

絡みがございますので、区としても、４年ごと８

年ごとの見直しのときに、やはりきちっとした区

の方針を東京都にも伝えて、一定の考え方を整理

していく必要があると思います。 

○ぬかが和子委員 それと、特定要求等の記録うん

ぬんかんぬんという、このガバナンスの方の報告

事項についてなんですけれども、改正の中で、複

数の者による議員と対応するという部分について、

「特定要求等を受ける恐れがあるときは」なんで

すよ。だけれども、この前、実は議運幹事長会で

も、私紹介して問題にしたんですけれども、単な

る資料要求をして、それで資料を届けるのに、そ

の課の課長がちょうど出張でいなかったから、係

長に届けさせますというケースがあったんです。

そうしたら、係長が１人じゃなくて、別の係の係

長と２人で来たんですよ、資料届けるだけなのに。

これ過大解釈だと思いませんか。 

○ガバナンス担当部長 今回この規定の中に入れた

複数対応というのは、あくまでも特定要求などに

受けそうなときですから、事業者を紹介してとか

いろいろそういうお話があるとき、そういう心配

があるなというときは複数対応と申しております

けれども、資料をお届けするとか、それはごくご

く普通のことですので、そこまで複数対応すると

いう必要があるとは思っておりません。ただ、そ

ういう話があって心配して複数できちゃったのか

なと思いますけれども、そのあたりについては、

今回規定を改正したところで、今後、職員に対し

て、この内容を落とし込んでいかないといけませ
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んので、そのあたりで、そういう考え方について

は、きちんと伝えていきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 そうですよね。最近本当に複数

でお見えになる方が増えたんですよ。この規定で

言うと、だから議会の調査の関係で言っているの

に、必ず課長に係長が付いてくるとか、複数でみ

える方が増えていて、そうすると、私これ読んだ

ときに、毎回、私が特定要求をする恐れがあると

思っているから来ているんですねと言わなきゃい

けないのかなというふうに思うぐらいなわけです

よ。特定要件ですよ、不当要求じゃない、特定要

求。不正につながるような要求ですよね。つまり

課題解釈をしないように、しっかりとそこは徹底

していただきたいと。逆に、特定要求を受ける恐

れがなくても複数で必ず来るみたいに思ったら、

そういうふうに言われかねないよぐらいのことも

しっかり言っていただきたいと思うんですが、ど

うでしょうか。 

○ガバナンス担当部長 御意見は承りましたので、

今後、職員に周知する中で、そのあたりについて

はきちんと伝えていきたいと思います。 

○ぬかが和子委員 当初、入れようとしていたもの

と、若干この改正案について変わってきていると

いう点ではよかったと思っているんですけれども、

私は、そもそも私というかほかの方も含めてだと

思うんですが、そもそも問題だと思っているのは、

元の規定では、いわゆる法令違反につながる特定

要求と、それからハラスメントにつながる不当要

求と、この二つを明示していたのに、そこに、い

わゆる特定要求等ということで、議員からのいろ

いろな要望や提言や何かを全体として対象にして

入れていることで、そういう混乱が起きているん

じゃないかというふうに思わざるを得ないんです

よ。 

  そこは、前から申し上げているように、法令違

反につながる要求やハラスメントに関わる要求じ

ゃない部分というのは、違うんだということをも

っと明快にしていただきたいんですが、どうでし

ょうか。 

○ガバナンス担当部長 今回、特定要求に該当しな

い事例というのも資料の中に入れさせていただい

ておりますけれども、いろいろな場面で情報提供

いただいたりですとか、資料要求いただいたりと

いうのは当然の権利ですし。また、こういう議場

など、その他会議など公式の場でいろいろな御発

言についても、当然の活動だと思っておりますの

で、そのあたりの考え方について、今回この規定

を改定するに当たっても、改めて職員等にしっか

り伝えていかなければいけない部分があると思い

ますので、そのあたりの考え方だとか事例につい

てもしっかり伝えて、そういう対応のないように

努めてまいります。 

○鹿浜昭委員 私の方からも、２点ちょっとお伺い

します。 

  まず総務部の方の４ページなんですけれども、

北鹿浜小学校跡地利用の件なんですけれども、今

回、残念ながら応募がなかったということで、期

待はしていたんですけれども、ちょっと残念なが

ら負けちゃったというようなお話も聞いたのであ

れですけれども。今回、この応募に対して、基本

的にこの活用条件が、若干ほかと比べても厳しか

ったのかなというふうな思いをちょっとしている

んですけれども、その点に対していかがでしょう

か。 

○資産管理課長 鹿浜委員おっしゃるとおり、厳し

かったという御意見あるのかもしれませんけれど

も、我々としては、興味を示す事業者とヒアリン

グをしっかりした上で、これだったら参加しても

らえるかなと思いながら公募条件を定めたもので

すから、その上で他のところに取られてしまった

というところというのは、結果としては致し方な

いのかなという、そういう認識でございます。 

○鹿浜昭委員 廃校になって何年目になるのかな。

今、ずっとそのままで、治安的にもあまりよろし
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くないし。実際、おととい大変な事件も起きちゃ

ったしね。本当にそういった意味で、早くある程

度、今後この方針は決めていただきたいなという

ふうに思うんですけれども。 

  例えば土地の貸付料、最低提案月額が１６６万

７，０００円、年間２，０００万円ということで、

例えば土地の貸付期間５２年で、ざっと計算する

と１０億円の費用掛かってしまうので、だからこ

うなってくると、ある程度限られたところしかも

う借りられないし、それなりの財力なかったら無

理だと思うんですよ。ですから、この辺をやっぱ

りちょっと緩和して、進めていってほしいなとい

うのがもう要望なんですけれども、その辺は考え

られたことあるのかな。 

○資産管理課長 今回の公募の条件につきましては、

繰り返しになりますけれども、興味を示す事業者

の方とヒアリングをして、金額ははっきり、当然

まだ公募前には出せませんけれども、★★の費用

ぐらいというところをお示しした上で、それぐら

いだったら出せるという御意見もいただいていま

したので、今回の事業者については金額の問題で

はないのかなと認識しております。 

  ただ、今後の当然活用について、金額が高いと

かそういった御意見が出てくるようであれば、ど

こまでできるかちょっと分かりませんけれども、

それはその都度、どういう対応ができるか分かり

ませんけれども、しっかり誘致できるような、そ

ういった対応は考えていきたいと思います。 

○鹿浜昭委員 ここのアところに、他の候補地の賃

料がより安価だったと書いてあるのに、その辺が

よくわかんないんだけれども、結局負けちゃった

わけじゃないですか。だから、この辺でしっかり

とやっぱり再考していただいて、やっぱり緩和し

ていただいて、本当に長谷川副区長にもあれなん

ですけれども、もともとあった学校法人の方に、

その辺も含めて、ちょっと庁内で検討していただ

いて、是非その辺もしっかりと早めに決めて、と

にかく進めていくんだという、その辺をよろしく

お願いしたいと思うんですけれども、いかがです

か。 

○副区長 北鹿浜小学校の跡利用につきましては、

様々な事業者がいろいろ希望を挙げていただいた

んですけれども、一つやはり課題として大きいの

は、やはり学校という非常に面積が大きいという

ところと、今、鹿浜委員がおっしゃったように、

やはり長期間にわたると、やっぱり金額がかなり

高いということで、思い返すと、千住の小学校が

大学誘致でいろいろ使われたというときには、藝

大はちょっと特殊かもしれませんけれども、一定

程度減免という仕組みも入れておりますので、や

はりそういうことも含めて、公共性の高いものに

ついては減免という考え方も入れて活用を考えて

いかないと、なかなかこれだけ大きい面積を長期

間にわたって使う事業者を、★★についてはスー

パーが入っていただきましたけれども、なかなか

次の活用事業者を見つけるというのは非常に厳し

い状況だなということは認識しておりますので、

いろいろな方法を決めて、考えて、活用について、

さらに進めていきたいと思います。本当に時間が

掛かって、私も熟知たる思いですし、地域の皆様

にも本当に御期待いただいて申し訳ないという思

いでいっぱいでございます。 

○鹿浜昭委員 是非、よろしくお願いしたいなと思

いますので。 

  それともう１点、先ほどから出ている特性要求

の件なんですけれども、まず今回、その改正案と

いうことで、２回目の改正案だったのかな、いわ

ゆるね。本当に議員としても規範に関する検討会

がこの２月１９日から始まって、それも含めて、

いろいろと説明に、うちの会派にも２回来ていた

だいて、それなりのお話はできたかと思うんです

けれども。そこで、この訓令は令和５年５月１日

施行日から施行するということでなっていますけ

れども、５月という、この１日からというのは、



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ６６  

 

何か理由があるのかどうなのか、教えてもらいた

いんですけれども。 

○ガバナンス担当部長 今回、この改定を検討する

に当たりまして、東京都のカスタマーハラスメン

ト防止条例などの規定もいろいろ取り込んだ内容

を併せて検討しなければいけない。あちらが４月

１日施行ですので、というような状況もございま

した。ですので、今回この改正案については、そ

れを受けて５月１日改正という形にさせていただ

きたいと思っております。 

  当初、最初に御提案した案についてはいろいろ

御意見をいただきまして、今回の改正案というこ

とで総務委員会で報告させていただいております

ので。それはそれとして５月１日から一旦施行さ

せていただいて、また議会の方で様々御検討も今

進められているということを承っておりますので、

その改正に関して、また改定する必要があれば、

その次の段階で改正させていただければというふ

うに考えているところでございます。 

○鹿浜昭委員 今のお話も、基本的にこの改正案も、

議員としては、方向性としてはもうこのぐらいし

ょうがないのかなぐらいの、やっぱり思いがあっ

て、私たちも規範に対する検討会を進めていって、

やっぱり私たちを、ボトムアップじゃないけれど

も、議員としてもその辺をしっかりと検討してい

こうという矢先にこういう話が出てきて、だった

らという感じも正直なところ、やっぱりタイミン

グとしてすごく若干残念というか、やっぱりこう

いう形で、トップダウンではないんですけれども、

上からこういう形で来ると、どうしてもやっぱり

そういうこの検討会自体が、前回も１９日の夜、

大変いろいろな委員から意見もいっぱい出て、何

とかしていこうという、議員認識が高まっている

わけですよ。そこにこういう話が入っちゃうと、

すごく横やりが入った感が強くて、恐らくこれ、

私たち４５人の議員も、正直そこまでなぜ拙速に

進めなくちゃいけないのかという、やっぱり疑問

が多くなっているんですよ。 

  その辺をちょっと踏まえて。 

○ガバナンス担当部長 まず基本的にこの規定その

ものは、議員さんの活動を規制するというよりは、

私ども職員がこういう何かを受けたときに、こう

いう対応をしなさいよということのルールを決め

たものです。ですので、基本的には区長と私たち

職員の間で、こういうことがあったらこういう報

告をしなさいねとか、それを報告を受けた上司は

こうしなさいねというようなことを規定させてい

ただいたというところが。今までももちろんあっ

たわけですけれども、細かい手順が決まっていな

かった部分があったり曖昧だったところもありま

したので、その辺は手順をちゃんと上司に報告上

げるとか、そういうような手順を入れたのと、あ

と、皆様から回っておりまして、区長がこういう

ことをしたときはどうなんだというような御意見

もありましたので、その辺区長からそういう特定

要求的な要求を受けたときは、職員はこうしなさ

いねというようなあたりの規定も入れさせていた

だいております。 

  ですので、決して議員の皆様の活動を規制しよ

うとかいう考えでのものではないということは御

理解いただければと思います。 

  また、大変申し訳なかった、地位と利用要件に

関しては、あれは拙速だったと、率直におわび申

し上げます。そこの部分に関しては、今後、議会

の方で今検討会がスタートしているので、ちゃん

とそれを待ってから考えたほうがいいんじゃない

かとかという御意見もいただきましたので、それ

はそれを受けた後で、私どももしっかり、必要な

ものについてはちゃんと検討させていただいてと

考えておりますので、今回はあくまでも議員さん

のこれまでの活動を何か規制するという考えのも

のでは決してないということは御理解いただきた

いと思います。 

○鹿浜昭委員 その辺の話は、もう長谷川副区長か
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らもしっかり受け止めて、そういう規制を掛ける

というものはないというのは、もう十分、十分理

解しています。それにもやっぱり今言っている私

たちがそういう形で、せっかくある意味、築き上

げていこうとしているところなので、その辺をち

ょっと見定めていただきたいというふうに思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○副区長 鹿浜委員から議員の規範検討委員会が動

き始めたので、その動きを見定めてもらいたいと

いうことですけれども、私もそのように思います。 

  決して５月の施行が、今、ガバナンス担当部長

が言ったように、東京都のカスハラ条例が４月か

ら施行されるので、それを盛り込んだ形での最低

限の改定ということで、今、内部的には検討して

おりますけれども、私どもも今回事前説明の中で、

議会の動きを、動き始めたということを聞きまし

たので、少し議会の動きがどうなるのか、また、

３月の末の検討会の中に私どもも参加させていた

だいて、意見交換ができるということですので、

それも含めて、一応今のところ時期は５月１日施

行をしたいというふうな思いではありますけれど

も、今、鹿浜委員からお話ありましたように、議

会の動きも見定めてということで、調整をさせて

いただければなというふうに思っております。 

○鹿浜昭委員 よろしくお願いいたします。 

○水野あゆみ委員 私からも何点か、端的にお伺い

いたします。 

  まず子育て世帯に関するアンケート調査結果か

らですけれども、我が党からも要望して、教材費

だとか制服代、また修学旅行費なども補助を検討

していただけているということでございます。多

くの方に喜んでいただける施策だなと思う一方で、

もう既に就学援助世帯で無償というか補助がいた

だいている世帯があるわけですよね。 

  足立区では、就学援助世帯が３割程度いるとい

う中で、今回このアンケートでも、生活状況、家

計の状況が非常に苦しいとか、やや苦しいといっ

た回答が４３％に及んでいるということで、この

４３％の中に就学援助世帯の方が３割とか何割か

いらっしゃるなというふうに思ったら、今回の制

服の無償化では、なかなか生活状況が変わらない

という方がやっぱりいるのかなというふうに思っ

たときに、そういった家計が苦しいという、特に

就学援助世帯のところに関しては、どういうふう

に今後支援を考えていくのかなというところで、

ちょっとお伺いをいたします。 

○政策経営課長 正にクロス分析を進めている中で、

こういった家計の状況、大変苦しいと言っている

方々がどういった属性に含まれているのかという

ところも、今つぶさに見ているところでございま

すので、このあたり含めてどのような支援ができ

るのかというのは、こちらも早急にできることが

何なのかというのは検討してまいりたいというふ

うに考えております。 

○水野あゆみ委員 就学援助世帯の、そういう補助

を受けている方と話したことがあるんですけれど

も、やっぱり１回払ってから、修学旅行費なんか

を返してもらうとか、そういったたて付けになっ

ていると、無償になっているというか補助をもら

っているという感覚がちょっと乏しくなってしま

うのか、なかなか助かっているよというところ、

声が聞こえてこなくて、残念だなというふうな気

持ちがあるんですけれども。今後、どういうスキ

ームでやられるのかというのはこれからだと思い

ますが、そういったところも経緯も見ながら、是

非そういった世帯への生活の援助というところも、

考えていっていただきたいなと思います。 

  今回の調査結果で、マイホームが買いやすくな

ったという時代だと思うんですけれども、やっぱ

りマンション分譲だとか、持家持っている方が子

育て世帯の７割に及んだということで、すごいな

というふうに思ったんですが、やっぱりローンを

組むと、買うときは簡単に買えるけれども、やっ

ぱり毎月の支払いとか、そういうのも大変な苦し
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い状況になっているのかなというのもありますの

で、定住支援策としては、やっぱりこういう家賃

支援だとか住宅費支援というのを他の自治体でも

やっているところもありますので、そういったと

ころも是非、家計が苦しいという状況のところに

対する支援として、また検討していっていただき

たいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○政策経営部長 水野委員おっしゃるとおり、アン

ケートの結果でも、かなり収入が高い方でも生活

が苦しいとおっしゃっている方もかなりいらっし

ゃるというのは分かっています。 

  ただ、今現在、計画検討している支援に関しま

しても、かなりの財源的に大きな額になってきま

すので、どこまで支援できるかというのは、少し

優先順位を付けて考えていく必要があると思いま

すので、その辺は改めて整理をして、また議会の

方にも相談をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○水野あゆみ委員 分かりました。 

  次に、建設事業者に対する公共工事の資金調達

支援策の拡充ということでございますが、これ、

ヒアリングしたときに、リスクについても少しお

伺いをしました。リスクないんですかと言ったと

きに、工事をやっている最中にできなくなってし

まって、またその期間が無駄になってしまうよと

いうようなお話を伺ったんですけれども、そうい

った中で、やっぱり入札の際に、価格だけ見て、

低ければ落とせるというような状況で本当にいい

のかなと、工事を完遂できるかどうかということ

も今後見極めていく必要があるのかなと思います

が、その辺はいかがでしょうか。 

○契約課長 工事の案件については、発注要件の中

で、事業者の工事の規模によってランク分けした

事業者が、どういったところが参加できるかとい

うのを指定してやってございます。 

  ただ、水野委員おっしゃるように、そういった

ところもきちんと工事ができるように、そういっ

たところも含めて、引き続きどういったものがい

いかというのは検討してまいりたいと考えてござ

います。 

○水野あゆみ委員 総合評価方式とか公共工事、今

までどれぐらいやったとか、そういったことも見

極められるのかなと思いますけれども、やっぱり

そういったところ大事だと思うので、入札に関し

ては今後また検討していっていただきたいなと思

います。 

  次に、総合管理計画について、ちょっと何点か

お伺いをいたします。 

  この８ページのところにも、本当にパブリック

コメントでたくさんの意見が寄せられていて、そ

れに対する御意見に回答されて、物すごい量のあ

りがとうございました、もう読むのも大変だった

んですけれども、その中でやっぱり気になったの

が、積立金のことを示さないで区財政の真の姿を

区民に示していないとか、財源があるのに、実際

より意図的に小さく見せているのはよくないとか、

なかなか現実をとらまえられてないような、そう

いう御意見もあるのかなというふうに思いました。 

  やっぱり今、基金の使い道というのは決まって

いる部分も多いですので、公共施設の積立金は５

００億円、義務教育施設積立金は５８０億円とい

うことで、１，８５８億円のうち１，２８０億円

は公共施設とかインフラ改修に使う基金というこ

とで使い道も決まっているわけです。また、今回

示されていますけれども、施設の維持管理費に毎

年８７．５億円掛かるとか、また更新費用にも２

７２億円掛かる、毎年合計で３５９億円以上掛か

っているというような、こういった状況もしっか

り区民の方にお知らせすることが大事だと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○公共施設マネジメント担当部長 水野委員おっし

ゃるとおりと私も考えておりまして、この２年間

は計画を改定する際に、少しチームをつくって取

り組ませていただきましたけれども、それよりも、
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計画をつくることも大切なんですけれども、今、

水野委員が言われた内容のことをしっかり正確に

区民の方にどう伝えられるかというのが我々の使

命、仕事なのかなというふうに思っております。 

  水野委員御指摘いただいた部分を含めて、しっ

かり心に入れながら対応していきたいと考えてお

ります。 

○水野あゆみ委員 また公共施設の見える化に取り

組むということも書かれております。施設の維持、

更新に大きく関わってくるところですので、もう

大変重要だと思っております。 

  どのような手法を取り入れるのか、お聞かせい

ただければと思います。 

○公共施設マネジメント担当部長 実はキーワード

として、情報の一元化集約というのを我々考えて

いるところでございます。実は、２年間計画づく

りさせていただきましたけれども、公共施設に関

する情報を、なかなか我々の方、全て把握してい

るわけではないというような状況がございまして、

また、我々が集めたい情報、それから、施設を持

たれている所管課の方が、出せる情報というもの

も含めて、その辺の情報の洗い出しをこれから、

１年、２年ぐらい掛けさせていただいて、その情

報を集める情報を発信する仕組みをしっかり構築

する必要があるかなと思っております。まずは内

部、庁内の方でそういった情報をしっかり集約し

て、それを分かりやすい資料にまとめて、庁内へ

発信、更に区内に発信していくという取組を行っ

てまいりたいと思いますので、その仕組みづくり

をしっかりこれから努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○水野あゆみ委員 一、二年掛かってしまうという

ことで大変だなというふうに思うんですが、やっ

ぱりもう他の自治体ではこの見える化をして、既

に廃止にしている施設もあれば更新しているとこ

ろもあって、本当に足立区は遅れてしまっている

なと思います。もう本当に多くの施設がある中で、

やっぱりスピード感を持って進めていく必要があ

ると思いますので、そこは情報の洗い出しもしな

がら一元化に努めていっていただきたいと思いま

す。 

  また、その際に、老朽化の状況だとか、建築年

度にかかわらず改修している状況だとか、更新が

必要な順番なども見えるようにしっかりしていた

だきたい。また、維持管理費がどれぐらい補修費

が掛かっているのかとか、資産はどれくらいなの

かということも見える化してほしいと思いますが、

その辺はいかがでしょうか。 

○公共施設マネジメント担当部長 そのようなとこ

ろにしっかり対応できるように、今回、組織変更

もお願いして、今回の委員会の方にも資産活用部

というのもつくらせていただく、議案を出させて

いただいているとこでございます。計画づくりか

ら少しステージが変わって、地域の皆様のところ

に入りながら対話していきながら、そういう情報

を集め、発信できるような体制作りさせていただ

いて、取り組んでまいりたいと考えております。 

○水野あゆみ委員 やっぱり維持管理費がどれぐら

い掛かるよとか、改修費、更新費用どれぐらい掛

かるよというのは、見極めに大事だなって。今回

もパブリックコメントで、日光林間学園廃止しな

いでくださいというようなお声もありましたけれ

ども、実際は施設の老朽化が進んでいて、今後の

施設の在り方検討していくとありますので、検討

材料になっていくのかなと。私は何が何でも日光

林間学園が必要なのか、本当に民間を使って、ホ

テルに泊まった方が安く済むのか、そういったと

ころも検討できるような材料がないと検討できな

いので、しっかり示していっていただきたいなと

思います。 

  また、８２ページのところでも、今後の取組の

方針で、待機児童対策で学校内の施設、学童整備

というところと民設学童の拡大、組合せながら進

めていくというところもありますけれども、本当
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にまだ校内学童、半数近く設置できていないとこ

ろもありますので、ここは待機がある学校の区域

については本当に早急に整備していただきたいと

いうことで、本会議の御答弁もありましたけれど

も、是非、計画も立ててやっていってほしいと思

います。これはマネジメント課、課長でいいんで

すか、こういうのは。 

○公共施設マネジメント担当部長 おっしゃるとお

り、庁内を横串を刺すというのが我々の仕事かな

と思っております。施設営繕との連携だとか、政

策財政関係との連携、また庁内の施設を持ってい

る所管課の連携という部分を横串させていただい

て、足しげくいろいろな人とお話ししながら進め

て、何か進めてまいりたいと思います。 

○水野あゆみ委員 本当に御指摘したいところがた

くさんあるんですけれども、例えば９２ページの

障がい者の方の施設作業所とかも、全然、築５０

年経過しているところも、老朽化、顕著でもなか

なか大規模改修工事、困難で進んでないというこ

とで、作業所に通っている方の親御さんからも老

朽化でちょっと危険だわという話も聞いている中

で、全然計画ができていなかったという現実もご

ざいますので、こういったところ、民営での施設

整備を検討していくということも今後の方針のと

こに書かれています。私、ある施設をやっている

方から、こういった作業所、就労作業所などもや

りたいと思っているというお声も御相談もいただ

いているんですが、こういった計画もなかなか示

されていなかったので、御紹介もできずにいたん

ですが、やっぱりこういうことは早め早めに計画

して、民間の人たちにも御協力いただけるような

体制も必要だなというふうに思います。 

  学校の複合化というところも、ガイドライン、

うちの党でも示せというふうに言っておりますけ

れども、やっぱり学校というのが一番大きな施設

になってくると思いますので、学校の複合化、学

校を核とした複合化というのを、是非、基軸にや

っていくべきなんじゃないかなというふうに思い

ます。 

  そういった中で、やっぱり障がいの部だったり、

学童だったり、様々担当課が分かれる中で、もう

その旗振り役をしっかりマネジメント担当課、部

長が筆頭になってやっていっていただきたいと思

いますが、最後、よろしくお願いします、決意を。 

○公共施設マネジメント担当部長 御期待に沿える

ように頑張ってまいりたいと思います。 

○水野あゆみ委員 十分です。お願いいたします。 

  最後に、ＡＥＤのことについてちょっとお伺い

をしたいと思います。 

  ７ページのところです。 

  これ、私も見たときに、２４時間利用ができる

施設というのが、警察署、消防署、救急病院とい

うふうにあるんですが、区内で何か所ぐらいにな

るのかというのを把握されていらっしゃるのか。

また、そういった利用実績というのも把握されて

いるのか。心肺蘇生に使われたとか、そういう利

用で実績というのはいかがでしょうか。 

○危機管理課長 申し訳ありません、これまではＡ

ＥＤ設置について、かなり所管任せになっていた

部分があって、今回、全庁にまたがるその設置方

針、全庁統一の基準を定めさせていただいたもの

でございます。 

  今後、この基準を定めたことで全庁に周知しま

して、今後調査を進めて、基準を満たすように働

き掛けていきたいと思います。 

○水野あゆみ委員 全庁やっていっていただきたい

んですが、例えば２４時間使えるところの拡充と

いうのも必要なのかなと思いますが、その辺はい

かがでしょうか。 

○危機管理課長 現在設置しているＡＥＤについて、

それらを全て２４時間利用できるようにするのは

かなり困難が伴うというふうに考えております。

しかし、今後設置するものに関しましては、管理

の問題はあるんですが、可能な限り、そのような
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２４時間利用ということにも配慮しながら設置す

るよう関係所管には働き掛けていきたいと考えて

おります。 

○水野あゆみ委員 分かりました。是非お願いいた

します。 

  他区の事例ですけれども、２４時間やっている

ようなコンビニエンスストアに設置をしていただ

いたという事例もございます。 

  本当にどこにあるのかなと区民が分かりにくい

中で、とっさにコンビニというふうに言えば、周

知も本当にやりやすいのかなというふうに思いま

すので、そういう事業展開というのも、是非、御

検討いただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

○危機管理課長 コンビニ等への働き掛けも含め、

検討を進めてまいります。 

○富田けんたろう委員 私からは総務２件と政策経

営１件質問をいたします。 

  まず総務ですけれども、２ページの一番最初の

報告で、建設事業者に対する公共事業の資金調達

支援策の拡充についてという報告ですが、この制

度自体は非常にいい制度かなというふうに思って

います。事業者さんの資金繰りの支援をするとい

うところもそうですし、区側のメリットというの

も、この事業をしっかり完遂していただくという

ところもあるのかなと思う中で、今までの改正前

の基準の中で、この制度の利用実績というか、利

用率というのは、どのような状況なんでしょうか。 

○契約課長 工事の契約に関してはかなり大きい工

事が多いので、私聞いている中では、大体この前

払い金制度を活用しているというのは聞いてござ

います。 

○富田けんたろう委員 恐らくそうなのかなと、私

もこれは想像ですけれども思っていました。 

  保証会社の、当然、履行保証が必要になってく

るわけですけれども、これ保証会社は何社ぐらい

あるんですか。 

○契約課長 もともと国の事業を、他の自治体でも

あるんですけれども、全国で３か所だったかと認

識してございます。 

○富田けんたろう委員 もうある程度限られた保証

会社になってくるのかなというふうに思いますけ

れども、その上で、これまでの利用率とか実績と

いうのを踏まえた上で、ざっくりどの程度この予

算措置に影響が出てくるのかというのは、当然ち

ょっとここから先は予算の話になってきますけれ

ども、多分もう試算をされているのかなと思うん

ですね。これも当然何億円単位で変わってくるも

のだと思うので、このあたりに関しては、今回の

当初予算にもう含まれているのか、このあたりお

願いいたします。 

○施設営繕部長 ほとんど４０％で、今までは２億

円、３億円ぐらいの工事が多かったものが多いん

です。そうすると、やっぱり、その上限を超える

４０％の、例えば３億円４億円すると、１億６，

０００万円ですね。大体１年間の予算で持ってい

ました。ただ、今後大きい物件ですね、先ほども

議論でありましたギャラクとか、３桁ぐらい行く

と、かなりその前半戦で出す形になるので、その

辺は全体の予算として議会で御了解いただくので

すが、あとは、うちの支払いのところに、持って

いるか持っていないかというところになります、

正直言うと。 

  ただ、ほとんど２３区の場合は財政豊かなもの

ですから、その辺のやり取りは、変な話ですけれ

ども、うちの入れている銀行の口座がパンクする

ということはほぼないので、請求が来ました、例

えば４０億円くださいというときにはすぐ出せる

ような状態ではあります。それが１０本、２０本

あるとやっぱり痛いですけれども、大体１本か２

本ぐらい、今後ですね。 

○富田けんたろう委員 区の資金繰りの話はおっし

ゃるとおりだと思うんですけれども、当初予算の

中にある程度今回の件が含まれているのかどうか
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だけ、その確認だけ、すみません。 

○財政課長 工事、大体複数年度に分かれていて、

その期間の中で、前の方に寄ってくるというとこ

ろありますので、そういう単年度で見たときの財

政的な影響というのは少なからずあるかなと思っ

ておりますが、先ほどの施設営繕部長からお話あ

ったように、中期財政計画の中で、その施設の必

要な経費というのは、複数年、もう★★持ってお

りますし、それに必要なものを基金でも持ってお

りますので、トータルで見たときの、そこの部分

はちゃんと担保はさせていただいておりますし。

あと、来年度予算につきましても、全件ではなく

て該当するものにつきましては、それを見越して

予算計上はしていただいていると理解しておりま

す。 

○富田けんたろう委員 分かりました。ありがとう

ございます。 

  あと、総務の件で、これは見積書の押印、署名

の省略化のところで、ＤＸのさっきのところで話

になりましたけれども、これは、ここじゃないん

ですか。もう駄目ですか。終わり、分かりました。

じゃあここはいいです。すみません。失礼しまし

た。 

  なので、政策経営で、すみません、ちょっとも

う時間もあれなので１点だけお伺いしますけれど

も、一番最初の子育て世帯へのアンケート調査と

いうことで、回答率３２％ということで、私が一

番驚いたのは、この回答した方の３２％の、３２％

というあれですけれども、回答した方もとにかく

世帯年収がすごく高くて驚きました。これに関し

ては５ページですかね、世帯全体の年収（賞与を

含めた手取額）というところで６００万円から７

９９万円の世帯が多くて、その次に、何と８００

万円から９９９万円が続くということだったんで

すね。 

  なので、このあたりの世帯の皆さんというのは、

当然低所得の皆さんと比べると、納めた納税額に

対して、行政から受けられるこの支援というのが

限られてくるという皆さんかと思いますけれども、

そのような世帯であったとしても、家計の状況は

苦しいというふうに６ページのところでも結果が

出ているわけです。 

  当然つぶさにこれ中見ていかないと、就学援助

の世帯も当然入っているという話ですから分かり

ませんけども、そういった一応結果が出ていると

いう中で、昨日までの本会議の議論でもありまし

たけれども、制服代とか教材費、修学旅行費につ

いて、るる質疑がありましたという中で、昨日、

絵野沢部長も保護者負担の軽減に向けた検討に着

手をしていくということで、先ほど★★からも準

備できるメニューから実行に移していくという御

発言がありました。 

  ただ、実際には、これ全てのメニューをもし実

際に実行しようと思うと、概算でどれくらいの予

算が掛かってくるのかというのは、もし分かれば、

ちょっと教えていただきたいなと思うんですけれ

ども。 

○財政課長 あくまでも試算ということで、いろい

ろな対象をどこにするか、費用負担の費目をどこ

にするかというところで関わってくるかと思いま

すけれども、今の、例えば公立、私立問わず、標

準服の補助をする、教材費、修学旅行、自然教室

については公立のみと例えばしたとして、今、ざ

っくりの試算で２０億円程度で、そのうち生活保

護の世帯、就学援助を受けてらっしゃる方が２

５％から３０％いらっしゃるということですので、

その分を引きますと１５憶円強というようなとこ

ろかと思います。ただ、数字、想定によって大分

変わりますので、あくまで試算をしたということ

でございます。 

○富田けんたろう委員 それは、基本的には所得制

限というのは設けない、設置をしないという上で

試算された数字だという認識で大丈夫でしょうか。 

○財政課長 富田委員おっしゃるとおりでございま
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す。 

○富田けんたろう委員 是非、前段申し上げたとお

り、今回のアンケートで明らかになったのは、正

に、比較的、高所得である皆さんであっても苦し

いということが今回出てきていますので、是非今

回、所得制限に関しては設置をしないという方向

で検討いただきたいということを要望をさせてい

ただきます。 

  以上です。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいでしょうか。 

○土屋のりこ委員 私は子育て世帯アンケートから

ですが、速報ということで、詳細、今後報告され

るときにも質疑したいと思いますが、理想とする

子どもの人数が持てない理由のトップはお金が掛

かりかぎるというので当然だと思いますけれども、

質問項目１６番のところで、できればさせたい習

い事に留学やホームステイと外国語というところ

が上がっていまして、今の施策等の中でも拡充と

かで対応できるところも多々あるのかなと思いま

す。 

  ある方から聞いたのは、その方が小学生、中学

生、若かった頃は、各学校からベルモントへの派

遣も行っていたと。それが今はもう少人数になっ

てしまって縮小されている中で、なかなかそうい

った外国へ行った経験から、仕事に生かすなり希

望をかなえるというところなりというところが小

さくなってしまっているということも指摘されて

いたりしまして、そういった例えばベルモントの

派遣であったりとか、拡充することによってそう

いったあたりの希望をかなえてあげる支援ができ

るんじゃないかということを思うのが１点と、外

国語の習い事にしても、なかなか定期的に行くと

いう、通うというのは支援は厳しいかと思います

が、図書館の読み聞かせイベントでオールイング

リッシュの何かをやるとか、今度、北綾瀬の商業

施設に新しい子サロもできますけれども、そうい

ったところで、例えば英語なりの乳幼児向けのイ

ベントをやるとか、少し予算をプラスして出すこ

とによって、そういった外国語体験なり、触れ合

えるイベントということができるんじゃないかと

思いますけれども、そういったあたりでの支援と

いうことはいかがでしょうか。 

○政策経営課長 今、土屋委員御発言のとおり、い

ろいろやり方あるかと思います。今、既存の事業

を拡充していくというところが、まず一つやりや

すい方法かなというふうに思います。 

  あと、英語に関しては、おっしゃるとおり留学

するということに関して、区として何かするとい

うことはなかなかやっぱりハードル高いんですけ

れども、身近なところで英語に触れられるという

ような、そういった環境をつくっていくという視

点はすごく大事かなというふうに感じております。 

○土屋のりこ委員 是非ベルモントへの派遣も拡大

してくれということを言ったんですけれども、ま

た今後、別の場でも要望したいなということで思

います。 

  次に、ＳＤＧｓのモデル事業についてというこ

とで、綾瀬のぐるぐる、私も実際利用してみたん

ですが、確かにこれまで足立区になかったものな

のかなということで感じました。「誰もが一歩踏

み出せるレジリエンスの高いまち」の実現を目指

すというのが、足立区の持続可能な開発目標だと

いうのは納得するところなのですが、まず、モデ

ル事業を綾瀬でということで、活動拠点ぐるぐる

というのがありますけれども、今後、このモデル

事業を横展開していくに当たって、活動拠点をど

う区は考えておられるのか。これも今もぐるぐる

から各エリアに出張していくというイメージなの

か、それぞれの拠点を区内に複数構えていくとい

うふうな考えなのか、いかがでしょうか。 

○ＳＤＧｓ未来都市推進担当課長 初めから拠点あ

りきではこちら考えておりません。次、竹の塚を

横展開を検討しておるんですが、竹の塚も半年間

住民の方と対話を通じて、拠点が欲しいというニ
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ーズが見えてきましたので、そのニーズとその地

域の特色とかを全て鑑みて、拠点の必要性は考え

ていきたいと思っております。 

○土屋のりこ委員 もう一つ、プリミティブなとこ

ろで、ぐるぐるの運営費、今、区が出していると

思いますが、将来的にどういう方向性で考えてい

るのか、自走という方向性なのか、一定の金額、

区が補助し続けるのかというあたりについての見

通しというか見込みはいかがでしょうか。 

○ＳＤＧｓ未来都市推進担当課長 あやセンターの

今後の運営の方法については、今こちらでも検討

している最中でございます。自走も含めるのか、

やっぱり一部区が負担するのかも、今後の運営状

況を見てちょっと見極めていきたいと思っており

ます。 

○土屋のりこ委員 貧困の連鎖を断つために、子ど

もたちのレジリエンスを高める、若者が自分たち

のやりたいことをやれる環境をということで、そ

れぞれのエリアにそういった活動ができる拠点を

増やしていくということと併せて、ただ増やすに

しても、どんどん区の負担が増えるということで

はいけないでしょうから、それがどう持続可能な

形として運営できるのかということを検討してい

くことが大事なのかなと感じました。 

  このＳＤＧｓの本を作成されたということで見

せていただきましたが、これを見て区民の方が自

分の地域にもオアシスとかベースのような、やり

たいが実現できる仕組みが欲しいんですけれども

とかと言われたら、どうその区民の方に答えられ

るでしょうか。 

○ＳＤＧｓ未来都市推進担当課長 ＳＤＧｓの本に

関しましては、やっぱり当課の取組ということで、

綾瀬の取組を中心に載せております。別のエリア

でもやりたいことをやってみたいんだよというと

きには、申し訳ございませんけれども、あやセン

ターにお越しいただくということにまず御案内を

させていただきたいと思っております。 

○土屋のりこ委員 なかなか平坦な足立区といって

も、舎人から綾瀬までということとか、なかなか

厳しいかなとも思いますし、これつくった方たち

すごく楽しかっただろうなということはすごく伝

わってくるんですけれども、ここに、いろいろな

地域に住んでいる子どもたちが、自分たちの地域

もこの中に入っていくというか、そういう将来展

開が見えるような方針、是非、立案いただきたい

なということを感じました。 

  行政評価の重点プロジェクトの中でも、広く区

民全体へのアプローチが必要であるというふうな

ことで言われているわけで、綾瀬で、次、竹の塚

と横展開、今、方針出されていますが、他の地域

でどうやりたいを実現できる、環境をつくるとい

うか、そういった施策、実現可能な町へとしてい

くということをやっていくのかという方針、是非、

区としても持っていただきたいと思うんですけれ

ども、そのあたりについての検討はいかがでしょ

うか。 

○政策経営部長 綾瀬にしろ、竹の塚にしろ、箱物

をつくっても、やはりそこに従事する人間がいな

いと相談には乗れないと思いますので、それを全

てＳＤＧｓの担当のところでやるのは難しいと思

っています。それも含めて、今度、基本計画では

そこも一つの計画のコンセプトと述べております

ので、庁内一丸となって、各所管がそういった、

ぐるぐるの役割を果たす責任もあるのかなという

ふうに認識しておりますので、その辺は庁内全体

で情報共有しながら取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 

○土屋のりこ委員 別の交通の方では、仕組みをつ

くって地域内交通を、サポートを区が進めますよ

ということで、その仕組みをつくって、あと運用・

運営等は、地域と一緒にというふうな仕組みがで

きましたが、これに関しても、やりたいを実現で

きる仕組みをどう地域の中に地域の人たちとつく

っていくのかというふうなことでできたらいいの
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かなということで思います。 

  この点に関しての最後で、この計画案の２９ペ

ージに、個人の好きなことをやるからスタートし

て育つ人材が貧困や格差など多くの課題にも目を

向け、解決に向けチャレンジする好循環を生み出

すことがこの事業の最大の狙いだというふうな趣

旨が書かれていますが、実際にそういった好循環

の芽というのは生まれてきているのでしょうか。 

○ＳＤＧｓ未来都市推進担当課長 あやセンターぐ

るぐるの例になってしまうのですが、これまでや

りたいことは個人の好きなこととか趣味とか得意

なことに特化した相談が多かったんですが、最近

ではヤングケアラーとか不登校とか認知症など、

やっぱり当事者だから分かる、自分も当事者だっ

たからこそ同じ悩みの方の解決に寄与したいとい

う相談も増えておりますので、そういった循環は

生まれつつございます。 

○土屋のりこ委員 分かりました。是非そういった、

いい循環を区内全域に広げていただきたいなと期

待をしています。 

  次に、総務部報告の公共施設等総合管理計画に

ついてなんですが、この１１１ページのところで、

単純にこの右端の番号が切れていますよというこ

とと、中学校のところ、先月の文教委員会の方に

も報告があった内容で、強い疑問を感じたので指

摘したいんですけれども、シティプロモーション

の方では子育てしやすいまちを打ち出そうという

ことで言われていますが、子どもたちの学びの環

境については、老朽化した校舎のまま据え置く、

長寿命化を図っていくというふうなことが打ち出

されているわけですよね。他の施設の更新との兼

ね合いもあるかとは思うんですけれども、子ども

たちに関連する小学校とか中学校に関して、施設

更新の優先度を高くしてあげるべきじゃないかと

いうことを思ったんですけれども、いかがでしょ

うか。 

○公共施設マネジメント担当部長 文教委員会での

報告も私の方、連絡しておりまして、情報共有し

ております。我々の狙いとしては、土屋委員おっ

しゃるとおり、費用の平準化というのが必要にな

ってくる。そのためには長寿命化するもの、建て

替えるものといろいろ出てくると思います。その

辺の兼ね合いをいろいろ教育委員会とも調整しな

がら、建物は古いけれども、中はそれなりに手を

入れるだとか、そういう工夫をしながら、教育環

境の維持はしっかりしていくのはやっぱり区の責

務だと思っておりますので、その辺については庁

内でまた検討してまいりたいと思っております。 

○土屋のりこ委員 分かりました。 

  昨年度になりますが、たまたま弥生小学校の学

校説明会に参加して、新入学児童の保護者の方か

ら質問が出されていたんですけれども、初めて来

たけれどもこんなに古い校舎で驚いた、建て替え

の予定はないんですかと、ありませんねと心の中

で答えていたんですが、そういった感想を持たれ

る親御さんもおられるんですね。弥生小学校、私

はそんなに古いと感じなかったんですけれども、

水周りもきれいになされているし、そういったや

っぱり足立区残念だなというふうに、子育て層、

せっかく引っ越してきたりしても感じられるよう

では残念だと思いますので、子育てしやすいまち

ということをアピールしていくと同時に、選んで

もらった区民も選んでよかったと思えるように、

小・中学校の改築、改修に関して、優先度を高く

していただきたいということを求めます。 

  最後に、特定要求等の記録及び公正な職務の執

行を確保する規定の改正案についてということで、

ちょっとこの複数対応の明記がされていて、特定

要求と受ける恐れがあるときは複数で対応すると

いうことなんですけれども、これは、その恐れが

あるときは対応しないというふうになってしまわ

ないかということを懸念するんですけれども、い

かがでしょうか。 

○コンプライアンス推進担当課長 これ主として、
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不当要求、職員が窓口で、特に住民の方から非常

に厳しいクレームとか受けて、まいってしまうと、

生活保護の受給者との間の問題というのはよくあ

るんですけれども、そういったことが分かってい

る場合については、単独で対応しているとメンタ

ル的にまいってしまいますので、必ずそういった

ケースについては、係長なり、あるいはほかの職

員が一緒に付くということで、サポートしていく

ということでございます。 

○土屋のりこ委員 先日、問合せて、１月の文教委

員会に報告があった事項で、学校施設の個別計画

について、机上に書面が置かれていて、もうちょ

っと詳しい内容を聞きたかったので、お電話して、

部長さんとお話をした中でなんですけれども、大

きな声で言えば変わるものではありませんよと言

われちゃったんですね。どういう意味かな、もし

かしてそれは大きな声で特定要求を私がしたとい

うふうに受け取られちゃったのかなと思ったんで

すけれども。そこで学校施設の個別計画について

説明を直接いただいてなかったので、細かく知り

たいということで、内容について聞きたいという

ことを言ったんですけれども、時間を取ってほし

いといったことに対しては時間を取っていただけ

なかったということで、おそれがあると感じた場

合には対応しませんというふうな、議会活動に関

しても制限する、拡大解釈じゃないのかなとちょ

っと感じたんですけれども、そういったふうにど

んどん恐れがあるという、分からないですよ、何

を要求されるのかという段階で、どんどん対応し

ないというふうになっていってしまうというのは

いかがなものかと思ったんですけれども。その辺

の不安は払拭しても大丈夫でしょうか。 

○コンプライアンス推進担当部長 土屋委員がその

ように感じられたということであるとすれば、本

来、議会と私どもは区の両方の側でチェックし合

う関係でもあるし、お互いに区民のために事業を

進めていくための組織ですから、そういう説明を

求められる場で、そういう対応をしないとか時間

を取らないというのはちょっといかがなものかと

私自身も思います。ですので、私ども双方が適正

な関係で議論を重ねて、区政をよくしていくとい

うのは当たり前のことだと思いますので、そこは

積極的に情報交換なりはしていくべきだと思いま

す。 

  ただ、いろいろな事故があるケースはそのあた

りが不適切になってしまって、汚職事件が起こっ

たりしているわけですので、そういうことがない

ように、ルールにのっとって職員としては対応し

ていくんだよというのが、今回のまず規定の根本

的な考え方だと思います。 

  ですので、議員さんからのいろいろな御意見で

あるとかについては、私どもも真摯に受け止めな

ければいけないと思いますので、ただ、そのあた

り、職員が議員さんから強く言われてしまってと

いうことがあるんだとしたら、それは上司にきち

んと報告して対応すべきものと考えますので、今

回の規定改正に合わせて、考え方などをしっかり

周知していきたいと思います。 

○土屋のりこ委員 複数で対応するということなの

で、１人じゃなく２人で来ていただいたらいいの

じゃないかなと思うんですけれども、そういった

いろいろなことがあるので、大きな声で言えば変

わった時代もあったような話も聞きますので、大

きな声の程度、受け止め方、人によって違うかと

は思いますが、こういったことも勉強していきた

いなと私も思います。 

  以上です。 

○吉岡茂委員長 他に質疑よろしいでしょうか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○吉岡茂委員長 それでは、その他に移らせていた
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だきます。 

  その他ありますか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○吉岡茂委員長 その他なしと認めます。 

  本日の案件は全て終了いたしました。 

  これをもちまして、総務委員会を閉会いたしま

す。 

午後４時３８分閉会 


